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社会教育の重点 ｐ31～

就学前教育，学校教育，社会教育が連携・協働する生涯学習社会のイメージ図です。

秋田県生涯学習ビジョン

学校教育の重点 ｐ５～

１ 「社会に開かれた教育課程」の実現

２ 確かな学力の向上

３ 豊かな心と健やかな体の育成

４ 実践的指導力を高める研修の充実

就学前教育の重点 ｐ１～

１ 教育・保育の充実

２ 園における子育て支援の充実

３ 地域に開かれた園運営

４ 教職員の資質の向上

１ 推進体制の整備

２ 学習への支援

３ 学校・家庭・地域の連携・協働

南の目指す生涯学習社会
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(1) 子育て支援体制の整備と保育者の専門
性の向上の推進

① 保護者に対する子育て支援を行う際

には，家庭や地域の実態等を踏まえる

とともに，保護者の気持ちを受け止め

相互の信頼関係を基本に保護者の自己

決定を尊重する。

② 保護者に対する子育て支援における

地域の関係機関等との連携及び協働を

図り，園全体の体制の構築に努める。

③ 保育及び子育てに関する知識や技術

等，保育者の専門性や園の特性を生か

し，保護者が子どもの成長に気付き，

子育ての喜びを感じられるように努め

る。

(2) 教育・保育と密接に関連した保護者支
援の推進

① 子どもの日々の様子についての情報

交換や，教育・保育の意図の説明等を

通じて，保護者との相互理解を図るよ

う努める。

【具体的施策】

保護者に対して，連絡帳，送迎時の

対話，掲示板での発信等，様々な機会

を活用しながら，子どもの様子を育ち

の視点で発信する。

また，園での生活と家庭での生活の

双方が充実するよう，子どもの興味・

関心のつながりを考慮した保育実践を

心掛けるようにする。

② 保護者が自ら子育てを実践する力の

向上に寄与することができるよう，保

育の活動に対する保護者の積極的な参

加を促す。

１ 教育･保育の充実 ２ 園における子育て支援の充実

(1) 様々な人やもの，こととの関わりの中
で，自己を発揮し，自他を認めながら協
同して取り組もうとする子どもの育成

① 主体的に環境に関わる教育・保育を

通して，一人一人が満足感・充実感を

高められるよう努める。

② 発達の連続性を理解し，必要な経験

を積ませながら，育みたい資質・能力

の育成を図る。

③ 自ら考え，判断し，行動しようとす

る子どもを育む教育・保育を推進する。

(2) 発達の段階を踏まえたキャリア教育の
推進

① 身近な人に認められたり，役に立っ

たりする喜びを通して，意欲的に活動

し自信をもって取り組む子どもの育成

を図る。

② 友達や異年齢児との遊びや直接的な

体験を通して，仲間や園，場所やもの

への愛着心を育む。

(3) 子どもの内面理解に基づいた評価及び

保育の実践

① 子どもの実態を把握し，ねらいと内

容を明確にすることで，的確な評価に

つなげるよう努める。

② 保育での子どもの姿や変容を，「育

みたい資質・能力」，「幼児期の終わ

りまでに育ってほしい姿」の視点で見

取り，発達の過程を踏まえた保育の改

善に生かす。

(4) 幼児期の教育と小学校教育との円滑な

接続の推進 ｐ３

幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連

携型認定こども園教育・保育要領に基づき，

生きる力の基礎を培う教育・保育の充実を図

る。

地域や園の実情に応じた子育て支援の一層

の充実を図る。

Ⅰ 就学前教育 「南の就学前教育の重点」
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(1) 教育・保育の質の向上を図るカリキュ

ラム・マネジメントの推進

① 教育・保育目標の達成に向け，目指

す子どもの姿を明確にし，その姿を実

現していくための組織的・計画的な教

育・保育活動の充実を図る。

【具体的施策】

教育・保育活動全般を通して園目標

が達成されるように，園の組織体制や

全体的な計画等を見直していく。また，

何を通してどう育てるかという見通し

をもつとともに，実践後の評価・反省

から次への改善を図っていくことがで

きるようなサイクルの確立に努める。

② 子どもの実態と各種計画を照らし合

わせ，「育みたい資質・能力」を意識

した保育実践になるように努める。

③ 重点や視点を明確にした保育の記録

を蓄積し, 子ども理解をさらに深めて

いくとともに，保育者の意図と子ども

の思いや願いとのバランスがとれた保

育を展開することができるように努め

る。

(2) 園運営の改善を図る学校（園）評価の

推進

① 評価機会を年複数回設け，改善を図

るべき内容を短期・中期・長期の視点

で整理し，解決に向けた明確な見通し

をもつ。

② 学校（園）評価の実施及び結果の公

表により，適切に説明責任を果たすと

ともに，保護者・地域住民等から理解

と参画を得て，その連携・協働による

地域に開かれた園運営を進める。

(1) 教育・保育の質の向上を図るカリキュ

ラム・マネジメントの推進

① 教育・保育目標の達成に向け，目指

す子どもの姿を明確にし，その姿を実

現していくための組織的・計画的な教

育・保育活動の充実を図る。

【具体的施策】

教育・保育活動全般を通して園目標

が達成されるように，園の組織体制や

全体的な計画等を見直していく。また，

何を通してどう育てるかという見通し

をもつとともに，実践後の評価・反省

から次への改善を図っていくことがで

きるようなサイクルの確立に努める。

② 子どもの実態と各種計画を照らし合

わせ，「育みたい資質・能力」を意識

した保育実践になるように努める。

③ 重点や視点を明確にした保育の記録

を蓄積し, 子ども理解をさらに深めて

いくとともに，保育者の意図と子ども

の思いや願いとのバランスがとれた保

育を展開することができるように努め

る。

(2) 園運営の改善を図る学校（園）評価の

推進

① 評価機会を年複数回設け，改善を図

るべき内容を短期・中期・長期の視点

で整理し，解決に向けた明確な見通し

をもつ。

② 学校（園）評価の実施及び結果の公

表により，適切に説明責任を果たすと

ともに，保護者・地域住民等から理解

と参画を得て，その連携・協働による

地域に開かれた園運営を進める。

(1) 各園の課題解決を図る，組織的・計画

的・継続的な研修の推進

① 園長等のリーダーシップの下，研修

を推進していくための組織づくりや研

修体制を工夫する。

② 研修リーダーを中心として，ＰＤＣ

Ａサイクルを機能させながら，日々の

保育実践を通じた知識及び技術の習得，

維持及び向上を図るとともに，保育者

同士が主体的に学び合える関係性や環

境を整え，園内研修の充実を図る。

【具体的施策】

保育参観，協議等を通して「育みた

い資質・能力」を多面的に捉え，保育

の手立てについての成果や課題を明確

にしていく。

また，今後の保育でどのようなこと

を重点としていくのかを決め，実践し

ていく。さらに，事後の保育実践が有

効な手立てだったのかどうかを検証し

ていくことを通して，継続的な研修に

なっていくように工夫する。

研修を進めていく上で，全員が参加

することが難しい場合は，研修期間に

幅をもたせたり，小グループで進めた

りするなど，研修のもち方を工夫する。

参加できなかった保育者に対しては，

研修内容を共有できるように記録や掲

示，回覧の仕方等を工夫していく。

③ 他園や小学校に保育を公開したり,

関係機関等による研修や外部研修への

参加機会を確保したりするなど，園全

体の課題解決や専門性向上に努める。

(2) 保育者のキャリアステージに応じた，

体系的・計画的な研修の推進

教育・保育の課題や各職員のキャリ

アパスを見据え，職位や職務を踏まえ

た体系的な研修計画を作成する。

(1) 各園の課題解決を図る，組織的・計画

的・継続的な研修の推進

① 園長等のリーダーシップの下，研修

を推進していくための組織づくりや研

修体制を工夫する。

② 研修リーダーを中心として，ＰＤＣ

Ａサイクルを機能させながら，日々の

保育実践を通じた知識及び技術の習得，

維持及び向上を図るとともに，保育者

同士が主体的に学び合える関係性や環

境を整え，園内研修の充実を図る。

【具体的施策】

保育参観，協議等を通して「育みた

い資質・能力」を多面的に捉え，保育

の手立てについての成果や課題を明確

にしていく。

また，今後の保育でどのようなこと

を重点としていくのかを決め，実践し

ていく。さらに，事後の保育実践が有

効な手立てだったのかどうかを検証し

ていくことを通して，継続的な研修に

なっていくように工夫する。

研修を進めていく上で，全員が参加

することが難しい場合は，研修期間に

幅をもたせたり，小グループで進めた

りするなど，研修のもち方を工夫する。

参加できなかった保育者に対しては，

研修内容を共有できるように記録や掲

示，回覧の仕方等を工夫していく。

③ 他園や小学校に保育を公開したり,

関係機関等による研修や外部研修への

参加機会を確保したりするなど，園全

体の課題解決や専門性向上に努める。

(2) 保育者のキャリアステージに応じた，

体系的・計画的な研修の推進

教育・保育の課題や各職員のキャリ

アパスを見据え，職位や職務を踏まえ

た体系的な研修計画を作成する。

４ 教職員の資質の向上３ 地域に開かれた園運営

教育・保育の意図や園運営の基本的な方針

について家庭及び地域と共有し，連携・協働

を図る。

幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連

携型認定こども園教育・保育要領に基づき，

実践的な指導力の向上を図る。

- ２ -



- ３ -

園では

園と小学校の連携では

小学校では

接続期における子ども一人一人の育ちを捉え，つなぐためのツール

幼児期の教育において育みたい資質・能力

＜知識及び技能の基礎＞

豊かな体験を通じて，感じたり，気付いたり，分かったり，できるようになったりする

＜思考力，判断力，表現力等の基礎＞

気付いたことや，できるようになったことなどを使い，考えたり，試したり，工夫したり，表現し

たりする

＜学びに向かう力，人間性等＞

心情，意欲，態度が育つ中で，よりよい生活を営もうとする

幼児期の教育では，５領域のねらいを総合的に達成する教育・保育を展開する中で，「幼児期の教育
において育みたい資質・能力」（以下，「育みたい資質・能力」）や「幼児期の終わりまでに育ってほ
しい姿」（以下，「１０の姿」）を念頭に置いた指導の工夫が求められます。
小学校教育においては，「１０の姿」を踏まえ，幼児期の教育で育まれてきた資質・能力を生かす指

導を工夫し，子どもが主体的に自己を発揮し，学びに向かうことができるようにすることが求められま
す。
接続期における子どもの育ちをつなぎ，一層伸ばすためにも，地域の園と小学校が年間を通じて連携

する体制を構築し，「育みたい資質・能力」や「１０の姿」を子どもの育ちを捉える共通のツールとし
て活用しながら，それぞれの教育に生かしていくことが大切です。

育ちをつなぐ取組のポイント

□幼児期にふさわしい経験を積み重ねる指導の充実
・各年齢の発達の連続性と必要な経験の理解
・発達に必要な体験が得られる意図的な保育の展開と評価を基にした指導計画の改善
・「育みたい資質・能力」や「１０の姿」を活用した保育改善のための園内研修 ｐ４
・「育みたい資質・能力」や「１０の姿」を視点とした子どもの育ちが見える指導要録の作成

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（「１０の姿」）

□子ども一人一人が主体的に自己を発揮し学びに向かう教育活動の展開
・幼児期における遊びを通した総合的な学びを通して育まれてきた資質・能力を生かしたスタート
カリキュラムの作成と実施

・周囲に認められ，自己肯定感を高めながら更なる意欲や自信を育む工夫

□接続期の学びの連続性を支える教職員の連携
・子どもの実態を踏まえた「育てたい子どもの姿」や指導の重点の共有 ｐ４
・保育・授業研究会の参加による教育内容の相互理解
・「育みたい資質・能力」や「１０の姿」を視点とした子どもの育ちの共有 ｐ４

□双方に互恵性のある「児童と幼児の交流活動」
・幼小それぞれの子どもの育ちを生かした活動の実施
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月 日 事 業 名 対 象 会 場

８月３日 就学前・小学校 美郷町，湯沢市，羽後町，東成瀬村の 羽後町文化交流施設
（火） 南地区合同研修会 小学校教員，就学前教育施設教職員等 美里音（みりおん）

幼保関連事業

育ちをつなぐ取組の実際

保育者間で，「１０の姿」につながる各年齢の発達の捉え方や，発達に必要な経験の
理解にばらつきがあり，保育の展開にもその違いが表れていた。そこで今年度は，園目
標との関わりが深い「協同性」と「思考力の芽生え」に絞り，各年齢で育みたい資質・
能力やその後の発達に必要な経験について共通理解を図るとともに，各年齢の公開保育
研究会での協議の視点とし，よさや課題を見いだして保育改善につなげた。園

「育みたい資質・能力」や「１０の姿」を活用した保育改善のための園内研修

子どもの実態を踏まえた「育てたい子どもの姿」や指導の重点の共有

「１０の姿」を視点とした子どもの育ちの共有（保育参観）

５月に園と話合いをもち，接続期
の連続した育ちや学びを支えていく
指導ガイドラインを作成した。
本市の重点「基礎となる力」「学

ぶ力」「活かす力」を視点とし，地
区の実態を踏まえて，系統性・関連性をも
ちながら指導する点を共有できた。

双方の教育活動での指導はもとより，子
ども同士の交流や保育・授業参観の機会に
もガイドラインを活用し，子どもの育ちを
捉えながら指導の改善に生かしたい。

小

子どもの実態を共有しながら，指
導ガイドラインを作成して，本市の
小学校教育以上の教育で重要視して
いる力を理解することができた。
また，就学までに，保育を展開す

る上で意識すべきことがはっきりとした。
子どもが主体的に環境と関わる中で，本

市の重点につながる主体的な生活態度や創
造的な思考，友達と深く関わる力等を育ん
でいくことができるよう，子どもの育ちを
捉えながら保育を考えていきたい。

園

好奇心や探究心をもって，様々な
人やことに自分から進んで関わろう
する子どもが多い。小学校での新た
な生活や学習を楽しみにしているの
で，進んで関わろうとする姿勢をぜ

ひ生かしていきたい。
一方，Ａさんは，友達に進んで思いを伝

えることが得意ではないので，必要に応じ
て「Ａさんはどう思う？」など，思いを話
すきっかけをつくる問い掛けをしていた。

園

仲間と共に共通の目的を実現する
ために工夫したり，協力したりしな
がら自分たちの力でやり遂げる経験
を多くさせたい。

解決が難しい時もあるが，その場
が，その年齢にふさわしい多くの学びにつ
ながる時は，子ども同士でたっぷりと試行
錯誤する時間にする。保育者は，解決に向
かう子どものエネルギーを推し測り，状況
に応じて考える視点を与えるなどして気付
きを促し，子どもが主体的に思考を巡らし
ながら，友達と共に解決する喜びを味わう
ことができるように関わっている。

園

学校探検など，様々な人やことに
関わる活動では，育まれてきた自ら
関わる力を存分に発揮できるよう，
個人，ペア等の形態を自己選択し，
自分の興味・関心，願いを基にたっ

ぷりと調べることができるようにしたい。
探検での気付きを表現する場面もあるが

活動中や日常生活でＡさんと積極的に対話
をし，気付きを認めながら，話したい思い
を膨らませたい。

小

「育みたい資質・能力」を視点とした子どもの育ちの共有（就学前の情報交換）

５歳児の遊びでは，みんなで砂場

に作った足湯に何本も樋をつないで
とい

水を流そうとしていた。水漏れ等の
多くの問題に直面したが，仲間と問
題を共有し，試行錯誤しながら粘り

強く解決していた。その過程には，友達と
新たな考えを生み出しながら工夫する楽し
さや，困難を乗り越えて共に味わう達成感
など，自己を発揮しながら思考し，友達と
力を合わせて目的に向かう気持ちを育む経
験が詰まっていた。学び合い，友達と協力
して取り組む力を，小学校入学後も十分に
発揮させたい。

小



- ５ -

Ⅱ 学校教育 「南の学校教育の重点」

(1) 学校の教育目標の実現に向けたカリキュラ
ム・マネジメントの充実
① 日々の授業で行う学習評価や児童生徒・
保護者対象のアンケート等から，児童生徒
や学校の状況，保護者等の願いを把握する。
また，学校評価と関連付けて教育活動全体
で確実に解決しなければならない課題を明
らかにし，教職員間で共通理解を図る。

② 自校の課題に対応させて，学校の教育目
標を見直したり，本年度において中心的に
取り組む目標を設定したりする。また，学
校として育成を目指す資質・能力やそれら
の資質・能力を十分に身に付けた児童生徒
の具体的な場面における姿を教職員間で共
有する。

③ 学校として育成を目指す資質・能力を各
教科等の指導と評価に関連付ける。児童生
徒がそれらの資質・能力を各教科等の学習
において活用・発揮できるよう，教科等の
関連を意識した指導に努めるとともに，教
育活動の効果を常に検証し改善を図る。

④ 教育活動の実施に必要な校内外の人的・
物的資源を効果的に取り入れ，教育活動の
質の向上を図る。

(2) 家庭や地域社会との連携・協働の推進
① 学校教育方針や児童生徒の状況，学校評
価等の情報を家庭や地域社会に積極的に発
信する。また，学校・家庭・地域社会がそ
れぞれの役割と責任を果たし，相互に連携・
協働して，地域全体で児童生徒の成長を支
えていく環境を整える。

② 『学校教育の指針』に示す「ふるさと教
育の目指す人間像」を的確に捉え，自然・
文化・人材等の地域の教育資源や学習環境
を生かして児童生徒が体験的，総合的に学
ぶ教育活動を推進する。そのことにより，
地域の構成員の一人としての意識を育む。

(3) 幼保・小・中連携の推進
① 小学校ではスタートカリキュラムを基に
幼児期の教育を通して育まれた資質・能力
を踏まえて指導を工夫する。また，同一中
学校区内の小・中学校で育成を目指す資質・
能力を協働で検討しながら指導を工夫する
など，相互に連携し協力し合って，幼児児
童生徒に対する一貫性のある教育の推進を
図る。

② 授業や行事での交流やキャリアノートに
よる一人一人の学びの履歴の把握等による
学校間・校種間の連携を通して，児童生徒
のキャリア発達を一層促す。

※カリキュラム・マネジメントの充実，家庭や
地域社会との連携・協働，幼保・小・中の連
携を通して，本県の教育課題である「地域に
根ざしたキャリア教育の充実」を図る。

１「社会に開かれた教育課程」

の実現

(1) 「主体的・対話的で深い学び」の視点に立っ
た授業改善の推進
① 「秋田の探究型授業」の基本プロセスを
ベースにしながらも，各教科等の特質や児
童生徒の実態等に応じて，「主体的・対話
的で深い学び」の視点に立った授業改善を
行う。

② 各教科等の指導を通して育成を目指す資
質・能力を育むことができるよう，各教科
等の学習指導要領に基づき，児童生徒が働
かせる「見方・考え方」を学習内容に応じ
て具体的に想定し，授業を構想する。

③ 児童生徒が学習の成果や自分の成長を実
感できるよう，学習の見通しを立てたり学
習したことを振り返ったりする活動を計画
的に取り入れ，その充実を図る。

④ 各教科等の特質や指導内容に応じて，学
校図書館や地域の教育施設等の機能を活用
するとともに，ＩＣＴを効果的に活用する。

(2) 「指導と評価の一体化」の考え方に立った
学習評価の改善
① 評価規準や評価方法等について，日常的
に検討したり見直したりするなどの工夫改
善を図る学校体制を構築し，学習評価の妥
当性や信頼性を高める。

② 児童生徒が目標や課題意識をもって学習
を進めていくことができるよう，評価の場
面や方法を工夫するとともに，身に付ける
べき資質・能力を獲得しているかを学習の
過程や成果を通して的確に評価することに
より指導の改善を図る。

(3) 指導方法や指導体制等の工夫改善による個
に応じた指導の充実
① 児童生徒の実態に応じ，繰り返し学習，
学習内容の習熟の程度に応じた学習，児童
生徒の興味・関心等に応じた課題学習，補
充的な学習や発展的な学習等の学習活動を
取り入れ，指導方法の工夫改善を図る。

② 学校の実態に応じ，ＴＴや合同授業のよ
うに教員が協力して指導したり，専科指導
や交換授業のように個々の教員の特性を生
かして指導したりするなど，指導の効果を
高めるために指導体制の工夫改善を図る。
③ 教育上特別な支援を必要とする児童生徒
の指導に当たっては，学習活動を行う場合
に生じる困難さに応じて，計画的，組織的
に指導内容や指導方法の工夫改善を図る。

２ 確かな学力の向上
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南の合い言葉 目指す授業

授業で勝負 ～子どもも 教師も 目が輝いている授業～

(1) 豊かな心を育む道徳教育の充実
① 校長の方針に基づき，全体計画及びその
別葉により，教育活動全体を通じて，意図
的，計画的に道徳教育を推進する。

② 道徳科を要とし，児童生徒が道徳的諸価
値についての理解を基に，自己を見つめ，
他者との議論を通して物事を多面的・多角
的に考え，生き方についての考えを深める
ための手立ての工夫や機会の充実を図る。

③ 教育活動全体で見取る道徳的な行為の評
価に加えて，道徳科の授業の学習状況や道
徳性に係る成長の様子を継続的に捉え評価
することで，児童生徒の成長を促すととも
に，指導の改善を図る。

④ 自校の道徳教育に関わる情報を発信した
り，それに対する意見や児童生徒の成長等
の情報を得たりするなど，家庭や地域社会
との連携を通じて道徳教育の充実を図る。

(2) 健やかな体を育む体育・健康に関する指導
の充実
① 児童生徒の運動に親しむ意欲や体力の向
上に向け，自校の児童生徒の体力の状況や
課題を教職員間で共通理解し，教育活動全
体で体育に関する指導の充実を図る。

② 多様化・複雑化している児童生徒の健康
課題の解決に向けて，養護教諭や栄養教諭
等の専門性を生かすなど，教職員間の連携
に努めるとともに，家庭や地域社会と連携
し，健康に関する指導の充実を図る。

③ 児童生徒を取り巻く安全に関する環境の
変化を的確に捉え，児童生徒の発達の段階
や地域の実態等に応じた指導の充実を図り，
「自分の命は自分で守ることのできる」児
童生徒の育成に努める。

④ 全ての教職員が学校安全の重要性を認識
し，安全教育や安全管理に関する取組を役
割分担しながら総合的に進めることができ
るよう，学校安全計画を基にした研修等の
充実を図る。

(3) 児童生徒一人一人の自己有用感，自尊感情
を醸成し，自己指導能力を育成する生徒指導
の推進
① 生徒指導が学校の教育活動全体の中で有
効に機能するための指導計画の見直しと，
それに基づく指導体制の構築を図る。

② 日常的な触れ合いや観察，計画的な教育
相談等により，児童生徒理解に努める。

③「居場所づくり」の取組と「絆づくり」へ
の支援を全校で意図的，計画的に進める。

④ 小・中学校９年間で児童生徒を育てる意
識を共有し，不登校や問題行動等の未然防
止，早期発見・即時対応ができる小中連携
等の体制を確立する。

⑤ いじめ等の問題行動の未然防止及び早期
発見・即時対応に向けて，学校いじめ防止
基本方針を基にした研修の充実を図る。

３ 豊かな心と

健やかな体の育成

(1) 教職員一人一人の力量を高める研修の推進
① 「秋田県教職キャリア指標」に基づき，
自らのキャリアステージを意識し，人事評
価システムにおける自己目標との関連を図
りながら，実践的指導力の向上を図るため
の研修に努める。

② 教員に求められる知識・技能は時代の変
化に対応して変わっていくことを自覚し，
常に新しい知識・技能を身に付けるよう努
める。また，研修の成果を自身の教育活動
に生かすとともに，自校の教職員にも広め
るよう努める。

(2) 自校の教育課題の解決を図る研修の推進
① 自校の教育課題の解決に向け，教科等や
学年を超えた研究及び学校間連携による共
同研究を推進する。

② 「目指す子どもの姿」の実現に向け，「『確
かな学力』向上推進デザインシート」の活
用により，教職員間で研究の重点や手立て
について共通理解を図り，実践を積み上げ
る。併せて，ＰＤＣＡサイクルを機能させ
た計画的な校内研修の充実を図る。

(3) 特別支援教育に関する研修の推進
① 児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じ
て，教職員間の連携により効果的な指導・
支援を行うことができるよう，児童生徒の
障害の状態の把握や適切な指導，必要な支
援について共通理解を図るための研修に努
める。

② 特別の教育課程に関する規定や自立活動
等の理解，教育課程編成の理由の明確化等，
特別支援学級や通級による指導における特
別の教育課程を理解するための研修に努め
る。

(4) ＩＣＴの効果的な活用に関する研修の推進
① ＩＣＴの操作技能を身に付けるための研
修に加え，ＩＣＴを活用する目的やＩＣＴ
活用の特性・強みを理解するための研修に
努める。また，ＩＣＴを活用した効果を検
証・分析し，その効果や改善案を教職員間
で共有するなど，ＩＣＴを効果的に活用す
るための知見を高める研修を推進する。

② 児童生徒の発達の段階に応じた情報活用
能力の育成やプログラミング教育，情報モ
ラル教育を充実させるための研修，学校に
おける個人情報の管理の徹底に関する研修
等を推進する。

４ 実践的指導力を高める

研修の充実
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□小中連携会議（生徒指導部会等）を開催し，目指

す児童生徒像等を共有するとともに，９年間を見

通した年間指導計画や共通実践事項を策定する。

□小学校在籍時の出欠状況（遅刻・早退，別室登校

等を含む）及び支援記録（個別の指導計画・支援

計画）等の情報を小・中学校で共有する。

□定期的な情報交換会，合同研修会を開催する。

□小・中学校合同での活動を実施する。（あいさつ

運動やボランティア活動，地域に貢献する活動等）

□小・中学校相互の乗り入れ授業を実施する。

□幼稚園・保育所・認定こども園等とも連携し，情

報モラル教育等において，家庭でのルールづくり

について保護者に啓発する。 ｐ８

１ 生 徒 指 導
１ 南の生徒指導で目指すもの

小・中学校の９年間で児童生徒を育てる意識を共

有し，不登校や問題行動等の未然防止，早期発見・

即時対応ができるようにすることが重要です。

児 童 生 徒 一 人 一 人 の 自 己 有 用 感 ， 自 尊 感 情 を 醸 成 し ，
＊

自 己 指 導 能 力 を 育 成 す る 生 徒 指 導 の 推 進
＊
自己指導能力：日常生活の場で，どのような行動をとることが最も適切であるかを，児童生徒自らが判断して行動する能力

推進のための四つのポイント

□人間的な触れ合いに基づいたきめ細かな観察を日

常的に行うための視点について共通理解を図る。

□学級担任，学年の教師，教科担任，特別支援教育

担当，部活動担当等，全教職員による幅広い視野

からの児童生徒理解を進め，共有する。

□養護教諭，特別支援教育コーディネーター，スクー

ルカウンセラー，スクールソーシャルワーカー等に

よる個々の心身の健康状態や特性，家庭の状況の把

握とそれらの情報の整理・伝達を全教職員で行う。

□計画的なアンケートや諸調査，教育相談の実施に

より，児童生徒の願いや不安，悩み，人間関係の

変化等を把握し，それらの情報を共有する。

□家庭，地域社会及び関係機関等との連携により，

児童生徒の地域での生活状況や登下校時の様子，

学校外における人間関係等を把握する。

児童生徒理解においては，正しい理解をするための

知識と，日頃から一人一人の言葉に耳を傾け，その気

持ちを敏感に感じ取ろうとする姿勢が必要です。

【参考】児童生徒が悩み等を相談しやすい学校の雰囲気づくり
を目指した実践例として，毎月の簡易なアンケートの実施や定
期的な学級担任との面談のほかに，児童生徒の希望する教職員
との教育相談等があります。また，スクールカウンセラーに興
味をもたせ相談につなげるために，アンケート用紙にスクール
カウンセラーからのメッセージを載せることも有効です。

<指導計画の見直し>
□学校の教育目標や児童生徒の実態等を踏まえ，生

徒指導の目標や指導方針を設定する。

□学校の教育活動全体で目指す児童生徒像を踏まえ，

生徒指導で育てたい姿を具体的に示す。

□校長が示す指導方針や今年度の重点指導事項，自

校のいじめ防止基本方針等を踏まえ，生徒指導の

重点取組事項を設定する。

□「いつ」「どこで」「だれが」「何に取り組むの

か」などを年間指導計画に明示する。

<指導体制の構築>
□道徳教育やキャリア教育，特別支援教育等との関

連を図り，担当者間で連携して指導を進める。

□ＰＤＣＡサイクルで指導を行う体制を整え，学校

の取組に対する児童生徒，保護者及び教職員によ

る点検を計画的に行い，改善を図る。

<研修の充実>
□いじめ等の問題行動や不登校の未然防止及び早期

発見・即時対応に向けて，学校いじめ防止基本方

針等を基にした研修の充実を図る。

生徒指導が学校の教育活動全体の中で有効に機能す

るための指導計画（全体計画，年間指導計画，いじめ

防止基本方針等）の見直しとそれに基づく指導体制の

構築や研修の充実が必要です。

(4) 小・中学校の９年間で児童生徒を育
てるための小中連携体制を確立する

(1) 生徒指導が機能する学校体制を構築
する

(2) 日常的かつ計画的な児童生徒理解に
努める

(3) 「居場所づくり」の取組と「絆づくり」
への支援を意図的，計画的に進める

少年非行・家出・暴力行為・交通事故及び校内外の事故・不審者事案・児童虐待・非常時等

緊急対応の「さ・し・す・せ・そ」 さ 最悪を想定し し 慎重に す 素早く せ 誠実に そ 組織対応で

<教職員による「居場所づくり」の取組>
□安全で，安心して生活できる学校づくりに取り組

む。（ルールとリレーションの確立）

□生徒指導を行う際に強調される三つのポイントを

生かした授業づくりを実践する。（一人一人のよ

さや興味・関心を生かす授業づくり，共に学び合

う楽しさや大切さを実感できる授業づくり，主体

的に学ぶために自ら決定できる授業づくり）

<児童生徒主体の「絆づくり」への支援>
□全ての児童生徒が活躍できるよう支援する。

□自己有用感を高めることを意識した異年齢交流や

地域での体験活動を設定し，適切に関わる。

□互いに肯定的に評価し合う場面を設定する。

生徒指導を行う際に強調される三つのポイント（自

己存在感を実感する・共感的な人間関係を育む・自己

決定の場を豊かにもつ）を生かした「居場所づくり」

の取組と「絆づくり」への支援を全校で意図的，計画

的に進めていくことが重要です。

【参考】南教育事務所のＷｅｂページには，「生徒指導を行う
際に強調される三つのポイントを生かした授業づくりのための
チェックリスト」を掲載しています。自校における共通実践の
ために御活用ください。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/23422

【参考】不登校やいじめ問題，児童虐待等の事案の改善を目指
し，「小・中学校合同ケース会議」を開催することなどが効果
的です。小・中学校の管理職・担当者をはじめ，スクールカウ
ンセラーやスクールソーシャルワーカー，関係機関職員（市町
村教育委員会・福祉課，児童相談所等），地域の方（民生児童
委員等）の参加により的確な実態把握と充実した情報交換が可
能になります。
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ＰＲキャラクター
「うまホ」

【活用例】◇県庁出前講座→教職員や保護者向けの研修会等における活用

◇大人が支える！インターネットセーフティガイドブック

→全30回の新聞記事とガイドブックを活用した指導案の活用

◇「ネットに少し詳しい」地域サポーター

→授業や研修会において，地域サポーターをゲストティーチャーと

して活用

２ 情報モラル教育の推進
(1) 児童生徒の情報モラルを醸成するための取組

情報機器端末等の普及や利用の低年齢化に対応していくために，家庭・地域社会及び関係機関
等と連携・協働して，情報活用能力の育成を図りながら情報モラルを醸成していくことが重要で
す。
① 情報モラル教育の実態の理解

□情報モラル教育の現状及び課題の把握・確認
□児童生徒の情報機器端末等の利用実態の把握

② 情報モラル教育の指導計画の作成とＰＤＣＡサイクルによ
る取組
□意図的，計画的に推進していくための共通理解（情報モラ

ル教育全体計画及び年間指導計画の作成・修正，各教科等
における連携した取組の確認，幼稚園・保育所・認定こど
も園等と連携した取組等）

□情報モラル教育に関する職員研修の充実
□年度途中，年度末における取組の成果の確認と改善

③ 家庭や地域社会との連携・協働
□学校での情報モラル教育に関する指導内容等の説明
□家庭での情報機器端末等の使用に関するルールづくりとそ

の取組の啓発（ルールづくりの例：いつ，どこで，何を，
どのくらい）

□関係機関や専門家等と連携した情報提供及び保護者向け研
修会等の積極的な開催 ｐ34
＜県教育庁生涯学習課の取組＞
「大人が支える！インターネットセーフティの推進」

社会全体で児童生徒をインターネットによる有害情報やトラブル等から守り，
児童生徒がインターネットを健全に利用できるよう，様々な取組を通して安全で
安心な利用環境を整える「インターネットセーフティ」を推進しています。各学
校において活用してください。

(2) 児童生徒の実践力を高めるための取組（児童会・生徒会による取組）
スマートフォン等の情報機器端末やインターネットをコミュニケーションツールとして捉え，

具体的にどのように使用するとよいのかについて，児童生徒自身が気付き，考え，実行する，児
童生徒の自治的活動による取組が効果的です。

３ 教育相談の推進
秋田県教育委員会では，教育相談等を必要とする児童生徒等に対して適切な支援ができるよう，

スクールカウンセラーや広域カウンセラー，スクールソーシャルワーカーを配置するなどして，
各学校における教育相談体制の充実とともに，不登校やいじめ，暴力行為等の問題行動の改善を
図っています。各学校において活用してください。 ｐ37

※広域カウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用を希望する際は，南教育事務所へお願いします。

【実践例①】小学校
児童会が自校の課題について

問題提起し，代表委員会で話し
合い解決策を考える。全校集会
でその解決策を紹介し，各自が
できることを選択し，取り組む
取組後のアンケート結果を基に
解決策を改善する。

【実践例②】中学校
全校生徒が情報機器端末等の

使い方について考え，学年生徒
会が意見をまとめる。それを基
に，全校生徒会で原案を作成し
各学年で再検討する。その後全
校で利用ルールを決定し，実践
する。

【実践例③】幼保・小・中連携
中学校区において，地域の実

態を基にしたルールづくりを行
い，小・中で実践する。また，
園児向けにルールを分かりやす
く示したポスターを作成・掲示
することにより取組を広める。

情報モラル教育に関する参考資料・情報提供機関
・花まるっ教育ネット情報モラル指導情報（秋田県総合教育センターＨＰ）

https://www.akita-c.ed.jp/e-moral/index.html

【参考】
子どもにスマートフォンやタブ

レットの利用ルールを守らせるに
は，ルールの内容を家族全員で相
談して決め，大人も含め家族全員
がルールを守っていくことが大切
です。
ルールの例（小学校低学年）
□見たい，遊びたい時は，お家の人に

確認します

□遊んでいいのは１日○時間まで

□自分にあったゲームやアプリか，お

家の人と確認してから遊びます

□お布団に入る前は使うのをやめます

□ご飯の時間は使いません

□人が話している時は使いません

【参照】スマホ時代の子育て（内閣府）

・小学校等へのカウンセリングによ

る心理的支援

・事故等，突発的事案に対する緊急

支援

・学校等と関係機関のコーディネート

・南教育事務所に設置

・学校に相談できない事案等に対応

・カウンセリングによる心理的支援

・全ての中学校に配置

スクールカウンセラー

（臨床心理士等）

広域カウンセラー

（臨床心理士等）

スクールソーシャルワー

カー（社会福祉士等）

相談電話（すこやか電話）

ＳＮＳ相談

県内児童生徒のインターネット利

用行動において，不適切な利用行動

を把握するネットパトロールを実施

しています。令和３年度学校教育の

指針にパトロールの仕組みと運用，

学校の対応について掲載しています

ので御覧ください。

。
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困難さの状態 指導上の工夫の意図 手立て

学習内容 指導上の留意点
（★：特別な支援を必要とする児童への手立て）

○小物入れの製作をする ・安全に効率よく作業が進められるように，用具の扱い方や作業の手順
・用具や手順の確認をする を，絵や写真で分かりやすく示した手順表を使って確認する。
・手順に沿って製作をする ★注意点や作業時間，手順をいつでも自分で確認できるように，

卓上サイズにしたヒントカードを机上に置いておく。➋

・分からない時や不安な時に自分で確認することができるように，手順
カード，縫い方の見本，縫い方のポイントが視聴できるタブレット端
末を「お助けコーナー」に置いておく。

★どのくらいの幅でどこを縫ったらよいのかが分から
ない時は，まっすぐ同じ幅で縫う感覚を実感できる
ように，ギンガムチェックの布を使用して練習をす
る。➋

★手元に集中して，落ち着いて作業ができるように，「じっくりスペー
ス」を準備しておく。➊➌

各教科等の学習指導要領解説には，一人一人の教育的ニーズに応じた，きめ細かな指導や支援ができるよ
う，各教科等の学びの過程において考えられる困難さに対する指導上の工夫の意図と手立てを明確にするこ
との重要性が明記されています。

２ 特 別 支 援 教 育

友達が気になってそわそわした時は，みんなから少し離れて
「じっくりスペース」に行くと落ち着いて作業できたよ。

■家庭科の授業の例 小学校第５学年 題材名「楽しくソーイング」

小学校家庭科の例

■困難さに対する指導上の工夫の意図と手立て 小学校学習指導要領解説 家庭編

青白青白の幅で線に沿って縫えばいいんだな！上手になみ縫
いができるぞ！

ぼくもできる！という
自信をもつことで，活動
への関心が高まります。

【配置図】

１班

２班

３班

４班

お助けコーナー

・手順カード

・縫い方の見本

・タブレット

じっくりスペース

分からない時は，「お助けコーナー」から自分で必要な物を
選んで参考にしてみましょう。

やり方を忘れても，自分の席でヒントカードをめくって思い
出すことができるから，一人で進められるよ。

手元に集中して安
全に取り組めるよう
にする。

・約束や注意点，手順等を視覚的に捉えられる
掲示物やカードを明示する。

・体感できる教材や教具を活用する。

周囲の状況に気が散りやすく，包
丁，アイロン，ミシンなどの用具を
安全に使用することが難しい。

困難さに対する指導上の手立ては，特定の教科に限ったものではなく，すべての教科
等において応用できます。各教科等の解説に示されている手立てを参考にしましょう。

・道具や材料を必要最小限に抑えて準備する。
・整理整頓された学習環境で学習できるよう，

工夫する。

・個別の対応ができるような作業スペースや作
業時間を確保する。

活動への関心をもつことが難しい。

活動に集中したり，持続したりす
ることが難しい。

ヒント

カード

全体への手立てを考えた上で「特別な支援を必要とする児童への手立て」を考えます。
学習指導案にも，「特別な支援を必要とする児童への手立て」を具体的に明記し実践した上で，

それらの手立てが適切であったかを検証することが大切です。

活動への関心が高
まるようにする。

落ち着いて学習で
きるようにする。➊

➋

➌

（本時３/７）

なみ縫い練習用の
ギンガムチェックの布

一人一人の障害の状態等に応じた指導

一人一人の障害の状態等に応じた指導を充実させるためには，全ての教職員が特別支援教育の目的や意義
について十分理解することが不可欠です。障害の状態や特性及び心身の発達の段階等によって児童生徒の学
習上又は生活上の困難さは異なります。個々の児童生徒の学習活動を行う場合に生じる困難さの要因を探り
その困難さに応じた指導の工夫を行うとともに，特別支援学級における特別の教育課程についても全教職員
で理解を深め，指導に当たることが重要です。

※数字は授業の例と対応

通常の学級における学習上の困難さに応じた指導の工夫

指導の重点
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知的障害特別支援学級（小学校第３・５・６学年 児童３名）
単元名 「読み聞かせに挑戦② ～１年生を招待しよう～」

＜単元の ・自分の役割を意識したり，友達と役割分担したりしながら
目 標＞ 読み聞かせに必要な道具や招待状などを作ったり，読み聞

かせの練習をしたりする。
・聞く人に伝わることを意識して読み聞かせの工夫をする。

＜単元計画＞
時 学習活動
１ ○ＰＴＡ授業参観での発表の振り返りで決めた，１年生への読み聞かせ～

について相談する。
２ ○いくつかの話を読んだ中から，読み聞かせをする話を決める。

○読み聞かせの仕方を相談したり，必要な小道具を作ったりする。
３ ・台詞を言ったり，劇遊びをしたりして読み聞かせの仕方を決める。～

・自分の役や役割を決めて，読み聞かせの練習や小道具作りをする。
６ ・みんなで作ったかぶの模型や自分の役のお面を使って，かぶを抜く

場面を練習する。
７ ○校長先生や教頭先生に聞いてもらい，感想やアドバイスをもらう。～

○アドバイスを参考にしながら，読み聞かせの仕方を改善したり，必要
10 な物を作ったりして練習する。
11 ○読み聞かせ会での自分たちの担当を決め，招待状などを準備する。～

○１年生に招待状を渡し，宣伝する。
13
14 ○１年生を招待し，読み聞かせ会を行う。～

○読み聞かせ会を振り返って，自分や友達ができるようになったことを
16 みんなで紹介し合い，感想文を書いたり，壁新聞にまとめたりする。

【生活単元学習の年間計画の例（一部）】
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

生活単元学習の例

特別支援学級においては，児童生徒の障害の状態等に応じて特に必要がある場合は，「特別の教育課程に
よることができる（学校教育法施行規則第138条）」と規定されています。特別支援学級は小・中学校の学
級の一つであることから，教育課程についても全教職員が理解し，協力して編成，実施する必要があります
また，知的障害のある児童生徒に対しては，障害の状態等に応じて，各教科，道徳科，特別活動，自立活

動及び外国語活動の一部又は全部を合わせて指導を行うことができます。各教科等を合わせた指導には，日
常生活の指導，遊びの指導，生活単元学習，作業学習の四つの指導形態があります。なお，この場合の各教
科等は知的障害特別支援学校の各教科等となります。 「2019年度 南の要覧」参照

。

野菜を育てよう（畑の準備，苗の購入，苗植え，除草，収穫，調理）

生活単元学習は，児童生徒が生活上の目標を達成したり，課題を解決したりするために，一連の活動を
組織的・体系的に経験することによって，自立や社会参加のために必要な事柄を実際的・総合的に学習す
るものです。
知的障害のある児童生徒の学習上の特性として，学習によって得た知識や技能が断片的になりやすく，

実際の生活の場で応用されにくいことなどが挙げられます。そのため，必要な知識や技能等を身に付けら
れるように，実際の生活場面に即しながら繰り返し学習することが大切です。
また，児童生徒の生活上の目標達成や課題解決のためには，次のような児童生徒の活動の段階に応じて

授業を展開する必要があります。教師の言葉や動き，場の設定，教材・教具等を工夫することにより，児
童生徒が主体的に活動できる状況をどのようにつくるかがポイントになります。

【児童生徒の活動の段階例】

興味・関心，意欲をもつ → 体験する → 気付く・考える → 繰り返し体験する →

→ 試す・工夫する → 繰り返し体験する → 身に付く，理解する → 応用・発展の活動へつなぐ

読み聞かせに挑戦①
～ＰＴＡ授業参観

で発表しよう～

読み聞かせに挑戦②
～１年生を

招待しよう～

読み聞かせに挑戦③
～保育園を

訪問しよう～

個別の指導計画の目標から本単元の目標を考えることが
大切です。

読み聞かせをす
る話は，「大きな
かぶ」がいいね。

お面をかぶると喜
んでもらえるかな。

１年生が喜んでく
れてうれしかった。
保育園にも読み聞か
せに行きたいな。

児童が十分に活動し，繰り返す中で，気付き，考え，試行する活動を展開します。また，各教
科等で学習した内容を取り入れ，実際の活動で生かすことができるようにすることが大切です。

声の大きさや読
む速さに気を付け
ることを教えても
らったね。

児童生徒の実態や育みたい資質・能力を踏ま
え，単元の配置，各単元の構成や展開について
検討し，評価・改善する必要があります。

単元設定に当たっては，個人差の大きい集団に
も適合すること，集団全体で共同して取り組むこ
とができる活動を設定することが大切です。

単元の目標は，達成可能で
具体的な内容を設定します。

単元名は，児童が活動をイ
メージしやすく，興味をもっ
て取り組むことができるもの
にします。

特別支援学級における特別の教育課程 ～各教科等を合わせた指導～

https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000056068_00/H31_%E5%8D%97%E3%81%AE%E8%A6%81%E8%A6%A7/H31_05_%EF%BC%92%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2.pdf
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３ 学習指導要領の趣旨を踏まえた資質・能力の育成

(2) ＰＤＣＡサイクルを機能させた組織

的，継続的な授業改善を推進する。

全教職員が育成を目指す資質・能力に関す

る児童生徒の状況等を共通理解し，ＰＤＣＡ

サイクルを確立する。

(1) 教科等横断的な視点で教育の内容等

を組み立てていく。

教科等間の指導の関連付けを図りながら，

幅広い学習や生活の場面で活用できる力を育

むことを目指す。

学校全体のＰＤＣＡサイクル

Do
○研究授業，研究協議，相互授業参観
○管理職等の授業観察
○職員会議，学年部会，教科部会 等

Plan
○現状把握，課題の明確化 ○研究主題，仮説の設定
○研究の重点，具体的な手立ての焦点化
○検証方法，判断基準の設定 ○校内研究計画の立案
○授業改善を推進する組織づくり 等

Action
○成果と課題の分析
○改善方針，計画の立案
○組織の役割の見直し 等

Check
○各教職員の取組状況の把握
○児童生徒の変容の把握
・観点別学習状況の評価の記録 ・各種学力調査
・学校評価 ・児童生徒による授業評価 等

個々の教員のＰＤＣＡサイクル

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｐ

学校の教育目標の実現に向けたカリキュラム・マネジメントの充実

＊１

＊２

＊１ 学校全体のＰＤＣＡサイクル
全教職員が協働的に児童生徒の

学びを高めようとする，授業研究
会を中心としたＰＤＣＡサイクル

＊２ 個々の教員のＰＤＣＡサイクル
一人一人の教員が，単元や題材

において日々の授業改善に取り組
むＰＤＣＡサイクル

～学校の教育目標の実現に向け，教科等横断的な視点

に立って育成することが求められる資質・能力～

①教科等の枠組みを踏まえて育成を目指す資質・能力

②言語能力，情報活用能力，問題発見・解決能力等の

学習の基盤となる資質・能力

③豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会

を形成することに向けた，伝統や文化，環境，生命

の尊重，防災等の現代的な諸課題に対応して求めら

れる資質・能力

○教科等横断的な視点に立って資質・能力

を育成することの意義について，全教職

員の共通理解を図ることが大切です。

○児童生徒の発達の段階を考慮するととも

に，各教科等の役割を明確にしながら資

質・能力を育成することが大切です。

○②，③については，学年を超えた見通し

や振り返りができるよう，育成を目指す

資質・能力の系統化を図ることが重要で

す。

学校の教育目標（学校として育成を目指す資質・能力）

目指す児童生徒の姿を全教職員で共通理解

「生きる力」を

育むために

学びを人生や社会に生かそうとする

学びに向かう力・人間性等の涵養

未知の状況にも対応できる

思考力・判断力・表現力等の育成

｢主体的・対話的で深い学び」の実現

カリキュラム・マネジメントの充実

生きて働く知識・技能の習得
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主体
的な
学び

対話
的な
学び

深い
学び

学びを人生や社会に
生かそうとする
学びに向かう力・
人間性等の涵養

生きて働く
知識・技能の

習得

未知の状況にも
対応できる

思考力・判断力・表現力
等の育成

理解していること・できる
ことをどう使うか

何を理解しているか
何ができるか

どのように社会・世界と関わり，
よりよい人生を送るか

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進

○授業及び単元や題材の流れを児童生徒の「主体

的・対話的で深い学び」の過程として捉え，児

童生徒が習得した概念や思考力等を手段として

活用・発揮させながら学習に取り組み，その中

で資質・能力の活用と育成が繰り返されるよう

な指導の創意工夫が求められます。

【主体的な学び】の視点
学ぶことに興味や関心をもち，自己のキャ

リア形成の方向性と関連付けながら，見通し

をもって粘り強く取り組み，自己の学習活動

を振り返って次につなげる「主体的な学び」

が実現できているか。

【対話的な学び】の視点
子ども同士の協働，教職員や地域の人との対話

先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ，

自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現

できているか。

各教科等の特質に応じた「見方・考え方」
・その教科等ならではの物事を捉える視点や考え方
・各教科等を学ぶ本質的な意義の中核をなすもので
あり，教科等の学習と社会をつなぐもの

＊

【深い学び】の視点
習得・活用・探究という学びの過程の中で，各

教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせ

ながら，知識を相互に関連付けてより深く理解し

たり，情報を精査して考えを形成したり，問題を

見いだして解決策を考えたり，思いや考えを基に

創造したりすることに向かう「深い学び」が実現

できているか。

＊
，

○学習評価を行う際には，児童生徒

の学習の成果を的確に捉え評価す

るだけではなく，評価の結果を教

職員が次の指導の改善に生かすこ

と，すなわち「指導と評価の一体

化」を図ることが重要です。

人材や予算，時間，情報といった人的又は

物的な資源を，教育内容と効果的に組み合わ

せる。

(3) 地域の教育資源や学習環境も含め，

人的又は物的な体制を確保する。

○一人一人の教員が自校の研究の方向性を理解し，研究の

重点や具体的な手立て等に基づいて，日々の授業におけ

るＰＤＣＡサイクルを確立していくことが大切です。そ

の上で，それぞれの取組から得られた成果や課題等につ

いて職員会議や学年部会，教科部会等で共有しながら，

よりよい授業を目指して取り組んでいくことが必要です。

○教育課程の実施に当たっては，学校規模，教

職員の状況，施設整備の状況などの人的又は

物的な体制の実態を十分考慮することが必要

です。特に，教材・教具の整備状況，地域の

教育資源や学習環境（近隣の学校，社会教育

施設，児童生徒の学習に協力できる人材等）

などについて具体的に把握することが大切で

す。

○教育課程を介して学校と地域社会がつながる

ことにより，どのような児童生徒を育てるの

かといった目標を共有し，「地域とともにある

学校づくり」を進めていくことが大切です。

企業や行政等の関係
者，各種の専門家，町
内会・商店の人，卒業
生，保護者など

人的な資源

自然環境，公共施設
及び設備，その他学校
の教育活動に提供・貸
与してもらえる物全て

物的な資源地域

学校

校 長 教 頭

講 師栄養教諭

教 諭
教 諭

養護教諭

教 諭

事務職員指導教員

連携・
分担

外国語指導助手

学校司書支援員

SC・SSW
専門スタッフ

目標の共有連携・
協働
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４ 各 教 科 等 の 指 導 の ポ イ ン ト

。

。

。。

。

「言葉による見方・考え方」を働かせるとは

対象と言葉，言葉と言葉との関係を，言葉の意味，働き，使い方等に着目して捉えたり問い直したりし
て，言葉への自覚を高めること

授業づくりのポイント

➊ 育成を目指す資質・能力や指導事項に基づい ➎ 児童生徒が言葉について何が分かって，何が分
て単元の目標及び評価規準を設定し，学習課題 かっていないかや，単元の学習課題の解決に向け
等を整合させる。 【ねらい】 て何が必要かなどの学習の進捗状況を自覚し，次

➋ 学習課題の解決に向け，児童生徒が見通しを の学びへつなげることができる振り返りとなるよ
もち，粘り強く試行錯誤を重ね，資質・能力を うに，振り返りの場面や内容等を工夫する。
育成できる言語活動を構想する。【言語活動】 【振り返り】

➌ 目的に応じて学校図書館の機能やＩＣＴを効 ➏ 言葉の解釈や表現する内容について，「言葉に
果的に活用し，主体的な学びにつながる学習活 よる見方・考え方」を働かせ，互いの思いや考え
動を工夫する。 【学校図書館・ＩＣＴ】 を伝え合い，比較・検討して吟味することで，考

➍ 児童生徒が学んできたことや身に付けた力を えを広げたり深めたりする学習活動を設定する。
想起できる場面を適宜設定する。【既習事項】 「令和２年度 南の要覧」ｐ12参照 【見方・考え方】

言語活動を通して資質・能力を育成する授業づくり

国 語

◎ポイントの解説
◇授業づくりで確認する視点

４ 単元の流れ

時 学習活動 指導上の留意点

○学習のねらいや進
め方を確認し，学
習の見通しをもつ

１ ・言葉を選ぶ際には，今回のスピーチの目的や場面○ 「語彙手帳」な
相手などにふさわしい言葉について確認しながら

い

どから，自分が友
指導する。達に紹介したい言

葉を決める。

○表現の仕方の工夫
について話し合う

２
・
３

・ノートには，話の構成や要点，話し方の工夫など
○スピーチの構想メ を記入することを指示し，読み上げるための原稿
モを作成する。 にならないように指導する。

○グループでスピー ・タブレット端末でスピーチの様子を撮影し，映像
チの練習をする。 を見て試行錯誤することができるようにする ➌

○スピーチの発表会 ・各グループにホワイトボード等を用意し，話し手
４ を行う。 が自由に使用してスピーチができるようにする。
・ ○振り返りをする。
５ ○新たに知った言葉

と用例を「語彙手
帳」に加える。

「語彙手帳」: 日頃から，新しく知った語彙を書き留めている手帳（生徒手帳や筆箱に入るサイズの折本として作成）
<単元例の学習評価については，『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 中学校 国語』ｐ42～49参照>

◎資質・能力と目標や言語活動
等が整合しているかを確認す
ることが大切です。 ➊➋

◇学習課題が目標や評価規準，
言語活動と整合しているか

＜学習課題例＞
相手の反応を踏まえたスピーチにする
ためには，どんな工夫をすればよいか

◎資質・能力の育む適切な言語
活動を設定します。生徒が行
う言語活動を授業者が事前に
シミュレーションすることで
次のことが明確になり，適切
な指導につながります。 ➋

◇資質・能力を身に付けるため
に有効な言語活動か

◇その言語活動を通して適切に
評価することができるか

◇資質・能力に照らし合わせて
どのような点に力を入れて指
導すればよいか

◇授業のどの場面で生徒のどの
ような姿を見取ればよいか

，

◎前学年までに，どのような力
を身に付けてきたかを授業者
が把握し，身に付けた力を活
用できる授業を構想すること
が大切です。 ➍

◎振り返りの視点を明確にする
とともに，単元のどこに振り
返りの場面を設定するか，振
り返る時間をどれくらい確保
するか等，意図的な計画と工
夫が必要です。 ➎

・特に意識させたい「相手の反応を踏まえなが
ら表現を工夫する」ことをスピーチで発揮で
きるように，小学校での既習事項を想起し，
どのようなことに気を付ければよいかを生徒
自身が確認できるようにする。

１ 単元の目標（一部）
相手の反応を踏まえながら，自分の考えが分かりやすく伝わるよう

に表現を工夫することができる。 〔思考力，判断力，表現力等〕Ａ(1)ウ
２ 本単元における言語活動

新たに知った言葉を紹介する。 （関連：Ａ(2)ア）
３ 単元の評価規準（一部）［思考・判断・表現］

「話すこと・聞くこと」において，相手の反応を踏まえながら，自
分の考えが分かりやすく伝わるように表現を工夫している。（Ａ(1)ウ）

中学校第１学年 重点内容 ： Ａ 話すこと・聞くこと ウ

単元名「新たに知った言葉を紹介する
～聞き手を意識して話す～」

単元名には，「本単元における課
題解決的な言語活動」と「単元で育
成を目指す資質・能力」を記載

「教師が教える場面」を適切に設定します。生徒に
任せきりや教師の一方的な指導になっていませんか。

単なる活動で終わら
ないようにします。生
徒から出てきそうな工
夫を事前に想定して，
話合いを進めて
いますか。

・各自で学習の進め方を考えることができるよ
うに，教師がスピーチのモデルを示す。

・聞き手として，相手の反応を踏まえて話す工夫
がどのように分かりやすさにつながっているか
話し手として，どのように分かりやすさにつな
げたかをノートにまとめるよう指示する。

。

，

，＊

＊

育成したい資質・能力を身に付けるために適切な言語活動を設定した単元例

※数字は単元例と対応

https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000056067_00/R02_%E5%8D%97%E3%81%AE%E8%A6%81%E8%A6%A7/R02_p12_%E5%90%84%E6%95%99%E7%A7%91%EF%BC%88%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E3%80%80%E7%A4%BE%E4%BC%9A%EF%BC%89.pdf
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「社会的な見方・考え方」とは

空間，時間，相互関係など多様な視点に着目して社会的事象等を捉え，その意味や意義，特色や相互の
関連を考察したり，社会に見られる課題を把握して，その解決に向けて構想したりすること

授業づくりのポイント

➊ 自らの疑問や予想に基づいて調べたり考えた ➌ 論理的に説明したり，立場や根拠を明確にし
りすることができるよう，学習課題の設定や発 て議論したりするなどの言語活動の充実を図る
問の構成を工夫する。 ➍ 比較・分類したり，関連付けたりし，社会的

➋ 地図や年表，統計などの各種の資料を精選し 事象相互の関係を多面的・多角的に考える活動
て提示したり，学んだ事象相互の関係を整理す の充実を図る。
る機会を設けたりするなど，社会的事象等につ ➎ 単元の中に適切に振り返りの時間を設け，自
いて調べまとめる技能を効果的に活用できるよ 分の調べ方や学び方を振り返ったり，新たな問
うにする。 いを見いだしたりできるようにする。

社会的な見方･考え方を働かせ，学習課題を協働的に追究する授業づくり

社 会

中学校第２学年 単元名「近世の日本」 小単元～幕府の政治の展開～
＜小単元のねらい＞ 社会の変化や幕府の政策の変化などに着目して，幕府の政治が次第に行き詰まりを

みせた理由を多面的・多角的に考察し，表現する。

単元を通して追究した内容を再構成し，学びを深める学習の例

追究した結果
を基に，相互関
係を整理して図
にまとめたり，
文章で表現した
りして，これま
での学びを再構
成し，社会的事
象の特色を多面
的・多角的に考
察できるように
します。➋➍

［ウェビング図（一部）］

年貢など
の負担

百姓一揆
打ちこわし
の多発民衆や諸藩の不満

財政の
立て直し

貨幣経済
の普及

諸藩独自の改革

幕藩体制を
維持したい

欧米諸国
の接近

諸藩の負担
対応への批判

農村の格差

国学や蘭学
の考え

幕府の求心力低下

厳しい倹約

飢饉の発生

T :追究した結果がそれぞれどのように関連しているか，幕府の
支配と民衆の生活の面から図にまとめてみましょう。

S1:幕府と民衆の思いをどう関連付ければいいのでしょうか。
T :背景や原因，影響などに着目して結んでみましょう。

T :図から気付いた幕府や民衆などの思いを基に，
学習課題のまとめを文章で表現してみましょう。

幕府は財政の立て直しなどを行って幕藩体
制を維持しようとしたが，それが社会の変化
に対応できなかったり，民衆や諸藩に負担を
強いたりしたため，不満が大きくなり，百姓
一揆などが増加したと考えます。

問いを生かした単元構成の例

【予想ａに対する１次の課題】
都市や農村で産業の発達が見

られたのに，なぜ百姓一揆など
が多発したのだろうか。

【小単元の学習課題】
幕府が様々な政治改革などを行った

のに，なぜ百姓一揆や打ちこわしの平
均発生件数が増加したのだろうか。

【予想ｂに対する２次の課題】
幕府は，国内外のどのような

問題に直面し，その問題にどう
対応したのだろうか。

【予想ｃに対する３次の課題】
新しい学問や文化，考え方は

社会の変化にどのような影響を
与えたのだろうか。

社会的な見方・考え方を働かせ，考
察や構想に向かう「問い」を単元の指
導計画に位置付け，小単元の学習課題
や各次の課題を設定します。 ➊

【小単元のまとめ】

＜予想ａ＞
（既習から）社会に大きな変化があり
百姓一揆などに結び付いたのではないか
＜予想ｂ＞
政治改革を進めても解決できない問題
が国内外にあったからではないか。
＜予想ｃ＞
新しい学問や文化，考え方が社会の変
化に影響を与えたのではないか。

各次の学習内容を踏まえて，小単元
の学習課題について考察するなど，課
題を追究したり解決したりする活動を
取り入れます。また，自分の学びを振
り返ったり新たな問いを見いだしたり
する機会を適切に設定します。➎

資料 百姓一揆と打ちこわしの平均発生件数

（｢百姓一揆総合年表｣から作成）
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時期や時間の
経過，事象の相
互関係等を問う
視点から資料を
精選して提示し
社会的事象の様
子や課題等を捉
えることができ
るようにします

➋

T :資料から，どのような変化がみられるようになったか，時期
や出来事との関わりに着目して読み取ってみましょう。

S1:江戸幕府ができて 100 年以上経った頃から政治改革が頻繁に
行われています。

S2:百姓一揆や打ちこわしが政治改革の前後に多くなっています
また，18世紀以降は増加傾向にあります。

S3:政治改革と百姓一揆などには何か関わりがありそうです。

。。

。

。

，

※数字は学習の例と対応

。
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「数学的な見方・考え方」とは ※ は小学校，（ ）は中学校

事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え，根拠を基に筋道を立てて考え（論理的），統

合的・発展的に考えること

授業づくりのポイント ※数字は学び合いの例と対応

➊ 見通しをもち，問題解決に主体的に取り組むこ ➌ 自分の考えや集団の考えを広げ深めるための工夫
とができるようにするための工夫 ・学び合いで取り上げる考えの選択やそれぞれの考
・解決の必要感をもたせる問題提示や課題設定 えの解釈にかける時間等の吟味
・児童生徒の実態に応じた既習事項の提示や発問 ・不十分な考えや誤答を生かした比較・検討
等の吟味 ・考え相互の関連付けや既習事項との関連付け

➋ ねらいや児童生徒の状況を踏まえた学び合いに ➍ 学びの実感につなげるための工夫
するための工夫 ・学習状況を的確に捉え，児童生徒の学習改善や教
・児童生徒の考えやつまずきを想定した授業構想 師の指導改善に生かす評価の場面や方法の吟味
・自力思考等の見取りを生かした授業構想の修正 ・問題解決の過程における，数学的な表現や処理の

よさなどに関する視点での振り返り

算数，数学

ピザＡ

ピザＢ

360°

80°

数学的な見方・考え方を働かせた学び合いの例

課題 おうぎ形の面積は，どのようにして求めるのだろうか。

ア：20×20×π＝400π

400π÷８＝50π(cm２)

イ：15×15×π＝225π

225π×

＝225π×

＝50π(cm
２
)

どちらも同じ面積になる

80
360
２
９

問題 どちらのピザを選べばたくさん
食べることができるでしょうか。

ピザＡ：半径20㎝ 中心角45°

ピザＢ：半径15㎝ 中心角80°

ピザＡ

ピザＢ

ねらい 半径と中心角が分かっているおうぎ形の面積を求める
方法を理解することができる。

15×15×π＝225π

225π÷？

40°

・
・
・・・

・
・・・

S7：基になる円の面積

を１と見たときの

割合を という

分数に表して考え

ています。

S2：「何等分かしたうちの一つ分」という考え方では解決できない
場合があるね

80
360

S1：中心角が45°だから，求めるおうぎ形の面積は，
この図のように半径20㎝の円の面積を８等分した
一つ分の大きさになると考えたと思います。S2：S1さんの考えは，小学校のと

きにも使った考え方です。

T：図と式を結び付けたり，前に学習した
ことを使ったりして考えていますね。

T：ピザＢの面積を， のようにして求めた人がいます。どのように考えたので
しょうか。

S3： の方法だと，中心角がどんな大きさでも同じようにし
て面積を求めることができます。

S4：式にある は,ピザＡのときと同

じような図で考えると，求める面

積が基になる円を９等分した中心

角40°のおうぎ形二つ分であるこ

とを表しているのが分かります。

S5：ピザＡも の式から求めることができます。45
360

400π×

中学校第１学年 単元名「平面図形」

イ

S5：基になる円の面積の であるともいえます。
１
８

S6：おうぎ形の面積を求める公式ができそうです。T：中心角が何度でも求められる方法が分かりましたね。

S6：ピザＢも と同じように求めようとしま

したが，80°は360°を等分した大きさ

になっていませんでした。

イ

T：400πを８でわっていますが，どのように考えたのでしょうか。

S4：360÷45＝８だから，基になる円の面積を８等分
した一つ分の大きさになることが分かります。

S3：なぜ８等分した一つ分だと分かったのかな？

ア

２
９

。

学び合いの中で，おうぎ形の面積を求める公式を生徒が見い
だすことができるように，問題の数値の設定を工夫します。➋

図を用いて考えたり，既習と関連付けたりした発言を価値
付け，見方・考え方を働かせたことを自覚させます。 ➌

生徒のつまずきを取り上げ，学び合
いに生かすとともに，本時のねらいの
達成につながる考えやつぶやきを取り
上げ，それらの解釈に十分な時間をか
けます。 ➋➌

等分の考えで求めたピザＡの面積が，イの
方法でも求められることを確認して，公式を
つくることのよさを実感させます。 ➍

数学的な見方・考え方を豊かにし，数学のよさや学ぶ楽しさを実感する授業づくり
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既習事項や生活経験を生かしながら実験方法を立案し，見通しをもつ活動の展開例

中学校第１学年 単元名「身のまわりの物質とその性質」（白い粉末の見分け方）
【授業の流れ（２時間で一つの探究の過程を実施）】
１時間目…白い粉末（食塩，砂糖，グラニュー糖，でんぷん）の見分け方について課題を見いだし，こ
（本時） れまでの学習等を基にして実験方法を立案し，得られる結果の見通しをもつ。
２時間目…立案した実験方法にしたがって実験を行い，白い粉末の性質を調べ，まとめる。
※活用する既習事項…物の溶け方（小学校第５学年），物質の調べ方，ガスバーナーの使い方等

課題の
設 定

仮説の
設 定

実験計画
の立案
(話合い)

実験計画
の共有
(発表)

本時の
振り返り

ねらい：白い粉末を見分ける方法を既習事項等を基に立案し，説明することができる。

探究の
過 程

学習課題：白い粉末状の物質の種類を知るには，どのようにしたらよいだろうか。

S2：私たちは，粒のようすや手ざわり，水への溶け方，熱
したときのようすを調べ，比較します。理由は，…。

T ：仮説を検証するには，どのような実験を行って比較したらよい
ですか。これまでの学習や生活経験を生かして考えましょう。

S2：金属は密度で区別できたので，その方法を利
用できると思います。

S3：粉末の質量は調べられても，体積は調べられ
ないので，密度では区別できないと思います。

S1：小学校で勉強したとき，砂糖や食塩は粒の形が違いました。粒
のようすや手ざわりの違いを調べたらよいと思います。

S2：物質の調べ方で学んだ，熱したときのようすを調べて比べるの
がよいと思います。お菓子を作ったとき，砂糖は甘いにおいが
したり，焦げたりしました。

S3：でんぷんは水に溶けません。食塩と砂糖は水に溶けますが，溶
ける量に違いがありました。水に溶かすとよいと思います。

T ：粉末を水に溶かして比べるとき，どのようなことに気を付けま
すか。

S1：水に溶かすとき，水の量や粉末の量を同じにしないと比較でき
ないので，条件をそろえる必要があると思います。

S3：話合いで自分の考えを深め, 実験計画を
立てることができました。次の実験も見
通しをもって行いたいです。

T ：学習課題の解決に向けて，「～することで，～できるのではないか」という仮説
を設定します。これまで学習したことと関係付けながら考えてみましょう。

S1：これまで学んだ物質の性質と白い粉末の性質の共通点
や相違点を比較することで, 白い粉末を見分けて物質
の種類を知ることができるのではないかと考えます。

実験を行う目的や得ら
れる結果の見通しなどを
説明する場を設定するこ
とで，問題解決の方向性
について自分の考えをも
つことができるようにし
ます。 ➎

振り返りの場面を設定することで，
自分が学んだことや変容したことを意
識できるようにします。 ➐

仮説の設定や実験方法
の立案の場面では，キー
ワードを示すなど発問を
工夫することで，既習事
項や生活経験と関係付け
た根拠ある考えを発想で
きるようにします。➌➍

話合いでは，問い返し
によって考える視点を明
確にしていくことが大切
です。条件制御等の考え
方を働かせることで，自
分の考えの妥当性を検討
し，より科学的な考えに
なるようにします。➍➎

，

「理科の見方・考え方」とは

◎「見 方」 各領域において，自然の事物・現象を，主として次のような視点で捉えること

領域 エネルギー 粒 子 生 命 地 球

見方 量的・関係的な視点 質的・実体的な視点 共通性・多様性の視点 時間的・空間的な視点

◎「考え方」 ・小学校…問題解決の過程において，「比較する」「関係付ける」「条件を制御する」
「多面的に考える」こと

・中学校…探究の過程において，比較したり，関係付けたりするなどの科学的に探究する
方法を用いて考えること

授業づくりのポイント

➊ 育成を目指す資質・能力や児童生徒の実態に応 り，予想や仮説と結果の比較・分析から考察を導
じて，柔軟に単元を構成する。 いたりできるよう，視点を組み入れた発問を行う

➋ 気付きや疑問を基に，解決する学習問題（学習 ➎ 根拠を明確にした話合いを行うことで，考えを
課題）を設定する。 より科学的なものにできるよう，発問や問い返し

➌ 児童生徒が見通しをもって活動できるよう，予 考えをつなぐコーディネートを工夫する。
想や仮説を基に，観察，実験の計画を立案する活 ➏ 獲得した知識や技能を，日常生活と関係付けて
動を設定する。 活用・発揮できる活動を設定する。

➍ 既習事項や生活経験から予想や仮説を発想した ➐ 学習したことを振り返る時間を保障する。

探究の過程を通じた学習活動により資質・能力を育成する授業づくり
～見通しをもって観察・実験を行い，問題を科学的に解決する活動の充実～

理 科

※数字は活動の展開例と対応



- １７ -

「身近な生活に関わる見方・考え方」とは

身近な人々，社会及び自然を自分との関わりで捉え，よりよい生活に向けて思いや願いを実現しようと
すること

気付きの質の高まり（深い学び）とは

無自覚だった気付きが自覚されたり，一人一人に生まれた個別の気付きが関連付けられたり，対象のみ
ならず自分自身についての気付きが生まれたりすること

授業づくりのポイント

➊ 「思いや願いをもつ」「活動や体験をする」 ➍ 活動や体験を通して気付いたことや楽しかっ
「感じる・考える」「表現する・行為する」の たことなどについて，言葉，絵，動作，劇化な
四つのプロセスを基本にして単元を展開し，体 どの多様な方法で表現し，伝えたり，交流した
験活動と表現活動とが繰り返されるようにする り，振り返って捉え直したりする学習活動を設

➋ 児童の思いや願いを大切にし，活動や体験に 定する。
没頭できるようにする。 ➎ 児童の発言やしぐさを，「 *四つの目」を重

➌ 具体的な活動や体験を通して気付いたことを 視して丁寧に見取り，尋ね返したり，問い掛け
基に考えることができるようにするために，見 たり，共感したりすることで気付きの質が高ま
付ける，比べる，たとえる，試す，見通す，工 るようにする。
夫するなどの多様な学習活動を設定する。 *四つの目：児童を見取る基本姿勢

「令和３年度 学校教育の指針」(秋田県教育委員会)ｐ43参照

体験活動と表現活動とが豊かに行き来する相互作用を重視した学習の例

「（５）季節の変化と生活」と「（６）自然や物を使った遊び」を組み合わせた単元（一部）

年長さんのために，
遊び方のルールを簡単
にしたほうがいいね。

身近な生活に関わる見方・考え方を生かして気付きの質を高める授業づくり

生 活

幼児期における遊びを通した総合的な学び ｐ３

幼児教育の
考え方を生かす

幼児期の
経験を生かす

これまでの学習を生かし，児童
の思いや願いが膨らむような学習
活動を設定したり，学習環境を整
えたりすることが大切です。 ➋

気付きを振り返った
り，互いの気付きを交
流したりする活動を必
要に応じて行い，試す，
見通す，工夫するなど
の活動を促すことで，
児童が創造的に考え，
気付きの質を高めてい
くことができるように
します。 ➌

気付きの質の高まりを新た
な活動に生かし，挑戦しよう
とする意欲につなげるために，
表現し伝え合う活動の充実を
図ることが大切です。 ➍

四つのプロセスの順序が入れ替わったり，一つの活動の中に複数のプロセスが一体化して同時に行わ
れたりする場合があることに留意して単元を構想します。 ➊

※数字は学習の例と対応

児童が感じ取ったことに対して
問い掛けることで，次の活動を促
し，気付きの質を高めていきます。

➎
活動や体験
をする

活動や体験
をする

。

年長さんも楽しめる「おもちゃランド」にしたことで，
みんなが一緒に楽しく遊ぶことができました。

遊び方を話しても分かりにく
いから，やって見せたり，絵に
して見せたりしたらどうかな。

友達とかわりばんこに
「おもちゃランド」を体
験してみたらどうかな。

年長さんに届ける「お
もちゃランド」の招待状
を作ろう。

みんなのおもちゃを集めた「おもちゃランド」を
作って，保育園の年長さんと一緒に遊びたいです。

カップの大きさやひもの長さを変えたら，入りや
すいけん玉になりました。

友達のけん玉みた
いに簡単に入らない
なぁ。

私は松ぼっくりでけん玉を作ってみよう。

「秋をさがそう」で集めた松ぼっくりやど
んぐりを使っておもちゃを作りたいな。
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「音楽科の見方・考え方」とは

授業づくりのポイント

➋ 音楽活動と言語活動を行き来させながら，表現
の工夫や鑑賞を行う活動を取り入れる。

➌ 学習内容の見通しをもったり，学習を通した自
分の変容を実感したりできるように，実際に表現
したり鑑賞したりする音楽活動を設定する。

➍ 他者の感じ方や考え方を共有・共感しながら，
自分の感じ方や考え方を深めていく場を設定する

児童生徒が自ら感性を働かせ，音楽活動によって生まれる
楽しさや喜びを実感する授業づくり

音 楽

工夫することにより表現が変わっていく楽しさを実感する学習の例

試行錯誤しながら表現の工夫をする場面（ペア）

T：S1さんは，強弱を変化させてどのような様子を表したいのですか。

S1：元気によびかけたとんびに，もう１羽のとん
びが優しくこたえる様子を表したいです。

S2：こたえる方をｍｐに
したらどうかな。

T：S2さん，この強弱の付け方でS1さんの表したい様子が伝わりましたか。

S2：こたえる方をｍｐにしたら，優しくこたえているように感じました。

S1：なるほど。S2さんの考えた強弱を付けて，もう一度試してみよう。
♪ピ～ンヨロ～ ピ～ンヨロ～ ピ～ンヨロ～ ピ～ンヨロ～

それぞれの考えを発表し，全体で共有・共感する場面（一斉）

T：強弱を付けて距離の違いを表すのですね。S3さんが考えた
強弱を付けて，みんなで一緒に歌ってみましょう。

S3：僕は，とんびが鳴きながら去って行く様子を表したいので から
だんだん弱くして最後の「ピンヨロー」は
♪ピ～ンヨロ～ ピ～ンヨロ～ ピ～ンヨロ～ ピ～ンヨロ～

ｐ にしました。
ｆ

T：歌ってみて
どうでした
か。

S4：だんだん弱くしたら遠くなっていく感じがしました。
強弱を変えると，距離の感じ方を変えることができる
と思いました。いい考えだなあと思います。

【小学校第４学年】
題材名「曲の特徴をとらえて表現しよう」 教材名「とんび」
指導事項：Ａ表現 (1)歌唱 ア イ ウ(ｲ) 共通事項(1)
思考・判断のよりどころとなる主な要素：強弱 よびかけとこたえ

S1：「ピンヨロー」のところは，とんびが鳴きながら飛んでいる様子を歌って
いて面白いなあ。「ピンヨロー」の繰り返しがよびかけにこたえているみ
たいだから，２羽のとんびが一緒に話しているように歌ってみよう。

S1：♪ピ～ンヨロ～ピ～ンヨロ～
ピ～ンヨロ～ピ～ンヨロ～

この歌い方で伝わるかな。

S2：全部同じ強さだから，話して
いるように聞こえないなあ。
強弱を変えてみたらどうかな

S1：そうか。よびかける方を ｆ，こたえる方を ｐ にして歌ってみるね。
♪ピ～ンヨロ～ ピ～ンヨロ～ ピ～ンヨロ～ ピ～ンヨロ～

S2：強弱の変化は付いたけど，こたえる方の「ピンヨロー」が弱すぎる
から，こたえている感じがしないなあ。どうすればいいのかなあ。

。
強弱の付け方を工

夫することにより表
現が変わっていく楽
しさを実感できるよ
う，実際に歌いなが
ら試行錯誤する場を
設定します。 ➌

根拠を問うなどし
て表したい思いや工
夫したことの意図を
明確にし，それを基
に，聴き手が客観的
に検証することがで
きるように働き掛け
ます。 ➋➍

友達が工夫したこ
とのよさや面白さを
実感することができ
るように，その工夫
を基に実際に歌う場
を設定します。 ➍

強弱の付け方を工
夫した表現が曲想や
表したい思いに合っ
ているかについて，
児童自身が判断でき
るように問い掛けま
す。 ➌

歌唱の学習は，ア
イ，ウの各事項を組
み合わせた題材を設
定して行います。ウ
の事項については，
(ｱ),(ｲ),(ｳ) のうち
本題材の学習の内容
に合わせて｢(ｲ)呼吸
及び発音の仕方に気
を付けて，自然で無
理のない歌い方で歌
う技能」を選択しま
す。 ➊

音楽に対する感性を働かせ，音や音楽を，音楽を形づくっている要素とその働きの視点で捉え，自己
のイメージと感情，生活や（社会，伝統や）文化などと関連付けること

➊ 次の点を踏まえ，児童生徒の実態把握と十分
な教材研究に基づいた題材や授業を構想する。

・指導する事項やその題材において思考・判断
のよりどころとなる主な要素を明確にする。

・児童生徒の思考の流れを具体的に想定する。

・教材研究の際に，教師が教材曲を実際に表現
したり鑑賞したりするなどして捉えた教材の
特徴を踏まえる。 。

※（ ）内は中学校

※数字は学習の例と対応

，
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「造形的な見方・考え方」とは

授業づくりのポイント

➊ 指導事項を踏まえて目標と評価規準を設定す
るとともに，表現や鑑賞の能力を発揮している
具体的な児童生徒の姿を想定した上で，学習状
況を見取り，指導と評価に生かす。

➋ 鑑賞の学習で学んだことを発想や構想に生か
し，また，発想や構想で学んだことを鑑賞の学
習に生かすことができるように，学習の中心を
明確にして双方の学習に働かせる。

学習の中心とは，目標（２）前半部分「造形的なよさや美しさ，表したいこと，表し方（表現の意
図と工夫，美術の働き）などについて考え」に当たる。

表現及び鑑賞に関する資質・能力を相互に関連させた授業づくり

図画工作,美術

中学校第１学年 題材名「心ひかれる風景」（絵に表す活動）
指導事項・「Ａ表現」（１）ア（ｱ）（２）ア（ｱ）

・「Ｂ鑑賞」（１）ア（ｱ）
・〔共通事項〕（１）ア イ

「アドバイスがほしい」「感想が聞きたい」な
ど，生徒が必要感を感じる場面を想定して，発想
や構想に対する意見交流の場を設定します。その
際に，学習の中心となる考えや造形的な視点でス
ケッチを捉え多様な表現に触れさせたり，考えを
交流させたりすることで感じ取り考えたことを自
分の表現に生かすことができるようにします。➍

学習の中心を基に作者の心
情と表現の関わりについて問
い掛け，感じ取ったことや考
えたことを表現に生かすこと
ができるようにします。 ➋

○導入で風景をテーマとした美術作品を鑑賞し，
造形的なよさや美しさを感じ取ったり，考えた

りしながら作者の心情や表現の意図と工夫につ
いて考える。

T :作者が風景のどこに心ひかれたか，
表し方から考えてみましょう。

S1:作者はこの山の力強さにひかれた
のだと思います。太い線で描かれているから，
力強く堂々としたイメージを受けます。

S2:様々な色が使われていることから，季節や時間
によって違う山の表情に心ひかれたのではない
かと思いました。

T :線や色彩に着目することで作者の心情や表現の
意図と工夫について想像することができますね

○心ひかれた風景を基に造形的なよ
さや美しさを感じ取ったり，考え
たりしながら主題を生み出す。

S1:私は校庭のどっしりとした杉の
木を描きたい。私たちをいつも
見守ってくれているような感じ
を表現したいな。

S2:私は校舎の階段を描こうと思っ
たけど，どのように表現すれば
よいか思い付かないな。

T :S2さんが，階段を選んだ時の思
いを教えてください。

S2:この階段は，夕方になると夕焼
けの色に染まって日中とは違っ
た雰囲気になります。その色に
包まれると，温かでほっとした
気分になるので階段を選びまし
た。ほっとする場所という主題
で表してみたいと思います。

○主題を基に表現の意図と工夫を関
わらせて考えるなどして，構想を
練る。

S1:どっしりとした感じになるよう
に太い線で輪郭線を描いたり，
大きさを際立たせるために，周
りの木を小さく描いてみたりし
ようかな。まずはアイディアス
ケッチで線の太さや配置を試し
てみよう。

形や色彩などの
造形的な視点を基
に，生徒の気付き
を価値付けます。

➌

○心ひかれた風景を基にした作者の心情や表現の
意図と工夫を視点にアイディアスケッチを見合

２い交流する。
S1:S2さんは全体的に暖色を使っていて，ほっとす
るような温かさが感じられるよ。私のスケッチ
は，見守ってくれているようなどっしりした感
じが表現できているかな。

S2:画用紙を縦に使った構図にしてみたら, 杉の木
のどっしりとした大きさが，より感じられるか
もしれないね。

S1:なるほど。構図を見直して制作を進めていこう

心ひかれる理由を基に主題を生み出
しているかを見取り，生み出せていな
い生徒には選んだ理由や場所から感じ
取ったことなどを問い掛けることによ
り，生徒が題材を自分のものとして受
け止め，主題を考えることができるよ
うにします。 ➊

。

。
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学習の中心を軸に相互の関連を図った
学習を積み重ねることが，より豊かで創
造的な思考力，判断力，表現力等の育成
につながります。

学習の中心を軸に，「表現における発想や構想」と「鑑賞」の相互の関連を図った学習活動の場面例

※下線は図画工作,（ ）は美術

※数字は学習活動の場面例と対応

感性や，想像力を働かせ，対象や事象を，形や色などの造形的な視点で捉え，自分のイメージをもち
ながら（自分としての）意味や価値をつくりだすこと

➌ 一人一人の見方や感じ方，発想や構想，表現の
工夫等に対して造形的な視点を基に価値付けるこ
とで，児童生徒が自らの学びを実感したり，思考
を深めたり広げたりできるようにする。

➍ 対象や事象を造形的な視点で捉え，感じ取った
ことや考えたことなどを基に，構想を練ったり，
言葉で整理したり，話し合ったりしてお互いの見
方や感じ方，考え方などを交流する時間や場の充
実を図る。

※下線は図画工作,（ ）は美術
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「体育の見方・考え方」 「保健の見方・考え方」

運動やスポーツを，その価値や特性に着目して， 個人及び社会生活における課題や情報を，健康
楽しさや喜びとともに体力の向上に果たす役割の視 や安全に関する原則や概念に着目して捉え，疾病
点から捉え，自己の適性等に応じた「する・みる・ 等のリスクの軽減や生活の質の向上，健康を支え
支える・知る」の多様な関わり方と関連付けること る環境づくりと関連付けること

授業づくりのポイント
運動に関する領域 保健に関する領域
➊ 難しすぎず，易しすぎない最適な課題や，思わずやって ➀ 健康・安全に関心をもてるようにし，
みたくなるような場や活動を設定する。 健康に関する課題を解決する学習活動を

➋ 学習過程の中で，体育ならではの見合いや教え合い，励 取り入れるなどの指導方法を工夫する。
まし合いを活発にする場面を意図的，計画的に設定する。 ➁ 健康・安全に関する情報を，正しく選

➌ 運動を楽しく行い，動きや技能が高まるとともに，体力 択・活用して課題を解決できるような展
の向上を実感できるような場面を設定する。 開を工夫する。

➍ 運動やスポーツの魅力に応じた楽しさを味わったり，意 ➂ 習得した知識と実際の生活とを比較し
義や価値に気付いたりすることができるような教材を活用 たり，関連付けたりする学習活動を取り
し，単元を通して三つの資質・能力をバランスよく育む学 入れる。
習過程を工夫する。

体育，保健体育

小学校第２学年 単元名「動物の森で大冒険」〔Ｆ 表現リズム遊び（ア 表現遊び）〕

３ 高低の差や速さに変化を付けた動きを教師と一緒にやって
みる。
・教師のリードで「□□な感じ」を強調して踊る。

４ ペアの友達と好きな動物になりきって即興的に踊る。
・カードに書かれた「動物が○○しているところ」を踊った
り，ペアで動きを真似したり見合ったりする。

・二組のペアで交流する。
５ 学習を振り返る。

＜主な学習活動＞
１ 心と体をほぐす活動をする。
２ 前時の学習を振り返り，本時のめあてを確認する。

めあてを確認する場面
T ：前の時間の振り返りに「なりきって踊ることが難しかった」

とありました。始めに，この前遠足で動物園に行った時の映
像を見てみましょう。ゾウは，どんな感じに見えましたか。

S1：鼻を振り回していて怒っているように見えました。
S2：足が太くて強そうに見えました。
T ：今日は，前の時間に見付けた「動物が○○

しているところ」の動きを，「どんな感じ」
を大げさにして全身で踊ってみましょう。

学習を振り返る場面
T ：「いいな」と思う友達の動きはありましたか。
S3：S1さんは，体を「ユラユラ」と大きくゆっくり揺ら

したり，腕を「ブルンブルン」と回したりしてゾウ
が怒っている感じが出ていました。

S4：S3さんと一緒にゾウの力強い動きを表すために，体
を低くして足を「ドスーンドスーン」と踏んだり,
「ドスドス」と速くしたりしました。「感じ」を大
げさにするとなりきって踊れて面白くなりました。

S2：私は，サルがお腹をすかせて夢中になってえさを探
している感じを出すために，S1さんのように速さを
変えたり，S4さんの動きと違って「ピョンピョン」
と弾んだ動きを入れてみたりしたらうまくできまし
た。友達も褒めてくれたのでうれしかったです。

T ：友達の動きと反対の動きも取り入れていますね。

＜本時のねらい＞ ＜ねらいを達成した児童の姿＞
動物の特徴やいろいろな様子を捉え，高低の差や 「□□な感じ」を強調するために，高低の

速さに変化のある全身の動きで即興的に踊ることが 差や速さに変化を付けて，全身の動きで即興
できる。 的に踊っている。

ペアで動きを真似したり見合ったりする場面
S1：ゾウが怒っている感じを表すため

に，腕を「グルグル」回してみた
んだけれどどうだったかな？

S2：始めはゆっくり回し，先生と一緒
にやった高さを変えた動きも取り
入れたらいいよ。

S1：なるほど，体を大きくゆっくり揺らしてか
ら「グルグル」回すと，怒っている感じが
出てくるね。ゾウの鼻は，いろいろな方向
に動いていたから，体をひねって上や下，
左右に動かしてみるね。

S2：なりきっていていいね。ゾウの怒っている
感じが出ているよ。私も真似してみるね。

友達の上手なところを称賛した
り，できた楽しさを味わったりし
ている児童の姿を見逃さず，褒め
たり価値付けたりします。 ➌

運動を「する」楽しさや喜びだけ
でなく，「友達と見合ったり教え
合ったりして，運動がもっと上手
になったり楽しくなったりした」
「頑張っている友達を応援したく
なった」など，「みる・支える・
知る」などの多様な楽しさや喜び
を味わえるようにします。 ➋

前時の振り返りを生かしたり，
ＩＣＴを活用して題材へのイメー
ジを膨らませたりすることにより
運動遊びに対する興味や関心を喚
起します。 ➊

運動やスポーツへの多様な関わり方を通して，楽しさや喜びを味わうことができる学習の例

豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育む授業づくり

※数字は学習の例と対応
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「技術の見方・考え方」とは 「生活の営みに係る見方・考え方」とは

生活や社会における事象を，技術との関わりの視 家族や家庭，衣食住，消費や環境などに係る生活
点で捉え，社会からの要求，安全性，環境負荷や経 事象を，協力・協働，健康・快適・安全，生活文化
済性等に着目して技術を最適化すること の継承・創造，持続可能な社会の構築等の視点で捉

え，よりよい生活を営むために工夫すること

授業づくりのポイント

➊ 児童生徒の身近な生活との関わりや社会とのつ ➌ 児童生徒が生活や社会の中から問題を見いだし
ながりを重視し，実践的・体験的な学習過程を意 主体的に向き合う課題を設定することができるよ
識した適切な題材を設定する。また，各指導事項 うに，既存の技術の理解と結び付ける。
相互の関連を図りながら，系統的・総合的に学習 ➍ 題材を通して身に付けさせたい資質・能力を具
を展開できるよう配慮する。 体的な児童生徒の姿で捉えた上で，技術や生活の

➋ 問題解決能力を育成するために，技術分野，家 営みに係る見方・考え方を働かせた児童生徒の姿
庭科，家庭分野における一連の学習過程を踏まえ を想定して題材を構想し，授業でその姿を見取り
て題材を構成するとともに，学習過程の各段階の 価値付ける。
充実を図るよう工夫する。

家庭，技術・家庭

※数字は学習場面の例と対応

生活や社会の変化に主体的に対応する資質・能力を育成する授業づくり
～ 一 連 の 学 習 過 程 を 踏 ま え た 題 材 構 成 ～

中学校第２学年
題材名 「災害時の避難所を想定して問題を見いだし，ネットワークを生かした双方向で情報をやりとり

できるプログラムで，課題を解決しよう」
指導事項Ｄ(1)(2)

時 学習活動

１ 社会や生活を支え

２ る情報の技術の例や

３ プログラミングにつ

４ いて理解する。

Ｄ(1)ア，イ

５ 災害時の情報伝達に

関する問題を解決す

るための課題を設定

する。 Ｄ(2)イ

６ アクティビティ図

７ の作成と修正を行い

それを基にプログラ

ムを制作する。
Ｄ(2)ア，イ

８ 制作したプログラ

９ ムを改善・修正する

Ｄ(2)ア，イ

10 制作したプログラ

11 ムについてグループ

で発表し合い，相互

評価する。 Ｄ(2)イ

12 制作したプログラ

13 ムを改善・修正する

これまでの学習の

振り返りをする。

Ｄ(2)ア，イ

。

。

，

＊

題材計画

技術分野における一連の学習過程を踏まえ
て題材を構成することで，生徒に学習を通し
て学んだ問題解決のプロセスと社会における
技術開発のプロセスの同型性に気付かせ，よ
りよい生活や持続可能な社会の構築に向けて
技術を工夫し創造しようとする実践的な態度
の育成につなげます。

プログラムの流れを
図式化したもの。この
図を基にプログラミン
グを行う。

アクティビティ図

技術分野の学習過程

成果の評価
解決結果及び解決過程を評価
し，改善・修正する。

次の問題の解決の視点
技術についての概念の理解を
深め，よりよい生活や持続可能
な社会の構築に向けて，技術を
評価し，選択，管理・運用，改
良，応用について考える。

課題解決に向けた製作・
制作・育成
解決活動（製作･制作･育成）
を行う。

既存の技術の理解
技術に関する原理や法則，基
礎的な技術の仕組みを理解する
とともに，技術の見方・考え方
に気付く。

課題の設定
生活や社会の中から技術に関
わる問題を見いだし，それに関
する調査等に基づき，現状をさ
らに良くしたり，新しいものを
生み出したりするために解決す
べき課題を設定する。

過程の評価と修正

技術に関する科学的な理
解に基づいた設計・計画
課題の解決策を条件を踏まえ

て構想(設計・計画)し，試行・
試作等を通じて解決策を具体化
する。

過程の評価と修正

過程の評価と修正

↓

↓

↓ ↑

↑

↑

課題解決に向けた製作・制作・育成
（技術の見方・考え方を働かせている場面の例）
S4：必要な物資の名前をキーボードで入力すると

その物資に関する情報を得ることができる仕
組みにしたけど，お年寄りはできるかな。

S5：キーボードで入力するのは難しいと思うよ。
２時間目に学習した音声で入力する仕組みを
取り入れればお年寄りや子どもも簡単に使え
そうだね。

T ：避難してきたみんなのことを考えた
工夫が加わりましたね。

避難所を利用する人々の願いなど「社会
からの要求」に着目し，音声で入力すると
いった「技術を最適化」しようとしている
生徒の発言を，教師が適切に価値付けます

➍
。

課題の設定
T ：災害時にこの学校が避難所になった場合，避

難してきた人はどのような情報がほしいと考
えるでしょうか。

S1：食料を提供してもらえるか，トイレの場所は
どこかなどについての情報がほしいと思いま
す。

S2：私の家には祖父母がいます。お年寄りの
方など避難所を歩き回ることが難しい人
もいるので，トイレの場所などが簡単に
分かるようにできればいいと思います。

T ：簡単に情報を得ることができるようにするた
めには，どんな工夫が考えられますか。

S3：前の時間までに学習したプログラミングを使
えばいいと思います。

課題を具体的に想起できるように，「災
害時の避難所」を想定して考え，そこで発
生する問題を前時までに学習した既存の技
術の理解と結び付けて，解決すべき課題を
設定できるようにします。 ➌

＊

，

技術分野の一連の学習過程を踏まえた課題の設定と課題解決に向けた制作に関する学習場面の例
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「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方」とは

外国語で表現し伝え合うため，外国語やその背景にある文化を，社会や世界，他者との関わりに着目し
て捉え，コミュニケーションを行う目的や場面，状況等に応じて，情報を整理しながら考えなどを形成し，
再構築すること

授業づくりのポイント

➊ 単元を通して身に付けさせたい力を明確にし ➌ 言語活動を振り返る場面を設け，児童生徒が「目
目的や場面，状況等（以下，「目的等」）に応じ 的等」に応じた適切な伝え合いであるかを再考し
て，相手を意識しながら対話が図られるような たり，フィードバックを受けて内容等を修正した
言語活動を単元の中に位置付ける。 りして，次の言語活動で活用できるようにする。

➋ 言語活動を行う際は，児童生徒が，「目的等」 ➍ 既習事項を言語活動において繰り返し活用させ
に応じて伝える内容を考え，既習事項から言語 ることにより，児童生徒がコミュニケーションを
材料を選び，伝え方を工夫しながら伝え合うこ 図る楽しさに気付いたり，習得した知識及び技能
とができるようにする。 の必要性や有用性を実感したりできるようにする。

外国語活動，外国語（英語）

中学校第２学年 単元名 「My Favorite Place in Our Town」（主に「話すこと［やり取り］」イ）

アドバイスがエマ先生にとって役に立つ内容になるように，友達は
どんな工夫をしていましたか。なぜそれが役に立つと思いましたか。

Good point. Reasons and examples are useful. Now, let's
think again and make our advice better. Any questions?

友達は「You can enjoy eating and making udon there.」と，
おすすめする理由を述べていました。エマ先生は秋田のことをよく
知らないので，詳しく教えてあげると役に立つと思いました。私も
理由や例を付け足して，詳しく伝えてみます。

前に習った「受け身の表現」が使えそうです。民芸品は「Japanese
traditional goods」と言えば伝わると思います。

例として，「祭りでは民芸品が売られていること」を伝えたいので
すが，どう言ったらいいでしょうか。

＜単元のゴール＞ 相手に伝わるように工夫しながら，考えや情報をより詳しく伝えることができる。
＜本時のねらい＞ 相談内容に応じて例や理由を挙げながらアドバイスを伝え合うことができる。

Everyone, Emma-sensei wants to know our advice. Let's
think about it today. If you have any questions, you can ask
Emma-sensei. Don't worry about making mistakes.

Emma-sensei, when...your family come to Akita?

Oh, good question. When will my family come to Akita?
They'll come in January. They're interested in winter events.

My family will come to Akita. I want to guide them. But I
don't know nice places to visit in Akita. I want your advice.

Do they eat Japanese food? No, but they want to eat it.
エマ先生の家族は１月に来るのだな。冬の行事に興味がありそ

うだから，雪祭りの期日や場所を教えてあげよう。

エマ先生の家族は和食を食べてみたいのだな。おいしいうどん
店と，おすすめのメニューについて教えてあげよう。

めあてに沿った好例や疑問等を共有したり，「目的等」を再度確認したり
して，内容等について，生徒が思考し，修正できるようにします。 ➌

１ 本時のめあてを
確認し，ＡＬＴと
のやり取りを通し
て「目的等」を理
解する。

エマ先生にとっ
て役に立つアドバ
イスを考え，友達
と伝え合おう。

２ Mappingにより
伝える内容を整理
し，使用する言語
材料を考える。

３ SpeakingActivity
(1) ＡＬＴに伝える
つもりで，ペアで
おすすめの場所に
ついてやり取りを
する。

(2) ペアでのやり取
りを振り返り，伝
える内容等につい
て再度整理する。

(3) 修正した内容等
を基にして，再度
ペアでやり取りを
する。

４ 伝えたことを整
理し，次時に向け
てメモする。

５ 学習を振り返る。

主な学習活動 めあてを共有する際は，生徒が目的意識と相手意識を高められるように，
Small Talkを行うなどの工夫が必要です。また，情報や話型，言語材料を与
え過ぎず，生徒に気付かせ，引き出す指導が大切です。 ➋

「見方・考え方」を働かせながら取り組む言語活動を中心とした授業例

言語活動を通してコミュニケーションを図る資質・能力を育成する授業づくり

※数字は授業例と対応
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「道徳科における見方・考え方」とは
※ は小学校，（ ）は中学校，授業づくりのポイントも同様

様々な事象を道徳的諸価値の理解を基に自己との関わりで（広い視野から）多面的・多角的に捉え，自
己の（人間としての）生き方について考えること

授業づくりのポイント

➊ ねらいとする道徳的価値や児童生徒の実態 ➍ 登場人物の言動に自我関与させたり，身近な出
等から，児童生徒に何について考えさせたい 来事などを想起させたりすることにより，自分と
のかを明らかにして授業を構想する。 の関わりで考えることができるようにする。

➋ 教材の中に描かれている道徳的価値に関わ ➎ 児童生徒の実態に応じて，座席や板書，発問等
る問題を，児童生徒の感想等から取り上げる を工夫し，他者と対話したり協働したりして様々
ことにより，問題意識をもつことができるよ な考えに触れる機会を設定することにより，多面
うにする。 的・多角的に考えることができるようにする。

➌ 「価値理解」「人間理解」「他者理解」を促 ➏ 児童生徒が自らを振り返ったり，目標を見付け
す発問等を取り入れることにより，道徳的価 たりする時間を設定することにより，自己の（人
値を理解できるようにする。 間としての）生き方について考えを深めることが

できるようにする。

道徳教育の全体計画及びその別葉，道徳科の年間指導計画について全教職員で随時見直しを図
り，実効性のあるものに改善していくことが，授業を一層効果的に行うことにつながります。

小学校第２学年 主題名 誰にでも 同じように 【公正，公平，社会正義 Ｂ－(11)】
教材名 「およげない りすさん」 （「私たちの道徳」文部科学省）
＜ねらい＞ 相手の気持ちを考え，誰にでも同じように接しようとする実践意欲と態度を育てる。

かめ，あひる，白鳥が池の中の島で遊ぶ相談をしていたとき，「一緒に
連れて行ってほしい」と言うりすに，「泳げないからだめ」と断ってしま
う。りすがいないまま遊んでも楽しくなかったみんなは，次の日，りすに
前日のことを謝り，りすをかめの背中に乗せて，みんなで島に向かう。

学習活動

（○◎は主な発問例）

［導入］
１ アンケート結果か
ら問題意識をもつ。

［展開］
２ 物語を聞いて話し
合う。
「泳げないからだめ
と言われたりすさん
は，どんな気持ちで
しょうか。

３ 役割演技をする。
島で遊んでいる白鳥
たちはどんな気持ち
でしょうか。

次の日，島に向かう
とき，みんなはどん
なことを考えている
でしょう。

[終末］

４ アンケート結果を
基にこれまでの生活
を振り返り，シート
に記入する。

S1：僕もモヤモヤした気持ちになりました。
S2：自分たちだけで島に来たからモヤモヤしたの

だと思います。
S3：みんな一緒でないから楽しくないと思います。

白 鳥：なんだか，全然楽しくないね。
あひる：そうだね。りすさん，今どうしているかな。
か め：僕が背中に乗せて連れてくればよかった。
あひる：せっかく来たのに，モヤモヤするな。

T ：一緒でないと楽しくないのはどうしてでしょう。

S1：りすさんのことが気になっているからです。
S4：りすさんをしょんぼりさせてしまったからです。

T ：白鳥たちになったつもりで演じましょう。見て
いる人は，自分の考えと比べながら見ましょう。

T ：皆さんは，これまで仲間はずれや不公平なことをし
そうになったけれど，やめたことはありますか。

S2：おやつを弟にあげないで独り占めしようとしたけれ
ど，自分がやられたら嫌だからやめました。

S3：遊んだことがない人に「入れて」と言われて断ろう
としたけれど，一緒に遊んでみたらみんなが楽しく
なりました。誰とでも同じように遊びたいです。

本時で扱う道徳的価
値に関わる経験を想起
させ，問題意識をもて
るようにします。 ➋

導入で提示したアン
ケートを再度提示する
ことで，自分の生活を
見つめ，振り返りなが
ら考えられるようにし
ます。 ➏

役割演技を行ったり
心情を図に表したりす
るなどし，自分との関
わりで考えられるよう
にします。 ➍
また，児童の言葉を
生かして問い掛けるな
どし，道徳的価値の理
解につなげます。 ➌

考える視点を明示し
たり，それぞれの立場
からの考えを分類・整
理し板書したりして，
多面的・多角的に考え
られるようにします。

➎

登場人物の言動を自分との関わりで捉え，自己の生き方について考えを深めている授業例

S4：私は仲間はずれや不公平をしたことがありません。
なぜなら，誰か一人でもしょんぼりすると楽しくな
いからです。これからもみんなが楽しくなるように
したいです。

T ：仲間はずれや不公平なことをしそうになったことが
ないという人は，その理由を教えてください。

アンケート結果［33人学級］

◇仲間はずれを見たことがある……11人

◇不公平だと感じること（記述抜粋）

・自分だけ○○してもらえない

・人によって態度を変える

」○

○

◎

道 徳 科

道徳的価値の理解を基に，自己の生き方について考えを深める授業づくり

※数字は授業例と対応
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各教科等の見方・考え方を総合的に働かせながら，自己及び集団や社会の問題を捉え，よりよい人間関
係の形成，よりよい集団生活の構築や社会への参画及び自己の実現に向けた実践に結び付けること

「集団や社会の形成者としての見方・考え方」を働かせるとは

特別活動

学級活動(1) 学級活動(2)(3)
① 必要感のある議題を選定できるよう，日頃から ➊ 題材を自分事として捉え，問題意識を高めるこ
様々な関わりの中で，児童生徒のよりよい生活づ とができるよう，事前調査や資料等を活用する。
くりへの問題意識を喚起する。 ➋ 話合いを通して，自分に合った具体的な解決方

② よりよい合意形成が図られるよう，事後の実践 法や実践目標を意思決定できるよう，多様な視点
の具体を意識した話合いができるようにするとと で話し合う場面を設定したり，適切な情報提供を
もに，発達の段階に即した適切な指導を行う。 行ったりする。

③ 決めたことを協働して実践し，その成果や課題 ➌ 決めたことを粘り強く実践し，現在や将来の生
を実感できるよう，事後の活動の充実を図るとと 活について意識することができるよう，定期的に
もに，実践の様子や振り返りを掲示するなどして 振り返りの時間を設定し，実践状況を確認し合っ
共有する。 たり，目標の見直しを図ったりできるようにする

学級活動(1)～(3)の特質の違いを踏まえるとともに，事前の「問題の発見・確認」から事後の「決め
たことの実践」「振り返り」までの一連の学習過程を通して，資質・能力を育むことが大切です。

。

授業づくりのポイント（学級活動）

小学校第６学年 題材名「中学校生活に向けて」 (3)ア 現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲
や態度の育成

児童の活動 指導上の留意点

・６年生としてのこれま ・児童が６年生になってからの生活を振

事
でを振り返り，中学校 り返った上で，中学校生活への期待感
生活に向けたアンケー を抱けるようなアンケート項目を設定

前
トに記入する。 する。

・中学校体験入学に参加 ・学習，生活，部活動，学校行事の四つ
する。 の項目で気付いたことをメモするよう

助言する。

１ アンケート結果から ・キャリアノートでこれまでの自分たち
中学校生活への思いに の成長を振り返り，自己理解を深めら
ついて話し合う。 れるようにする。

中学生になるために高めたい力と実践していくことを考えよう。

２ 中学生になるために ・中学生が様々な活動をしている写真を

本 どのような力を高めて 示し，それぞれの場面で大切なことは
いくかを話し合う。 何かを考えることができるようにする

(例)・団結力 ・協調性 ・体験入学時のメモを参考にさせ，理由
・行動力 ・粘り強さ も付けて意見交換できるようにする。

時
３ 今から実践できるこ

（グループ→全体）

とを考える。
・中学生からのビデオメッセージを提示
することで，中学校生活で必要とされ

(例)・仲間と協力する る具体的な行動についての気付きを促
・自分で計画し実行する す。

４ 本時を振り返り，卒 ・なりたい自分と照らし合わせながら，
業までに自分が実践す 具体的なめあてを立てられるよう，例
ることを決めて，学習 を示す。
カードに記入する。

・意思決定したことを実 ・一人一人の学習カードを教室に掲示し
践する。 実践への意欲付けとなるようにする。

事 ・実践を振り返る。 ・一人一人の状況に応じて新たにめあて

後
を立てて主体的に取り組んだり，継続
して実践したりできるよう助言する。

・学習カードを評価の参考にするととも
に，キャリアノートとして蓄積する。

。

，

〈本時のねらい〉 中学校生活に向けて見通しをもち，中学生になるために高めたい力について話し合
い，自分に合っためあてを立てて実践できるようにする。

問題の発

見・確認

解決方法

等の

話合い

決めたこ

との実践

振り返り

次の課題解決へ

中学校体験入学との関連を図
り，計画的かつ効果的に学習内
容や活動を組み立てることで，
児童が見通しをもち，主体的に
課題解決に取り組むことができ
るようにします。 ➊

自分のよさに気付き，それを
生かそうと考えられるようにす
ることが，キャリア形成を図る
上で大切です。 ➊

体験入学時にメモしたことを
活用し，一人一人が自分の考え
をもち，話し合うことができる
ようにします。また，グループ
で意見を出し合った上で全体で
話し合うことによって，考えを
広げることができるようにしま
す。 ➋

ＩＣＴ等を効果的に活用する
ことで，児童がなりたい自分を
具体的にイメージし，そうなる
ためにはこれからどうすればよ
いかを考えることができるよう
にします。 ➋

粘り強く実践する励みになる
ように，カードのコメント等で
児童のよさや頑張りを認め，伝
えることが大切です。 ➌

記録した学習カード
をキャリアノートに蓄
積することもできます
キャリアノートは，小
学校から中学校へと系
統的なキャリア教育を
進めるために有効です

➌

。

。

解決方法

の決定

キャリア教育の視点から小・中学校のつながりを大切にした実践例 ～学級活動(3)～

※数字は実践例と対応

各活動の特質を踏まえた児童生徒の自主的，実践的活動の充実
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「探究的な見方・考え方」とは

各教科等における見方・考え方を総合的に活用して，広範な事象を多様な角度から俯瞰して捉え，実社
ふ かん

会・実生活の課題を探究し，自己の生き方を問い続けること

単元構想をする際の三つの視点 探究的な学習にするための学習過程
単元構想をする
際は，
・児童生徒の
興味・関心 ➊～➍が，いつも順序よく

・教師の願い 繰り返されるわけではなく，

・教材の特性 順番が前後することもありま

の三つの視点から， す。また，一つの活動の中に
中心となる活動を 複数のプロセスが一体化して
思い描くことが大 同時に行われる場合もありま
切です。 す。

授業づくりのポイント

➊ 課題の設定 ➌ 整理・分析
ア 人，社会，自然に直接関わる体験活動を重視す 収集した多様な情報を整理する段階で，児童生
る。 徒自身が情報を吟味することの必要性について考
イ 児童生徒の発達や興味・関心を適切に把握する える場を設定する。整理・分析を意識的に行うこ
ウ 児童生徒がこれまでの考えとの「ずれ」や「隔 とで学習の質の高まりにつなげることができるよ
たり」，対象への「憧れ」や「可能性」を感じら う，「 考えるための技法」を用いた思考を可視
れるようにする。 化するツールを活用する。

➍ まとめ・表現
➋ 情報の収集 相手意識や目的意識を明確にすること，情報を
目的を明確にして情報の収集を行うこと，体験を 再構成し自分の考えや新たな課題を自覚すること
通した感覚的な情報の収集を大切にすること，収集 伝えるための具体的な方法を身に付け，目的に応
した情報を適切な方法で蓄積することができるよう じて選択して使うことができるように配慮する。
に配慮する。 考えるための技法：情報を整理・分析することを意識

的に行うための技法
「学習指導要領解説 総合的な学習の時間編 小学校ｐ118，中学校ｐ114」参照

総合的な学習の時間

探究的な学習の質を高める学習過程の工夫
～児童生徒の主体性を引き出す課題の設定場面の充実～

※ア～ウは授業の例と対応

小学校第４学年 単元名「○○川の美しさを取り戻そう」
【小単元１】「○○川の様子を探ろう」

体験活動で得た様々な
気付きを紹介し合うこと
で，学習対象の現実の状
況を共有します。 ア

T :前の時間に○○川を調べに行きました。どんなことに気付きましたか。
S1 :ポリ袋やペットボトル等，思ったよりもゴミがありました。
S2 :魚やアメンボ，カエル等の生き物がいました。
S3 :川の両岸はコンクリートで覆われている部分が多かったです。

T :これは昔の○○川の写真です。今の○○川と比べてみて，どんなことに気
付きましたか。

S1 :今の○○川と違って，ポリ袋やペットボトルのようなゴミがありません。
S2 :この川でホタルを見たことはありませんが，昔はたくさん飛んでいます。
S3 :川の両岸は草で覆われています。また，川が今よりも曲がっているところ
が多いです。

T :今と昔では川の様子が違いますね。昔の川の様子について地域の方から教
えてもらいましょう。（ゲストティーチャーから話を聞く。）

S1 :ゴミも少なくて，川の底がはっきり見えるくらい水がきれいだったんだ。
S2 :今も川には生き物がいるけど，昔はもっとたくさんの生き物がい
たんだ。ホタルがたくさん飛んでいるところを見てみたいな。

S3 :どうして川が汚れたり生き物が少なくなったりしてきたのかな。
○○川を昔のようにきれいな川にしたいな。

T :どのような学年テーマにしたらよいですか。
S1 :みんなの話から「○○川の美しさを取り戻そう」がよいと思います。
T :○○川の美しさを取り戻すためには，どのようなことを調べる必要があ
りますか。

S2 :現在の○○川の様子をもっと詳しく調べる必要があると思い
ます。

S3 :川の生き物について知っている人にインタビューしたいです。
S1 :川の水の状態を知るために，水質調査をしたいです。

「ずれ」や「隔たり」
等を感じさせるために，
昔と現在の様子を比較で
きる資料を提示します。

ウ

，

ゲストティーチャーか
ら昔の川の様子について
詳しく話を聞くことで，
児童の課題意識を高めま
す。課題意識の高まりが
その後の探究的な学習活
動の原動力になります。

アウ

学年のテーマを基に，
一人一人の児童の思いや
願いを大切にした個人の
課題を設定できるように
します。 イ

学習対象との関わり方や出会わせ方を工夫した授業の例（課題の設定の場面）

教師の願い
児童生徒の
興味・関心

教材の特性

日常生活

他教科等での学び等

育てたい資質・能力

目指す児童生徒の姿等

教材の魅力

学びの広がり等

，

＊

＊

。

➊課題の設定 ➌整理・分析
➋情報の収集 ➍まとめ・表現
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５ 学 校 訪 問

１ 学校訪問の目的

秋田県「学校教育の指針」を基調とし，「南の学校教育の重点」(p５，６) 等に基づいて指導や助言，

援助を行うことにより，「本県学校教育が目指すもの」の達成のために，それぞれの地域や学校の実情に

応じた，豊かで活力のある教育活動の具現化に資する。

２ 実り豊かな研修のために

(1) 全般についての留意点

・訪問期日の設定に当たっては，計画的，継続的な研究になるよう，１年間の研修の流れの中に効果的

に位置付けること（一定の期間に集中しないよう留意すること）

・自校の研修のねらいや推進状況等に応じて，研究授業及び研究協議等の研修内容・日程等を適切に定

め，研修が充実し成果が上がるよう工夫すること

・学校全体における研修となるよう，研究協議の参加者を検討したり協議内容の共有方法を工夫したり

するなどし，校内研修の充実を図ること（他学年や他教科の実践を互いに生かしながら，研修を充実

させることができるよう配慮すること）

・幼保・小・中の連携や小学校間及び中学校間の連携を深めるために，「幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿」や同一中学校区内の小･中学校で育成を目指す資質･能力を共有したり，実態把握のための

情報交換をしたりするなどして交流を図り，指導を工夫すること

(2) 訪問関係事前相談について

・研究を進めたり指導案を作成したりする上での悩みや疑問等が生じた場合は，訪問する指導主事に電

話等で問い合わせるなどして，当日の研修が有益なものとなるようにすること

３ 学校訪問の形態，内容等について

(1) 所長等訪問 ※旅費は県教育委員会が負担

内 容 ( 訪 問 者 ) 留 意 点

学校経営全般についての指導や助言に当たる
・学校経営説明及び全教員の授業提示を行うこと

(所長，出張所長他）
・日程や内容等は副主幹，管理主事が市町村教育委員会

を通じて連絡する

(2) 計画訪問（各学校の学級数や研修状況等を考慮し，教育事務所等で訪問人数等を指定する訪問）

※旅費は県教育委員会又は市町教育委員会が負担

形 態 内 容（訪 問 者） 留 意 点 送 付 資 料

指定校等に対し，研究の内容 ・指定領域に関わる研究内容の説明， □指導案

推進の仕方などについて指導や 教科等の授業提示及び全体研修会等 □訪問当日の日程

指定校 助言に当たる を行うこと

訪問 (指定校担当指導主事等） ・教育庁の担当課指導主事等及び南教

育事務所主任指導主事も訪問する場

合がある

指導方法の工夫改善に係る加 ・特定授業（少人数指導又はＴＴによ □指導案

配校等に対し，指導と運用の在 る授業），少人数学習等に関わる質 □訪問当日の日程

り方について指導や助言に当た 疑応答及び指導助言の時間を，各１ □状況説明で使用

る 時間設定すること する資料少人数
(少人数学習担当指導主事等） ・小学校においては，特定授業は算数学習等

とすること加配校
・目的に沿った内容となるよう，日程訪問
等について，訪問する指導主事と訪

問の３週間前までに連絡をとること

※留意点と送付資料についての詳細は，当該校に配付する「令和３年
度少人数学習等加配校訪問について」を参照すること

,
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児童生徒支援加配校・生徒指 ・全学級の授業提示と生徒指導の取組 □訪問当日の日程

導専任加配校・養護教諭加配校 状況及び加配教員の運用状況の説明 及び授業一覧

に対し，指導と運用の在り方に 等を行うこと □状況説明で使用

ついて指導や助言に当たる ・目的に沿った内容となるよう，日程 する資料

児童生徒 (生徒指導担当指導主事等） や全体研修会等について，生徒指導 □加配教諭（養護

支援加配 担当指導主事と訪問の３週間前まで 教諭を除く）の

校訪問 ※原則として10学級以上の学校 に連絡をとること 週の担当時間が

は，全学級の授業提示を２時 ・原則として，２年に１回は全体研修 分かる資料

間に分けて設定する 会を開催すること

・特別支援教育担当の指導主事が同行

する場合がある

生徒指導上の課題及び学校が ・全学級の授業提示及び全体研修会等 □訪問当日の日程

抱える生徒指導上の諸問題等に を行うこと 及び授業一覧

ついて指導や助言に当たる ・目的に沿った内容となるよう，日程 □全体研修で使用

生徒指導 （生徒指導担当指導主事等） や全体研修会等について，生徒指導 する資料

訪問 ※原則として10学級以上の学校 担当指導主事と訪問の３週間前まで

は，全学級の授業提示を２時 に連絡をとること

間に分けて設定する ・特別支援教育担当の指導主事や社会

教育主事が同行する場合がある

特別支援学級（通級指導教室 ・対象学級の授業提示及び授業研究会 □指導案

特別支援
を含む）が新設された学校に対 研修会の内容の共有方法を工夫する □訪問当日の日程

学級等新
し，教育課程の確認，学級経営 こと □個別の指導計画

設校訪問
や指導力向上に向けた指導や助 ※「特別支援教育セミナー」や「特別 □年間指導計画

言に当たる 支援学級スキルアップ授業研修」と

（特別支援教育担当指導主事） 併せて実施することもできる

各教科等や特別支援教育の指 ・対象となる教科等や特別支援教育の □指導案

導の在り方について，「学校教 経営説明及び授業提示，教科等研修 □訪問当日の日程

育の指針」等に照らして指導や 会を行うこと □当該教科等の年

助言に当たる ・教科等における自校の共通実践事項 間指導計画

(教科等担当／特別支援教育担 の取組について説明すること □道徳教育全体計

教科等 当指導主事) ・地域との連携に関する助言等を行う 画の別葉（道徳

訪問 ために，社会教育主事が同行する場 科）

合がある □個別の指導計画

※特別支援教育の訪問については「特 （特別支援教育）

別支援教育セミナー」や「特別支援

学級スキルアップ授業研修」と併せ

て実施することもできる

中堅教諭 中堅教諭等資質向上研修修了 ・対象となる教員の授業提示及び教科 □教科等訪問に準

等資質向 者に対しては修了後２年以内に 等研修会を行うこと ずる

上研修・ 初任者研修修了者に対しては修 ※令和２年度の中堅研事務所研修Ⅱの

初任者研 了次年度に，授業等への指導や 際に授業を提示した教員，中堅研及

修修了者 助言に当たる び初任研の当該年度に，指導主事訪

訪問 （教科等担当指導主事） 問の際に授業を提示した教員は除く

※送付資料はＰＤＦファイルにして，訪問する指導主事のメールアドレス宛てに，訪問日の１週間前ま

でに送付すること。ただし，次の資料については個人情報が含まれるため，電子メールでの送付を不

可とし，訪問する指導主事の私宅宛てに送付すること。

・「児童生徒支援加配校訪問」「生徒指導訪問」の個人情報が含まれる資料

・「特別支援学級新設校訪問」「教科等訪問特別支援教育」の送付資料

,

,
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(3) 学力向上推進班・チームによる学校訪問（詳しくは，同班・チームによる学校訪問実施要項を参照のこと)

※旅費は県教育委員会が負担

形 態 内 容（訪 問 者） 留 意 点 送 付 資 料

要請訪問Ａ 各学校の研修計画に基づく要請 ・次の二つの内容について指 ①を希望する場合

(国語，算数･ に応じ，指導や助言に当たる 導や助言が可能である □研究計画

数学, 理科, (＊１「推進チーム」指導主事等） ①授業改善の推進 □指導案（本時の指導

外国語活動･ ②テーマ研究（自校の研究 の実際が分かる略案

外国語) 主題等）の支援 も可とするが単元の

要請訪問Ｂ １年間を通して，継続的に学力 ・①を中心とするが，①，② 全体計画が分かる資

(国語，算数･ 向上に向けた授業研修を希望する の両方を希望する場合は， 料を添付すること）

数学, 理科, 各学校の要請に応じ，指導や助言 学校訪問担当者にその旨を □訪問当日の日程

外国語活動･ に当たる 連絡すること

外国語) (＊２「推進班」指導主事) ・要請訪問Ｂは，年２回程度 ①，②を希望する場合

本県で認定している教科指導Ｃ の訪問を行う 上記のものに加えて

Ｔ（前任者も含む）による授業提 ・要請訪問Ｂの訪問期日につ □研究実践の概要
要請訪問Ｃ

示等を希望する各市町村や各地区 いては推進班が必要に応じ □成果と課題
(国語，算数･

の教育研究会等の要請に応じ，指 て各学校と協議の上，決定
数学)

導や助言に当たる する

(＊１「推進チーム」指導主事等)

＊１「推進チーム」…義務教育課，各教育事務所・出張所，高校教育課，総合教育センターの国語，算

数・数学，理科，外国語担当の指導主事等

＊２「推 進 班」…義務教育課学力向上推進班

(4) 特別支援教育（詳しくは「特別支援教育の研修案内」を参照のこと）

※旅費は県教育委員会が負担

形 態 内 容（訪 問 者） 留 意 点 送 付 資 料

担当教員の実践的指導力の向上 ・対象学級の授業提示を行う □実施計画書

や校内支援体制の充実に向けた指 ・セミナーの目的が達成でき □指導案
特別支援教育

導や助言に当たる るよう日程及び内容につい □個別の指導計画
セミナー

（特別支援教育担当指導主事等) て十分に工夫すること □特別支援教育の

年間計画

知的障害及び自閉症・情緒障害 ・２回（事前の学習指導案検 □実施計画書

特別支援学級
特別支援学級担任として１年以上 討と授業提示）の訪問を行 □指導案

スキルアップ
の経験がある担当教員の授業力向 う □個別の指導計画

授業研修
上に向けた指導や助言に当たる ・学習指導案検討と授業提示

（特別支援教育担当指導主事等) は可能な限り２週間以上空

けること

対象児童生徒への支援や担任と ・授業参観を日程に組み込む □実施計画書

特別支援教育 支援員との連携の在り方について こと □個別の指導計画

支援員配置校 指導や助言に当たる ・特別支援教育支援員と学級 □指導支援表（研

研修 （特別支援教育担当指導主事又は 担任との個別協議をできる 修希望校に様式

特別支援教育アドバイザー) 限り設定すること を送付）

(5) 要請訪問

1※旅費は市町村教育委員会又は研究団体等が負担

内 容 ( 訪 問 者 ) 留 意 点 送 付 資 料

・自校の研修計画に基づく必要性を明確にし， □指導案

各学校，県・市町村・地区研究 訪問の要請をすること □訪問当日の日程

団体等が開催する研究会等の要請 ・教科等に関わる授業研究会や実技研修の設定 □研究団体の研究主

に応じ，指導や助言に当たる も可能である 題等

（教科等担当／生徒指導担当／特 ・県・市町村・地区研究団体等の研究会への要 □その他学校で準備

別支援教育担当指導主事) 請は当該研究団体が南教育事務所長に申請す する資料

ること
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６ 研究指定校・大会・研究会等一覧

１ 研究指定校等

事 業 名 指定団体 学校名（教科等） 期 間 担当課

いのちの教育あったかエリア事業 秋田県教育委員会 高梨小，横堀小，仙北中 令和３年度 義務教育課

拠点校・協力校英語授業改善事業 秋田県教育委員会 西馬音内小，羽後中 令和３年度 高校教育課

ＩＣＴを活用した授業改善支援事業 秋田県教育委員会 湯沢西小，横手南中
令和３年度

義務教育課
～令和５年度

教育課程実践検証協力校事業 秋田県教育委員会 湯沢北中（保健・体育） 令和３年度 義務教育課

２ 大会・研究会等

月 日 曜 大 会 等 名 主 催 者

９ ７ 火 湯沢雄勝小・中学校教育研究会運営協議会一斉研究会（２類） 湯沢雄勝小・中学校教育研究会運営協議会

27 水 羽後町教育振興協議会授業研究会 羽後町教育振興協議会

10 28 木 大曲仙北教育研究会秋季研究会（Ｂ団体） 大曲仙北教育研究会

29 金 横手市「言語活動の充実による学力向上推進事業」公開研究会 横手市教育委員会

11
８ 月 仙北市教育研究大会 仙北市教育委員会

17 水 湯沢市公開研究会 湯沢市教育委員会

７ 事 業 一 覧

月 日 曜 事 業 名 対 象 会 場 所 管

９ 金 秋田県公立小・中学校長等連絡協議会 小・中学校長 浅舞公民館
義務教育課

南教育事務所

中堅教諭等資質向上研修校長等連絡協議 市町村教育委員会，関
浅舞公民館 南教育事務所

会 係小・中学校管理職

19 月
初任者研修校長等連絡協議会兼第１回指

市町村教育委員会，関

４
導教員研修会

係小・中学校管理職・ 浅舞公民館 南教育事務所

指導教員

26 月
小・中・高等学校学校体育担当者連絡協 小・中・高等学校体育

浅舞公民館 保健体育課
議会 担当者教諭等

27 火 特別支援教育支援員研修会
小・中学校特別支援教

浅舞公民館 特別支援教育課
育支援員

14 金 教科指導ＣＴ連絡協議会
小・中学校教科指導Ｃ

浅舞公民館 南教育事務所

５
Ｔ

24 月 「確かな学力」向上推進協議会Ⅰ
小・中学校の研究推進

浅舞公民館 南教育事務所
の中核となる教員
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月 日 曜 事 業 名 対 象 会 場 所 管

３ 木 食物アレルギー対応研修会
幼保認・小・中・高・

浅舞公民館 保健体育課
特別支援学校教員等

６ 10 木 小・中学校講師
美郷町公民館，南ふ

南教育事務所県南地区講師研修会
れあい館

23 水 初任者研修事務所研修Ⅰ 小・中学校初任者
美郷町公民館，南ふ

南教育事務所
れあい館

１ 木 秋田県生徒指導推進会議
関係機関，小・中学校

浅舞公民館 義務教育課

７
教員，保護者等

15 木 心の健康づくり相談会 小・中学校教員 浅舞公民館 保健体育課

28 水 初任者研修ＰＡ研修 小・中学校初任者 保呂羽山少年自然の家 南教育事務所

幼保認・小・中・高・ オンライン開催

２ 月 特別支援教育かがやきミーティング 特別支援学校教員，保 (Cisco Webex Meetings 南教育事務所

護者等 のビデオ会議システム使用）

３ 火 就学前・小学校南地区合同研修会 幼保認・小学校教員等
羽後町文化交流施設

南教育事務所
美里音

５ 木 小・中学校教員
浅舞公民館・平鹿体育

８
小・中学校教育課程研究協議会

館，十文字コミュニティ 義務教育課

６ 金
※「体育，保健体育部会」は「体育・保

小・中学校長・教員
センター，大曲中央公民 保健体育課

健体育指導者研修会」を兼ねる。 館・交流センター

17 火
特別支援教育コーディネーター地区別連 小・中学校特別支援教

浅舞公民館 南教育事務所
携協議会 育コーディネーター

19 木 中堅教諭等資質向上研修事務所研修Ⅰ
小・中学校中堅教諭等

浅舞公民館 南教育事務所
資質向上研修教員

９ 28 火
中堅教諭等資質向上研修事務所研修Ⅱ 小・中学校中堅教諭等

研修協力校 南教育事務所
（教科指導等研修） 資質向上研修教員

10 19 火 第２回初任者研修指導教員研修会
市町村教育委員会，指 美郷町公民館，南ふ

南教育事務所
導教員 れあい館

12 15 水 初任者研修事務所研修Ⅱ 小・中学校初任者
美郷町公民館，南ふ

南教育事務所
れあい館

１ 21 金 「確かな学力」向上推進協議会Ⅱ
小・中学校の研究推進

浅舞公民館 南教育事務所
の中核となる教員

教科（中学校数学科）指導力向上研修会 中学校教員 湯沢市立山田中学校
９ 22 水

教科（中学校道徳科）指導力向上研修会 中学校教員 橫手市立十文字中学校

教科（小学校国語科）指導力向上研修会 小学校教員 湯沢市立湯沢西小学校
南教育事務所10 15 金

教科（小学校算数科）指導力向上研修会 小学校教員 橫手市立横手北小学校

10 22 金 教科（小学校道徳科）指導力向上研修会 小学校教員 湯沢市立雄勝小学校

11 12 金 教科（中学校国語科）指導力向上研修会 中学校教員 美郷町立美郷中学校



○各市町村の重点・施策等に対する評価

等が記載される「南の社会教育推進プ

ラン」を活用し，市町村生涯学習・社

会教育行政計画の各重点と施策の成果

及び課題，方向性を明確にする。

○生涯学習・社会教育計画の評価システ

ムの整備・確立により，ＰＤＣＡサイ

クルが機能した運用を推進する。

生涯学習・社会教育計画の策定と評価

○社会の変化や地域の課題に対応した社

会教育を推進できるよう，研究大会や

研修会等への参加を通して専門性を高

める。

○各市町村の社会教育主事等の計画的な

養成と配置を促進する。

社会教育関係職員の養成・資質向上

学習機会の拡充と成果の活用

○「子どもの読書活動推進計画」に位置

付けられた各重点や施策の効果的な運

用を推進する。

○読書関連イベントや研修の機会を通し

て，特に幼少期からの読書活動を推進

するとともに，図書ボランティアの活

用により読書環境の整備・充実を図る。

読書活動の推進

○年２回の訪問を通して，各市町村にお
ける生涯学習・社会教育の推進体制等
に対する情報提供や助言を行う。

・国や県の補助事業及び市町村主催事

業の円滑な運営に向けた情報交換

・「南の社会教育推進プラン」を活用

した改善策や連携・協働の在り方

○各市町村や社会教育施設，各種団体等
の要請により訪問し，情報提供や助言
を行う。

・生涯学習・社会教育計画の策定及び
評価

・「コミュニティ・スクール」と「地
域学校協働活動」の一体的な運営
・生涯学習・社会教育関係職員及び各
種委員の研修等の実施
・市町村が所管する各種事業への訪問

市町村との協議に係る訪問 要請訪問・事業訪問

○住民のニーズやライフステージに応じ

た学習内容の充実と，今日的な課題や

地域課題に対応した学びの機会を拡充

する。

○学習者が学んだ成果を生かす機会と場

を創出するとともに，地域人材の活用

を図ることができるネットワークづく

りを推進する。

Ⅲ 社会教育 「南の社会教育の重点」

１ 推進体制の整備 ２ 学習への支援
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○地域住民等が参画することで，地域全

体で未来を担う子どもたちの成長を支

え，地域を創生する「地域学校協働活

動」の実施体制づくりを推進する。

・地域学校協働本部の設置

・地域学校協働活動推進員（地域コー

ディネーター）の配置

地域学校協働活動の活性化

○家庭教育支援チームのサポーター及び

リーダー養成等の研修機会の提供を通

して，学校・家庭・地域が一体となっ

た家庭教育支援の仕組みをつくる。

○多様化する子育ての課題に対応した，

学習機会の拡充と相談体制の充実を図

る。

家庭教育支援の活性化

○豊かな自然環境や教育施設等のもつ機

能を活用し，多様な体験活動の充実を

図る。

○芸術・文化の拠点として博物館・美術

館等を活用し，優れた芸術・文化に触

れる機会を創出する。

体験活動を推進するために

○読書関連イベント（ビブリオバトル等）

の開催や，読書に親しむ時間の奨励に

よって，多様な読書活動の充実を図る。

○地域ボランティアや公立図書館等と連

携し，学校図書館の整備・機能の充実

を図る。

○「社会に開かれた教育課程」の実現を

支える二つの制度についての情報提供

等の支援を行う。

・学校運営協議会（コミュニティ・ス

クール）

・地域学校協働本部

読書活動を推進するために

「社会に開かれた教育課程」

を実現するために

情報の集約と提供

○各市町村や学校，及び各種団体等と

の連携を密にし，地域の教育力を活

用した各事業及び住民の学習活動等

の情報を収集し，提供する。

・「学校と地域の連携・協働」に向

けた実践についての情報提供

・「家庭教育講座」の情報提供

・社会教育通信「紡ぐ」の発行

※南のＷｅｂページに掲載

３ 学校・家庭・地域の連携・協働

学校教育へのアプローチ
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事 業 一 覧
１ 推進体制の整備

事 業 名 趣 旨 主 な 内 容

市町村との協 南管内市町村の生涯学習・社会教育にお ○「南の社会教育推進プラン」を活用した

議に係る訪問 ける推進体制の充実を図る。 市町村支援

・年２回（４月，10月・11月）

社会教育主事 社会教育主事等の計画的な養成によって ○社会教育主事講習に係る情報提供と受講

有資格者養成 生涯学習・社会教育の充実を図る。 手続き

事業 ・弘前大学（北東北地域）

・国立教育政策研究所社会教育実践研究

センター

２ 学習への支援

事 業 名 趣 旨 主 な 内 容

子どもの読書 子どもの発達段階に応じた効果的な読書 ○中学生・高校生の読書習慣形成

習慣形成推進 活動を推進する取組の実施や，読書への関 ・ビブリオバトル中学生・高校生大会

事業 心を高める取組を充実させることにより，

読書習慣の形成を図る。

あきた県庁出 県職員が県民の要請に応じた情報を提供 ○出前講座の実施

前講座 することによって，学びの機会の充実を図 ・「地域学校協働活動とコミュニティ・

る。 スクールについて」

・「家庭教育の充実」

・「大人が支える！インターネットセーフ

ティ」

秋田型教育留 県外の児童生徒が秋田県の探究型授業や ○夏休み，冬休みを利用した短期間のプロ

学推進事業 体験活動等を目的に来県する教育留学を推 グラムの実施

進することで，関係・交流人口の増加につ ・短期チャレンジ留学（仙北市）

なげる。

生涯学習・社 生涯学習・社会教育関係職員に求められ ○市町村新任職員研修

会教育関係職 る，知識・技能や優れた実践事例を学び， ・５月13日（木）

員研修 専門職員としての資質・能力を高める。ま ○市町村職員専門研修

た，市町村の生涯学習・社会教育に携わる ①６月16日（水） ②10月６日（水）

人材に対し，研修を実施することにより， ○公民館等職員専門研修

その資質・能力を高める。 ①７月16日（金） ②10月６日（水）

○生涯学習・社会教育研究大会

・11月12日（金）

※会場はすべて県生涯学習センター

文化芸術によ 一流の文化芸術団体による実演芸術の巡 ○巡回公演事業

る子供育成総 回公演を行うことや，個人又は少人数の芸 ・合唱，オーケストラ，ミュージカル，

合事業 術家を派遣することにより，子どもたちの 能楽，児童劇，邦楽，邦舞

豊かな創造力・想像力・思考力・コミュニ ○芸術家の派遣事業

ケーション能力などを養うとともに，将来 ・演劇，美術，生活文化

の芸術家や観客層を育成し，優れた文化芸

術の創造に資する。
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３ 学校・家庭・地域の連携・協働

事 業 名 趣 旨 主 な 内 容

秋田県青少年 青少年に対し，優れた舞台芸術の鑑賞 ○優れた舞台芸術を鑑賞する機会の提供

劇場 機会を提供することにより，豊かな情操 ・ミニコンサート

の涵養を図るとともに健全な成長に資す ・演劇公演

る。

学校・家庭・ 各市町村が，地域全体で未来を担う子 ○連携協議会

地域連携総合 どもたちの成長を支えるため，学校と地 ①６月４日（金）〈県生涯学習センター〉

推進事業 域の連携・協働による「地域学校協働本 ②２月２日（水）〈 〃 〉

部」を設置し，地域学校協働活動推進員 ○地域学校協働活動推進員・地域連携担当教

等のコーディネートの下，多様かつ継続 職員等研修会

的な活動が展開される「地域学校協働活 ①６月30日（水）〈県生涯学習センター〉

動」を推進する。 ②７月30日（金）〈県南：近代美術館〉

○県南地区放課後支援者研修会

①６月９日（水）〈十文字コミュニティセ

ンター〉

②６月16日（水）〈大曲交流センター〉

○家庭教育支援指導者等研修

①６月10日（木）〈県生涯学習センター〉

②７月15日（木）〈 〃 〉

③９月15日（水）〈 〃 〉

④11月25日（木）〈 〃 〉

大人が支える！ 社会全体で子どもをインターネットに ○ネットパトロール

インターネット よる有害情報やトラブル等から守り，イ ○県庁出前講座

セーフティ推進 ンターネットを健全に利用できるよう， ○うまホキャンプ（ネット依存対策）

事業 安全で安心な利用環境を整えるインター

ネットセーフティを推進する。

４ 南教育事務所所管事業

期 日 事 業 名 会 場

４月下旬 市町村との協議に係る訪問① 各市町村施設

学校・家庭・地域連携総合推進事業
６月９日（水） 十文字コミュニティセンター

県南地区放課後支援者研修会①

６月16日（水）
学校・家庭・地域連携総合推進事業

大曲交流センター
県南地区放課後支援者研修会②

７月28日（水） 初任者研修ＰＡ研修 保呂羽山少年自然の家

10月23日（土） ビブリオバトル大仙大会（中学生・高校生） 大曲交流センター

10月24日（日） ビブリオバトル横手大会（中学生・高校生） 横手市Ｙ２ぷらざ

10月31日（日） ビブリオバトル湯沢大会（中学生・高校生） 湯沢市役所

10月，11月 市町村との協議に係る訪問② 各市町村施設
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職 名 氏 名 事 務 分 掌

所 長 加 藤 勝 則 ○総 括
か とう かつ のり

出 張 所 長 栗 谷 川 学 ○仙 北 出 張 所 総 括
くり や がわ まなぶ

出 張 所 長 大 沼 一 義 ○雄 勝 出 張 所 総 括
おお ぬま かず よし

副 所 長 久 米 保 ○総 括 補 佐
く め たもつ

所 属 職 名 氏 名 事 務 分 掌

副 所 長
（兼） 久 米 保 ○総務総括，公印の管理，文書事務，庶務一般

く め たもつ

南教育 班 長
事務所

○事業費・運営費の予算執行，服務・給与・旅費，副 主 幹 高 村 知恵子
福利厚生事務，物品取扱員

たか むら ち え こ

所 属 職 名 氏 名 事 務 分 掌

主任管理主事
（兼） 公 地 望 ○管理事務の総括

こう ち のぞむ

南教育 班 長
事務所

管 理 主 事 畑 克 弘 ○横手地区の管理事務
はた かつ ひろ

仙 北
副 主 幹

出張所 （兼） 和 田 英 範 ○大仙仙北地区の管理事務
わ だ ひで のり

班 長

雄 勝 副 主 幹

出張所 （兼） 佐 藤 宏 紀 ○湯沢雄勝地区の管理事務
さ とう ひろ き

班 長

所 属 職 名 氏 名 担 当 事 務

○幼保推進の総括

副 主 幹
○市町村等指導監査及び幼保連携型認定こども園

田 村 憲 指導監査の総括

た むら けん

南
○幼保推進関係の事業全般に関する業務の総括

○就学前教育の総括教

主任指導主事 斉 藤 丈 彦 ○幼保推進関係の事業の総括
さい とう たけ ひこ

・就学前・小学校南地区合同研修会 ・認定こども園サポート事業
育

・わか杉っ子！育ちと学びステップアップ事業

○就学前教育に係る指導
事

指 導 主 事 石 山 潤 ○幼保推進関係の事業に関する業務いし やま じゅん

・就学前・小学校南地区合同研修会 ・認定こども園サポート事業

務
・わか杉っ子！育ちと学びステップアップ事業

○幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園等訪

所
幼 保 指 導 員 伊 藤 トシ子

問指導，各種団体への支援

い とう と し こ

○幼保連携型認定こども園指導監査に関する業務
○幼保推進関係の事業全般に関する業務幼 保 指 導 員 柴 田 久美子

しば た く み こ

総 務

管 理

幼 保 推 進

南教育事務所事務分掌一覧
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所属 職名・氏名 担 当 事 務

主任社会教育主事
○社会教育の総括 ○市町村訪問 ○社会教育施設（兼）班長
○社会教育主事講習 ○学芸振興 ○各種表彰南 照 井 幸 誠

てる い こう せい

社会教育主事 ○社会教育団体 ○家庭教育 ○読書活動
教

織 田 正 典 ○体験活動 ○各種所管事業
お だ まさ のり

育 社会教育主事 ○学校・家庭・地域の連携・協働 ○放課後こども教室

湯野澤 兄 一 ○あきた県庁出前講座（子育て講座，インターネットセーフティ）
ゆ の さ わ けい いち

事

社会教育主事

三 浦 洋 平
仙北市派遣（仙北市教育委員会 生涯学習課）み うら よう へい

務

社会教育 ○社会教育全般への助言
所 アドバイザー

○社会教育活動の促進，家庭教育の支援に関する情報の収集・提供
小笠原 重 夫 ○学校と地域が協力して行う教育活動に関わる助言
お がさわら しげ お

所属 職名・氏名 学校訪問担当 担 当 事 務

主任指導主事 ○指導の総括 ○学校教育指導計画
（兼）班長 ○指導主事派遣 ○指定校公募

小 西 力 ○学校訪問指導 ○各種研修会派遣
こ にし ちから

算 数，数 学
○指導庶務一般 ○秋田県公立小・中学校長等連絡協議会

指導主事
特別活動

○教科（算数）指導力向上研修会 ○学力向上支援事業

南

赤 川 渉
少人数学習

・小・中学校教育課程研究協議会 ・少人数学習推進事業 ・「南の要覧」編集
あか がわ わたる

・全国学力・学習状況調査

教

指導主事
理 科 ○「確かな学力」向上推進協議会Ⅰ ○県学習状況調査事業

長 﨑 晋
生 活 ・中堅教諭等資質向上研修 ・「確かな学力」向上推進協議会Ⅱ ・環境教育 ・情報教育なが さき しん

総合的な学習の時間 ・ＩＣＴを活用した授業改善支援事業 ・諸講習・諸講座一括選定

育

指導主事

○保健体育関係全般 ○体育・保健体育指導者研修会

体育，保健体育
○心の健康づくり相談会 ○教科（中学校道徳科）指導力向上研修会

事 村田 留美子 道 徳
○教育課程実践検証協力校事業むら た る み こ

務

・県南地区講師研修会 ・いのちの教育あったかエリア事業 ・「南の要覧」編集

・防災教育 ・総合教育センター関係 ・実践的指導力習得研修 ・学校訪問計画

所
指導主事 外国語，外国語活動

○教科指導ＣＴ連絡協議会 ○拠点校・協力校英語授業改善事業

道 徳
○国際理解教育

伊 藤 文 子
・初任者研修 ・キャリア教育・進路指導 ・学校図書館教育 ・教育課程編成状況調査

い とう ふみ こ

○特別支援教育関係全般 ○「南の要覧」編集
指導主事

特別支援教育 ○特別支援教育コーディネーター地区別連携協議会
大 川 康 博

・特別支援教育かがやきミーティング ・専門家・支援チーム

おお かわ やす ひろ

指導主事 ○生徒指導関係全般 ○秋田県生徒指導推進会議

佐々木 勝利
生徒指導

・心の健康づくり相談会 ・体育・保健体育指導者研修会 ・情報教育 ・人権教育
さ さ き かつとし

社 会 教 育

指 導
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所属 職名・氏名 学校訪問担当 担 当 事 務

○指導庶務一般 ○小・中学校教育課程研究協議会
指導主事 国 語 ○教科（中学校国語）指導力向上研修会 ○学校図書館教育

山 口 晃 正 特別活動 ・秋田県公立小・中学校長等連絡協議会 ・「確かな学力」向上推進協議会Ⅰ・Ⅱ
やま ぐち こう しょう

・「南の要覧」編集 ・全国学力・学習状況調査 ・学力向上支援事業

指導主事
○特別支援教育かがやきミーティング仙

朝 倉 紀 子
特別支援教育 ・県南地区講師研修会 ・特別支援教育コーディネーター地区別連携協議会あさ くら のり こ

・専門家・支援チーム ・「南の要覧」編集北

指導主事
理 科 ○初任者研修 ○環境教育

物 部 長 秀
生 活 ・教科指導ＣＴ連絡協議会 ・キャリア教育・進路指導 ・諸講習・諸講座一括選定もの のべ なが ひで

出
総合的な学習の時間 ・学校訪問計画

算 数，数 学

○「確かな学力」向上推進協議会Ⅱ ○少人数学習推進事業張

指導主事
特別活動

○教科（数学）指導力向上研修会

小田長 早苗
少人数学習

・「確かな学力」向上推進協議会 ・小・中学校教育課程研究協議会 ・情報教育お だ なが さ なえ

所
・中堅教諭等資質向上研修 ・拠点校・協力校英語授業改善事業 ・実践的指導力習得研修

・教育課程実践検証協力校事業 ・ＩＣＴを活用した授業改善支援事業 ・国際理解教育

○いのちの教育あったかエリア事業 ○防災教育 ○人権教育
指導主事 社 会

・生徒指導関係 ・秋田県生徒指導推進会議 ・心の健康づくり相談会
道 徳

・総合教育センター関係 ・教育課程編成状況調査 ・県学習状況調査事業

たか はし ゆう き

○指導庶務一般 ○実践的指導力習得研修 ○学校訪問計画

指導主事 音 楽 ○教育課程編成状況調査

住 吉 聡 子 特別活動 ・秋田県公立小・中学校長等連絡協議会 ・教科指導ＣＴ連絡協議会
すみ よし さと こ

・小・中学校教育課程研究協議会 ・「南の要覧」編集

雄

○中堅教諭等資質向上研修 ○県南地区講師研修会

指導主事 国 語 ○教科（小学校国語）指導力向上研修会 ○全国学力・学習状況調査

勝
小 坂 浩 一 道 徳 ・拠点校・協力校英語授業改善事業 ・少人数学習推進事業 ・防災教育 ・国際理解教育
こ さか こう いち

・学校図書館教育

出
指導主事

○専門家・支援チーム

伊 藤 優 子
特別支援教育 ・県南地区講師研修会 ・特別支援教育かがやきミーティングい とう ゆう こ

張
・特別支援教育コーディネーター地区別連携協議会 ・「南の要覧」編集

指導主事

○ＩＣＴを活用した授業改善支援事業 ○情報教育

所 阿 部 広 美

○諸講習・諸講座一括選定
あ べ ひろ み

家庭，技術･家庭

・生徒指導関係 ・「確かな学力」向上推進協議会Ⅰ・Ⅱ ・秋田県生徒指導推進会議総合的な学習の時間

・心の健康づくり相談会 ・環境教育 ・人権教育

○教科（小学校道徳科）指導力向上研修会 ○キャリア教育・進路指導

指導主事 図画工作，美術 ○総合教育センター関係

髙 橋 聖 子 道 徳 ・初任者研修 ・いのちの教育あったかエリア事業 ・教育課程実践検証協力校事業
たか はし せい こ

・県学習状況調査事業 ・学力向上支援事業 ・学校訪問計画

所属 職名・ 氏名 担 当 事 務

南 スクールソーシャルワーカー
教

（SSW）
○不登校やいじめ，暴力行為，児童虐待，経済的な困窮など深刻な問題を抱える家

育
小田島 容 子

庭の保護者や子どもへの支援お だ しま よう こ

事 ○本人や家族の対応能力向上のための指導・助言
務 鎌 田 明 子 ○関係機関との調整・連携による，子どもを取り巻く環境の改善 等

かま だ あき こ

所

担 当 事 務

○カウンセリング，研修・講話，突発的事案への緊急支援

○カウンセリングに関する教職員，保護者への指導・助言 等

広 域 カ ウン セ ラー

スクールソーシャルワーカー
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１ 諸講習・諸講座等の申込手続及び欠席・変更手続

(1) 総合教育センター研修講座（Ａ，Ｂ，Ｃ講座）の場合

(2) 諸講習・諸講座の場合

① 申込手続
「研修講座情報システム」（以下「システム」と表記）に入力後「受講申込者名簿（様式１－１，

１－２，１－３）」をＰＤＦファイルにし，次のように電子メールで提出する。

② 追加申込手続
事前に管理職から総合教育センターの各研修講座の担当に連絡の上，「追加受講申込者名簿（様

式２）」をＰＤＦファイルにし，当該講座の２週間前までに次のように電子メールで提出する。

③ 欠席・変更手続
事前に管理職から総合教育センターの各研修講座担当に連絡の上，「欠席届（様式３）」または

「Ｂ講座受講者変更届（様式４）」をＰＤＦファイルにし，②追加申込手続と同様に電子メールで
提出する。

諸用紙は，〔総合教育センターホームページ〕からダウンロードする。

市町村立小・中学校長

南教育事務所長
E-mail：minamikyouikujimusho@pref.akita.lg.jp

総合教育センター所長
E-mail：kouza@akita-c.ed.jp

市町村立小・中学校長

市町村教育委員会教育長南教育事務所長 総合教育センター所長

市町村教育委員会教育長
（ｐ39に掲載したＥメールアドレスに送付）

・申込者がいない場合も，上記①のように手続を行う。

・県立中学校においては，南教育事務所長及び総合教育センター所長宛てに電子メールで提出する。

・幼稚園・保育所・認定こども園等においては，受講申込者名簿（幼稚園・保育所・認定こども園等
用）に必要事項を記入してＰＤＦファイルにし，総合教育センター所長と教育庁幼保推進課長に電

子メールで提出する。

○ 欠席・変更手続
事前に管理職から南教育事務所主任指導主事又は担当指導主事に連絡の上，「欠席届」又は「受

講者変更届」をＰＤＦファイルにし，次のように電子メールで提出する。

※１ 次のア～クは教育庁保健体育課長，ケは教育庁特別支援教育課長宛てにも，ＰＤＦファイルを
電子メールで提出する。
保健体育課長 E-mail：hokentaiikuka@pref.akita.lg.jp
特別支援教育課長 E-mail：tokubetu@pref.akita.lg.jp

※２ 各講習・講座において欠席・変更手続が示されている場合は，それに従う。
※３ 県立中学校においては，南教育事務所長宛てにＰＤＦファイルを電子メールで提出する。

諸用紙は，〔美の国あきたネット〕＞〔トップ ■調べる 部署別〕＞〔教育庁〕＞〔南教育事務所〕からダウンロードする。

ア 学校体育担当者連絡協議会 イ 「性に関する指導」指導者研修会 ウ 交通安全指導者研修会
エ 心の健康づくり相談会 オ 災害安全指導者研修会 カ 薬物乱用防止教育研修会
キ がん教育指導者研修会 ク 生活安全指導者研修会
ケ 新任特別支援教育コーディネーター研修会

市町村立小・中学校長

南教育事務所長 市町村教育委員会教育長

諸 資 料

https://www.akita-c.ed.jp/
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/minakyo


 (1) 市町村教育委員会
電話番号 FAX番号

〒014-8601 0187-63-1111 0187-63-7131

大曲上栄町2-16

0187-43-3382 0187-47-2244

〒019-1541 ＊0187-84-4914 0187-85-3102

土崎字上野乙170-10

〒013-8601 ＊0182-35-2123 0182-32-4034

条里一丁目1-64

〒012-8501 ＊0183-73-2162 0183-72-8515

佐竹町1-1

〒012-1131 0183-62-2111 0183-62-3334

西馬音内字中野177

〒019-0801 ＊0182-47-3415 0182-47-2119

田子内字仙人下30-1

 (2) 保育所所管課
電話番号 FAX番号

〒014-8601 0187-63-1111 0187-63-8811

大曲花園町1-1

〒014-0392 ＊0187-43-2280 0187-54-1117

角館町中菅沢81-8

〒019-1541 ＊0187-84-4914 0187-85-3102

土崎字上野乙170-10

〒013-8601 ＊0182-35-2133 0182-32-9709

中央町8-2

〒012-8501 ＊0183-78-0166 0183-72-8301

佐竹町1-1

〒012-1131 0183-62-2111 0183-62-2120

西馬音内字中野177

〒019-0801 ＊0182-47-3405 0182-47-3360

田子内字仙人下30-1

 (3) 生涯学習・社会教育主管課
電話番号 FAX番号

〒014-8601 0187-63-1111 0187-63-7131

大曲上栄町2-16

〒014-0592 ＊0187-43-3383 0187-47-2244

西木町上荒井字古堀田47

〒019-1234 ＊0187-84-4915 0187-83-2451

飯詰字北中島37-1

〒013-8601 ＊0182-35-2254 0182-32-4655

条里一丁目1-64

〒012-8501 ＊0183-73-2163 0183-72-8515

佐竹町1-1

〒012-1131 0183-62-2111 0183-62-3334

西馬音内字中野177

〒019-0801 ＊0182-47-3415 0182-47-2119

田子内字仙人下30-1

２　市町村教育委員会，保育所所管課，生涯学習・社会教育主管課一覧

Ｅメールアドレス

kyouiku-gak@city.daisen.lg.jp

＊0187-43-3387（北浦教育文化研究所）

kygakko@city.semboku.akita.jp

kyoiku-su@town.akita-misato.lg.jp

kyoiku-shido@city.yokote.lg.jp

k-shido-gr@city.yuzawa.lg.jp

gakko@town-ugo.jp

kyouiku@vill.higashinaruse.lg.jp

＊は直通の電話番号

Ｅメールアドレス

 zidoukatei@city.daisen.lg.jp

kosodatesuishin@city.semboku.lg.jp

m-youjiso@town.akita-misato.lg.jp

kosodate@city.yokote.lg.jp

jido-gr@city.yuzawa.lg.jp

syafuku@town.ugo.lg.jp

minsei@vill.higashinaruse.lg.jp

＊は直通の電話番号

Ｅメールアドレス

kyouiku-syo@city.daisen.lg.jp

kysyogai@city.semboku.lg.jp

gakusyu@town.akita-misato.lg.jp

shogaigakushu@city.yokote.lg.jp

k-shakai-gr@city.yuzawa.lg.jp

syakyoiku@town.ugo.lg.jp

kyouiku@vill.higashinaruse.lg.jp
＊は直通の電話番号

市町村名 市町村教委名 教育長 所在地

大仙市 大仙市教育委員会 吉川　正一

仙北市 仙北市教育委員会 須田　　喬
〒014-0592
西木町上荒井字古堀田47

美郷町 美郷町教育委員会 福田　世喜

横手市 横手市教育委員会 伊藤　孝俊

湯沢市 湯沢市教育委員会 和田　隆彦

羽後町 羽後町教育委員会 大久保　聰

東成瀬村 東成瀬村教育委員会 鶴飼　　孝

市町村名 所管課名 所在地

大仙市 健康福祉部子ども支援課

仙北市 市民福祉部子育て推進課

美郷町 教育委員会教育推進課幼児総務班

横手市 子育て支援課

湯沢市 子ども未来課児童福祉班

羽後町 健康福祉課

東成瀬村 民生課

市町村名 主管課名 所在地

大仙市 教育委員会生涯学習課

仙北市 教育委員会生涯学習課

美郷町 教育委員会生涯学習課

横手市 教育委員会教育総務部生涯学習課

湯沢市 教育委員会生涯学習課

羽後町 教育委員会

東成瀬村 教育委員会

- ３９ -



  ①　認可保育所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※印は保育所型認定こども園

電話番号 ＦＡＸ番号

 〒014-1413 0187-65-2731 0187-73-5857

 角間川町字八幡前47

 〒014-0073 0187-68-2034 0187-73-5834

 内小友字仙北屋3-1

 〒014-0072 0187-68-3530 0187-73-5960

 大曲西根字小館218

 〒014-1412 0187-65-2825 0187-88-8839

 藤木字甲本藤木79-2

 〒014-0034 0187-62-3080 0187-62-8815

 大曲住吉町2-29

 〒014-0047 0187-63-2347 0187-73-5284

 大曲須和町一丁目3-53

 〒014-0034 0187-63-1314 0187-73-5105

 大曲住吉町2-62

 〒014-0002 0187-62-1029 0187-73-5338

 花館上町6-29

 〒014-0022 0187-63-7870 0187-73-5116

 大花町12-1-23

 〒014-0027 0187-63-5118 0187-73-6420

 大曲通町1-43

 〒019-2202 0187-87-7130 0187-87-7131

 大沢郷宿字山田178-1

 〒014-0711 0187-57-2313 0187-57-2831

 豊川字野田野2-1

 〒014-0063 0187-62-3529 0187-62-5021

 大曲日の出町一丁目35-45

 〒014-0102 0187-62-7530 0187-62-7530

 四ツ屋字下新谷地169-29

 〒014-0022 0187-73-7151 0187-73-7157 

 大花町3−46−9 

 〒014-0302 0187-54-1083 0187-54-1083

 角館町白岩上西野93-1

 〒014-0341 0187-53-2522 0187-53-2522

 角館町雲然田中437-2

 〒014-0346 0187-53-2404 0187-53-2404

 角館町川原羽黒堂324-1

  ②　幼保連携型認定こども園

電話番号 ＦＡＸ番号

 〒014-0053

 大曲花園町4-88

 〒014-0102 0187-66-1517 0187-73-5315

 四ツ屋字西下瀬159

３　管内幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園一覧

(1) 大仙仙北

Ｅメールアドレス

o-kakumagawa-11@cap.ocn.ne.jp

o-uchiotomo-02@cap.ocn.ne.jp

o-ookawanishine-01@cap.ocn.ne.jp

qqrc77gd@cap.ocn.ne.jp

o-nyuuji-05@cap.ocn.ne.jp

o-higashi-06@cap.ocn.ne.jp

o-minami-08@cap.ocn.ne.jp

o-hanadate-09@cap.ocn.ne.jp

o-kita-10@cap.ocn.ne.jp

oomagariekimae@oomagarihoikukai.jp

mituba@oozoradaisen.jp

nakasenhigashi@oozoradaisen.jp

daisenfamily@yahoo.co.jp

doremihoikuen@peach.plala.or.jp

omagari@kaede-gr.co.jp 

shiraho@city.semboku.akita.jp

nishiho@city.semboku.akita.jp

nakaho@city.semboku.akita.jp

Ｅメールアドレス

o-tyuuou-07@cap.ocn.ne.jp

o-yotsuya-04@cap.ocn.ne.jp

市町村名 番号 保育所名 設　置　者 保  育  所　所　在　地

1  角 間 川  保育園

2  内 小 友  保育園

3  大川西根  保育園

4  藤    木  保育園

5  大曲乳児  保育園

6  大 曲 東  保育園

7  大 曲 南  保育園

8  はなだて  保育園

9  大 曲 北  保育園

10  ※大曲駅前こども園

11  み つ ば　保育園
社会福祉法人　　
大空大仙

12  中 仙 東  保育園

13  日の出ベビー保育園
社会福祉法人

大仙ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ

14  ど れ み　保育園 個　　人

15  かえで保育園大曲 株式会社かえで

仙 北 市

16  白岩小百合保育園

仙　北　市17  角 館 西　保育園

18  中　　川　保育園

市町村名 番号 施設名 設　置　者 施　設　所　在　地

大 仙 市

1 大曲中央こども園
社会福祉法人
大曲保育会

①0187-62-1027
②0187-63-1382

0187-73-5201

2 四ツ屋　こども園

大 仙 市

社会福祉法人　　　　
大曲保育会

- ４０ -



  ②　幼保連携型認定こども園

電話番号 ＦＡＸ番号

 〒019-1701 0187-72-2148 0187-72-2720

 神宮寺字中瀬古川敷31-4

①0187-56-4128 0187-56-4307

②0187-56-4139

<みどり園> 〒014-0113 0187-69-2117 0187-69-2117

　　　　　 堀見内字藍野75-1

<わかば園> 〒014-0805 0187-63-1143 0187-63-1179

　　　　　 高梨字大嶋367

<のびのび園> 〒019-1601 0187-88-2110 0187-88-2116

　　　　　 太田町横沢字窪関南535-4

<すくすく園> 〒019-1601 0187-88-1659 0187-88-1659

　　　　　 太田町横沢字窪関南515-4

 〒019-1846 0187-73-1088 0187-73-1081

 南外字梨木田96-1

 〒019-2112 0187-75-1107 018-75-1207

 刈和野字川原田27-1

 〒019-2412 018-892-3426 018-892-3481

 協和荒川字下谷地53

 〒014-0368 0187-53-2918 0187-53-2919

 角館町中菅沢91-1

 〒014-1201 0187-43-1025 0187-43-3256

 田沢湖生保内字武蔵野117-263

 〒014-1114 0187-44-2502 0187-44-2931

 田沢湖神代字珍重屋敷89-3

 〒014-0515 0187-47-2525 0187-47-2323

 西木町門屋字六本杉2-1

 〒014-0602 0187-48-2345 0187-48-2525

 西木町桧木内字高屋137

 〒019-1541 0187-85-3115 0187-85-3116

 土崎字上野乙31

 〒019-1404 0187-84-0023 0187-84-0054

 六郷字作山13-7

 〒019-1234 0187-83-2100 0187-83-2226

 飯詰字糠渕4-1

電話番号 ＦＡＸ番号

 〒013-0033 0182-32-8817 0182-32-8847

 旭川二丁目2-26

 〒013-0023 0182-32-6075 0182-32-2043

 中央町6-14

 〒013-0043 0182-33-2755 0182-32-8069

 安田字谷地岸17

 〒019-0528 0182-42-3881 0182-42-3885

 十文字町字栄町19-1

Ｅメールアドレス

dakekko@oozoradaisen.jp

waiwai@oozoradaisen.jp

chibi-midori@oozoradaisen.jp

chibi-wakaba@oozoradaisen.jp

wanpaku-nobinobi@oozoradaisen.jp

wanpaku-sukusuku@oozoradaisen.jp

tukinoki@oozoradaisen.jp

nishisenaozora@oozoradaisen.jp

kyouwa@oozoradaisen.jp

kakuho@city.semboku.akita.jp

dashinoko@hanasakisemboku.or.jp

jindai@hanasakisemboku.or.jp

nikoniko@hanasakisemboku.or.jp

hinokinai@hanasakisemboku.or.jp

youzi-sh@town.misato.akita.jp

youzi-rg@town.misato.akita.jp

youzi-sn@town.misato.akita.jp

(2) 横　手

  ①　幼稚園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※印は幼稚園型認定こども園

Ｅメールアドレス

tsuchiya-youchien@blue.ocn.ne.jp

jyougu@email.plala.or.jp

jyougu_2@guitar.ocn.ne.jp

kohituji@cameo.plala.or.jp

市町村名 番号 施設名 設　置　者 施　設　所　在　地

3
すくすく

だけっこ園

4
なかせん

ワイワイらんど
 〒014-0207
 長野字新山131

5
せんぼく

ちびっこらんど

6
おおた

わんぱくランド

7 つきの木こども園

8
 西 仙

あおぞらこども園

9
 協 和

まほろばこども園

10 角  館  こども園 仙　北　市

11   だ し の こ 園

12 神  代  こども園

13 にこにここども園

14 ひのきないこども園

美 郷 町

15 千 畑 なかよし園

美　郷　町16 六 郷 わくわく園

17 仙 南 すこやか園

市町村名 番号 幼稚園名 設　置　者 幼　稚　園　所　在　地

1
※認定こども園

土屋幼稚園・保育園
学校法人　　　　　　

土屋幼稚園

2
 ※認定こども園
上宮第一幼稚園

学校法人                     
上宮学園

3
※認定こども園
上宮第二幼稚園

4
※認定こども園　　　

こひつじ
学校法人　　    　

こひつじ学園

大 仙 市
社会福祉法人　　　
大空大仙

仙 北 市
社会福祉法人
はなさき仙北

横 手 市

- ４１ -



  ②　認可保育所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※印は保育所型認定こども園

電話番号 ＦＡＸ番号

 〒019-0701 0182-45-4637 0182-45-2921

 増田町増田字七日町66

 〒019-0508 0182-42-1005 0182-42-4963

 十文字町十五野新田字増田道東93-4

 〒019-1108 0182-53-2172 0182-53-2172

 山内土渕字菅生37-7

 〒013-0018 0182-32-6025 0182-38-8783

 本町2-17

 〒013-0025 0182-32-5159 0182-32-8059

 寿町7-25

 〒013-0011 0182-33-1978 0182-33-1979

 城西町4-8

 〒013-0038 0182-32-7388 0182-32-8190

 前郷一番町4-4

 〒013-0051 0182-33-5924 0182-33-5960

 大屋新町字中野117-16

 〒013-0061 0182-36-1334 0182-36-1826

 横手町字五ノ口9

 〒013-0071 0182-36-1221 0182-23-9230

 八幡字上長田39番地1

 〒019-0509 0182-42-1055 0182-42-2288

 十文字町梨木字羽場下10-113

 〒013-0826 0182-38-2255 0182-38-2755

 黒川字館西661

 〒013-0074 0182-32-1616 0182-23-5220

 三本柳字寺田123-1

 〒013-0064 0182-38-8020 0182-36-5020

 赤坂字仁坂105-27

 〒013-0065 0182-23-8620 0182-23-8621

 横手市猪岡字沼下145-2

 〒013-0306 0182-23-7158 0182-23-7159

 横手市大雄字田村72番地

 〒013-0814 0182-37-2176 0182-37-3456

 金沢中野字青葉田18-1

 〒013-0001 0182-33-2522 0182-23-7411

 杉沢字吉沢382-5

 〒013-0105 0182-24-1148 0182-24-3745

 平鹿町浅舞字浅舞221-1

 〒013-0103 0182-24-0247 0182-24-0900

 平鹿町下鍋倉字下都43-1

 〒013-0104 0182-24-1305 0182-24-3310

 平鹿町樽見内字扇田65

 〒013-0102 0182-56-0155 0182-25-4033

 平鹿町醍醐字四ッ屋76

 〒013-0214 0182-23-6101 0182-23-6151

 雄物川町柏木字後田7

 〒013-0101 0182-24-3161 0182-24-3172

 平鹿町上吉田字田ノ植88

 〒019-0513 0182-23-7061 0182-23-7062

 十文字町植田字一ト市127-3

 〒013-0521 0182-26-3132 0182-38-8199

 大森町字大森293-1

 〒013-0502 0182-26-2133 0182-26-2133

 大森町袴形字南越前林1

Ｅメールアドレス

masuda-hoiku@city.yokote.lg.jp

mie-hoiku@city.yokote.lg.jp

sannai-hoiku@city.yokote.lg.jp

yokoyou@chive.ocn.ne.jp

yokote-mariaen-en@ab.auone-net.jp

asoka@w2.dion.ne.jp

meisyou@sea.plala.or.jp

shiraume@amail.plala.or.jp

soai.1334@vega.ocn.ne.jp

sowakai@juno.ocn.ne.jp

jyumonjihoikuen@sowakai.jp

nomeogam@khaki.plala.or.jp

tokiwa-baby@tulip.ocn.ne.jp

nyuuji@mutsumi.style

asahi@yokoteaisankai.jp

taiyu@yokoteaisankai.jp

kanezawa-hoiku@bird.ocn.ne.jp

miirino-hoikuen@amber.plala.or.jp

kanonkou@if-n.ne.jp

shimonabekura-h@fuga.ocn.ne.jp

taruho-38@beige.plala.or.jp

daiho@beige.plala.or.jp

omoho@camel.plala.or.jp

yoshida-ns@lemon.plala.or.jp

nishinomori@isshin-child.net

oomori-hoikuen.178@lapis.plala.or.jp

kawanishihoikuen@taupe.plala.or.jp

市町村名 番号 保育所名 設　置　者 保  育  所　所　在　地

1 ま す だ  保育園

横　手　市2 三    重  保育所

3 さんない  保育園

4 横    手  幼児園
社会福祉法人　　　　
山崎福祉会

5 横 手 マリア  園
社会福祉法人　　　　
秋田聖友会

6 ア ソ カ  保育園
社会福祉法人  　
アソカ福祉会

7 明    照  保育園
社会福祉法人　　　　
明照福祉会

8 白    梅  保育園
社会福祉法人　　　　
白梅保育園

9 相    愛  保育園

社会福祉法人　　　　　
相 和 会

10 和    光  保育園

11 十 文 字　保育園

12 常    盤  保育園
社会福祉法人　　　　
常盤保育園

13
 ときわ

ベビーハウス

14 むつみ乳児保育園
社会福祉法人　　　　
睦福祉会

15    旭     保育園
社会福祉法人　　　　
よこて愛燦会

16 たいゆう  保育園

17 金    沢  保育園
社会福祉法人　　　　
金沢保育園

18 みいりの  保育園
社会福祉法人　　　　
美入野福祉会

19 浅舞感恩講保育園
社会福祉法人　　　　
浅舞感恩講

20 下 鍋 倉  保育所
社会福祉法人　　　　
下鍋倉保育所

21 樽 見 内  保育園

社会福祉法人　　　　　
育 童 会

22 醍    醐  保育園

23 雄 物 川  保育園

24 吉    田  保育所
社会福祉法人　　　　
吉田愛児会

25 にしの杜  保育園
社会福祉法人                           

一真会

26 大    森  保育園
社会福祉法人　　　　
大森保育園

27 川　　西　保育所

横 手 市

- ４２ -



  ③　幼保連携型認定こども園

電話番号 ＦＡＸ番号

 〒013-0064 0182-33-2777 0182-33-2715

 赤坂字仁坂105-20

 〒013-0208 0182-22-4511 0182-22-4517

 雄物川町沼館字千刈田2

電話番号 ＦＡＸ番号

 〒012-0855 0183-73-1507 0183-73-3868

 愛宕町二丁目1-16

 〒012-0033 0183-73-6738 0183-73-6736

 清水町二丁目3-3

  ②　認可保育所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※印は保育所型認定こども園

電話番号 ＦＡＸ番号

 〒012-0032 0183-72-2728 0183-72-2730

 元清水二丁目3-26

 〒019-0204 0183-52-2559 0183-52-3834

 横堀字土渕28

 〒012-0051 0183-72-2512 0183-72-2513

 深堀字高屋敷58-3

 〒012-0183 0183-46-2446 0183-46-2447

 皆瀬字沢梨台47-2

 〒012-1100 0183-62-1045 0183-62-1045

 字元西147

 〒012-1241 0183-67-2300 0183-67-2300

 田代字麓110

 〒012-1352 0183-68-2201 0183-68-2201

 中仙道字堀内190

 〒019-0801 0182-38-8611 0182-38-8612

 田子内字上野8-1

  ③　幼保連携型認定こども園

電話番号 ＦＡＸ番号

<幼稚園部> 〒012-0827 0183-73-0110 0183-73-0109

　湯沢市表町四丁目7-8

<乳児園部> 〒012-0827 0183-56-6888 0183-56-6889

　湯沢市表町四丁目5-25

 〒012-0844 0183-73-2272 0183-73-2288

 湯沢市田町二丁目3-52

 〒012-0106 0183-42-3117 0183-42-3117

 三梨町字古三梨155

 〒012-0801 0183-72-3165 0183-72-3166

 岩崎字千年71-4

 〒012-0824 0183-73-1745 0183-73-8875

 裏門一丁目2-33

 〒012-0813 0183-73-2361 0183-72-6525

 前森二丁目5-16

 〒012-1131 0183-62-2344 0183-62-2585

 西馬音内字本町138

 〒012-1123 0183-62-1351 0183-62-1351

 貝沢字拾三本塚9

Ｅメールアドレス

mutsumi-ho@minos.ocn.ne.jp

numaho-jimu@mbr.sphere.ne.jp

(3) 湯沢雄勝

  ①　幼稚園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※印は幼稚園型認定こども園

Ｅメールアドレス

a-kids@yutopia.or.jp

ywy@ymail.plala.or.jp

Ｅメールアドレス

nyujiyzw@yutopia.or.jp

ogachi1@yutopia.or.jp

fukaho58@yutopia.or.jp

minaho@yutopia.or.jp

ugomotonishihoiku@abelia.ocn.ne.jp

ugotashirohoiku@abelia.ocn.ne.jp

ugosendouhoiku@abelia.ocn.ne.jp

narusehoikuen@silver.ocn.ne.jp

Ｅメールアドレス

―

hoik-fut@yutopia.or.jp

yotsuba@yutopia.or.jp

aozora@camel.plala.or.jp

iwaho77@yutopia.or.jp

mitake-ｈ＠yutopia.or.jp

jimyuho@yutopia.or.jp

ugonishimonaihoiku@abelia.ocn.ne.jp

ugomiwahoiku@blue.ocn.ne.jp

市町村名 番号 施設名 設　置　者 施　設　所　在　地

横 手 市

1
むつみ幼保連携型                                         
認定こども園

社会福祉法人　　　　
睦福祉会

2 沼    館  保育園
社会福祉法人　　　　　
同 心 会

市町村名 番号 幼稚園名 設　置　者 幼　稚　園　所　在　地

湯 沢 市

1  ※愛   宕  幼稚園
学校法人　　  　
中川学園

2  ※湯沢若草 幼稚園
学校法人　　　　
若草学園

市町村名 番号 保育所名 設　置　者 保  育  所　所　在　地

1  湯沢乳児  保育園
社会福祉法人
広　済　会

2 ※お が ち 保育園

3  深    堀  保育園
社会福祉法人
湯沢保育会

4  皆    瀬  保育園
社会福祉法人
みなせ福祉会

羽 後 町

5 ※もとにしこども園

社会福祉法人
羽後町保育会

6 ※たしろ  こども園

7 ※せんどうこども園

東成瀬村 8  な る せ  保育園
社会福祉法人
なるせ保育会

市町村名 番号 施設名 設　置　者 施　設　所　在　地

1 双　 葉　 幼稚園
学校法人
双葉学園

2 湯沢よつばこども園

3 あおぞらこども園
社会福祉法人　　　　

いなかわ福祉会

4 いわさきこども園
社会福祉法人　　　
湯沢保育会

5  みたけ　こども園

6  湯　沢　こども園
社会福祉法人
広　済　会

羽 後 町

7 にしもないこども園
社会福祉法人
羽後町保育会

8  み　わ　こども園

湯 沢 市

湯 沢 市

- ４３ -



(1) 大仙仙北

　①　小学校                                       　    

電話番号  FAX番号

宮野　　勝 高橋恵理子  〒014-0053 0187-63-1018 0187-63-1019

判田　久樹 堀　奈緒子  大曲花園町4-88

 〒014-0031 0187-63-1020 0187-86-0979

 大曲字下高畑81

 〒014-0006 0187-63-1022 0187-63-1025

 花館中町1-40

 〒014-0073 0187-68-2345 0187-86-4041

 内小友字四ツ村35

 〒014-0072 0187-68-3030 0187-86-4606

 大曲西根字小館20

 〒014-1412 0187-65-2420 0187-86-5604

 藤木字街道下67

 〒014-0102 0187-66-1513 0187-86-0723

 四ツ屋字下古道81

 〒014-1413 0187-65-2201 0187-86-5617

 角間川町字大浦町99

 〒019-1701 0187-72-2222 0187-72-2220

 神宮寺字神宮寺52

 〒019-2112 0187-75-1014 0187-75-2770

 刈和野字上ノ台322

 〒014-0207 0187-56-2318 0187-56-3288

 長野字六日町215

 〒014-0204 0187-56-3215 0187-56-4676

 清水字上大蔵86

 〒014-0711 0187-57-2324 0187-57-2314

 豊川字下水無47

 〒019-2411 018-881-6868 018-892-3927

 協和境字岸館37

 〒019-1826 0187-73-1800 0187-73-1802

 南外字田中田17

 〒014-0805 0187-62-2195 0187-62-7456

 高梨字新屋敷1

 〒014-0114 0187-69-2111 0187-69-3068

 福田字穴沢4

 〒019-1611 0187-89-1212 0187-89-1272

 太田町斉内字高野1-93

 〒019-1601 0187-88-2111 0187-88-2409

 太田町横沢字窪関南298

 〒019-1605 0187-88-2112 0187-88-1952

 太田町国見字国見田115

 〒014-0378 0187-55-2188 0187-55-2189

 角館町西野川原56-1

 〒014-0302 0187-53-2482 0187-53-2533

 角館町白岩新西野162

 〒014-1201 0187-43-0243 0187-43-0247

 田沢湖生保内字武蔵野111
藤川いづみ

obosho2@sc.city.semboku.akita.jp

kakusho@sc.city.semboku.akita.jp

22 白    岩 福原　昭信 伊藤　充敏 鈴木　香織
shirasho@sc.city.semboku.akita.jp

仙 北 市

21 角 　 館 梁田　一史 竹村　一郎 鈴木　伸幸

23 生 保 内 藤田　　寿 黒川　修二

20 太 田 北 沢村　正志 鈴木　和彦 佐藤　佑香
ot-kitasyo@edu.city.daisen.akita.jp

19 太 田 南 伊藤由美子 小松　文彦 柴田　　晋
ot-minamisyo@edu.city.daisen.akita.jp

18 太 田 東 相澤　文彦 熊谷留美子 川本　洋美
ot-higashisyo@edu.city.daisen.akita.jp

17 横　　堀 佐藤　信夫 小松　　満 相馬　洋子
sb-yokoborisyo@edu.city.daisen.akita.jp

16 高　　梨 照井　政裕 櫻田　　武 橘　　　恵
sb-takanashisyo@edu.city.daisen.akita.jp

15 南　　外 板垣　　淳 鈴木　　寿 加藤　愛梨
na-nangaisyo@edu.city.daisen.akita.jp

14 協　　和 三浦　久佳 仙北　和美 太田　靖弘
ky-kyouwasyo@edu.city.daisen.akita.jp

13 豊    成 大阪　瑞穂 高橋　秀樹 八嶋　　恵
ns-housyo@edu.city.daisen.akita.jp

12 清    水 高橋めぐみ 加藤　雅人 鈴木　道幸
ns-shimizusyo@edu.city.daisen.akita.jp

11 中    仙 菅原　　潔 菅原　　靖 武藤　和磨
ns-nakasensyo@edu.city.daisen.akita.jp

10 西 仙 北 佐藤　政美 佐々木　通 八文字　隆
nb-nishisensyo@edu.city.daisen.akita.jp

9 神　　岡 田口　雅人 六郷　正博 北嶋亜希子
km-kamiokasyo@edu.city.daisen.akita.jp

8 角 間 川 小原　衿子 星野　友実 渋谷わか子
om-kakusyo@edu.city.daisen.akita.jp

7 四 ツ 屋 森川　艶人 滝沢　　治 大信田典子
om-yotusyo@edu.city.daisen.akita.jp

6 藤　　木 小松　晴夫 黒澤　紀子 髙橋　公子
om-fujisyo@edu.city.daisen.akita.jp

5 大川西根 佐藤　　敦 田村佳久美 真坂　牧子
om-nishisyo@edu.city.daisen.akita.jp

4 内 小 友 畠山　　仁 市川真喜子 佐々木昌悟
om-uchisyo@edu.city.daisen.akita.jp

藤倉　欣浩 西村　典子 三浦　麻子
om-higashisyo@edu.city.daisen.akita.jp

3 花    館 佐藤　英樹 田口　　倫 伊藤　順子
om-hanasyo@edu.city.daisen.akita.jp

事務職員名      学 校 所 在 地
Ｅメールアドレス

大 仙 市

1 大　　曲 高野　一志
om-kyokusyo@edu.city.daisen.akita.jp

2 東 大 曲

４　管内小・中学校一覧

教委名 番号 学 校 名 校 長 名 教 頭 名

- ４４ -



電話番号  FAX番号

 〒014-1114 0187-44-2115 0187-44-2116

 田沢湖神代字珍重屋敷48

 〒014-0515 0187-47-2233 0187-47-2213

 西木町門屋字六本杉6

 〒014-0602 0187-48-2323 0187-48-2372

 西木町桧木内字高屋110

 〒019-1404 0187-84-1009 0187-84-1409

 六郷字赤城1

 〒019-1541 0187-85-2211 0187-85-2215

 土崎字上野乙1-4

 〒019-1234 0187-83-2211 0187-83-2600

 飯詰字轌町26-1

　②　中学校

電話番号  FAX番号

小松　　完 林　　朋香  〒014-0016 0187-63-2222 0187-63-2221

青池　研悟 佐藤　篤子  若竹町7-17

 〒014-0073 0187-68-2222 0187-68-2015

 内小友字中沢176-1

 〒014-1412 0187-65-2001 0187-65-2051

 藤木字上野中70-2

 〒019-1701 0187-72-2211 0187-72-2227

 神宮寺字荒屋20

 〒019-2112 0187-75-1108 0187-75-2735

 刈和野字田中蟻塚12

 〒014-0207 0187-56-2328 0187-56-4657

 長野字新山5-1

 〒019-2411 018-892-3025 018-892-3209

 協和境字岸館90

 〒019-1866 0187-73-1231 0187-73-1232

 南外字赤平台野19-1

 〒014-0113 0187-69-2113 0187-69-3262

 堀見内字西福嶋29

髙橋　　保  〒019-1613 0187-88-2211 0187-88-2212

半田　武伸  太田町太田字新田田尻76

 〒014-0347 0187-53-2411 0187-53-2420

 角館町小勝田小倉前73

 〒014-1201 0187-43-1181 0187-43-3632

 田沢湖生保内字武蔵野105-1

 〒014-1114 0187-44-2110 0187-44-3794

 田沢湖神代字野中清水244

田松　澄子  〒014-0512 0187-47-2626 0187-47-2633

草彅　　馨  西木町上荒井字上橋元280-1

 〒014-0602 0187-48-2330 0187-48-2366

 西木町桧木内字高屋2-3

佐藤　弘康  〒019-1404 0187-84-2020 0187-84-1424

髙橋　育衣  六郷字作山13-3

hinochu@sc.city.semboku.akita.jp

美 郷 町 16 美　　郷 新田　義孝 高階　勝巳
misatojh@obako.or.jp

14 西 明 寺 藤島　光明 田口　裕文
saichu@sc.city.semboku.akita.jp

15 桧 木 内 鈴木　良二 本道　法順
※西明寺中職員

兼　務

13 神　　代 木元　　哲 福田　裕司 藤原　香織
jinchujh@sc.city.semboku.akita.jp

草薙　　篤
kakucyu@sc.city.semboku.akita.jp

12 生 保 内 布谷　英司 佐藤　公則 藤田　　修
obochu@sc.city.semboku.akita.jp

10 太　　田 佐藤　嘉弘 鈴木　利浩
ot-otatyu@edu.city.daisen.akita.jp

仙 北 市

11 角　　館 三浦　政喜 佐々木泰宏

9 仙　　北 伊藤　　晃 村井　史人 田中伊知子
sb-hokutyu@edu.city.daisen.akita.jp

8 南　　外 木村　光紀 藤原　秀一 髙貝　　優
na-nantyu@edu.city.daisen.akita.jp

7 協　　和 坂本　晋平 石川　真一 今野　温子
ky-kyoutyu@edu.city.daisen.akita.jp

6 中　　仙 藤原　修悦 渡部　政仁 高橋　理彦
ns-nakasentyu@edu.city.daisen.akita.jp

5 西 仙 北 千葉　雅一 後藤　　匡 阿部　智也
nb-nishisentyu@edu.city.daisen.akita.jp

4 平　　和 三浦　健誠 渋谷　　聡 武塙亜香峯
km-heityu@edu.city.daisen.akita.jp

om-nishityu@edu.city.daisen.akita.jp

3 大 曲 南 島田　　智 藤原　　司 佐藤　睦子
om-minamityu@edu.city.daisen.akita.jp

大 仙 市

1 大　　曲 嵯峨　康弘
om-kyokutyu@edu.city.daisen.akita.jp

2 大 曲 西 西鳥羽　裕 菅原　和仁 寺田美保子

sennan-js@vesta.ocn.ne.jp

教委名 番号 学 校 名 校 長 名 教 頭 名 事務職員名 学 校 所 在 地
Ｅメールアドレス

千　　畑 金子　徹章 髙橋ひろみ 島村　理香
sht8es@obako.or.jp

29 仙　　南 小西　裕之 桐原　悦子 後藤　祐樹

※西明寺中職員
兼　務

hinosho@sc.city.semboku.akita.jp

 美 郷 町 

27 六    郷 木村百合子 青谷　千里 栗田　真二
650est01@obako.or.jp

28

jinsho@sc.city.semboku.akita.jp

25 西 明 寺 栗林　靖雄 田口　匡浩
※西明寺中職員

兼　務
saisho@sc.city.semboku.akita.jp

仙 北 市

24 神　　代 渡邉　朋哉 黒澤　　勤 齊藤　璃奈

26 桧 木 内 米澤　孝子 戸嶋　和人

教委名 番号 学 校 名 校 長 名 教 頭 名 事務職員名 学 校 所 在 地
Ｅメールアドレス

- ４５ -



(2) 横　手                                        　    

　①　小学校

電話番号  FAX番号

 〒013-0015 0182-32-1051 0182-33-7566

 羽黒町4-36

 〒013-0008 0182-32-6070 0182-33-7561

 睦成字碇185

 〒013-0064 0182-36-1020 0182-33-7423

 赤坂字城野岡222

 〒013-0052 0182-33-5210 0182-33-7565

 大屋寺内字長谷下6-3

 〒013-0071 0182-23-6543 0182-33-8777

 八幡字下長田50

 〒019-0701 0182-45-2014 0182-45-4090

 増田町増田字土肥館141

 〒013-0105 0182-24-1140 0182-24-1102

 平鹿町浅舞字八幡小路18

 〒013-0101 0182-24-1160 0182-24-1103

 平鹿町上吉田字大道88-3

 〒013-0102 0182-25-4204 0182-25-4205

 平鹿町醍醐字大橋7

 〒013-0205 0182-22-2800 0182-22-2830

 雄物川町今宿字鳴田35

 〒013-0533 0182-26-2048 0182-56-4005

 大森町字中田1-4

細川美和子  〒019-0508 0182-23-7731 0182-42-5171

竹澤　　恵  十文字町十五野新田字坊主沢5-1

 〒019-1108 0182-53-2207 0182-53-2263

 山内土渕字菅生37-1

 〒013-0348 0182-52-3105 0182-52-2955

 大雄字田根森50

　②　中学校

 電話番号 FAX番号

猪岡　延泰  〒013-0064 0182-32-3108 0182-33-7568

藤谷　裕子  赤坂字郷士館32-1

 〒013-0075 0182-38-8600 0182-32-2210

 静町字鶴田37

 〒019-0701 0182-45-2350 0182-45-2420

 増田町増田字若松27

 〒013-0105 0182-24-0075 0182-24-0076

 平鹿町浅舞字一関向3-1

 〒013-0415 0182-38-8500 0182-52-3901

 大雄字藤巻西10

 〒019-0508 0182-42-1030 0182-42-4702

 十文字町十五野新田字梨木境134-1

 電話番号 FAX番号

 〒013-0041 0182-35-4033 0182-35-4034

 横手市大沢字前田147-1

Ｅメールアドレス

yokoteminamisho@yokote-edu.jp

asakurasho@yokote-edu.jp

asahisho@yokote-edu.jp

sakaesho@yokote-edu.jp

yokotekitasho@yokote-edu.jp

masudasho@yokote-edu.jp

asamaisho@yokote-edu.jp

yoshidasho@yokote-edu.jp

daigosho@yokote-edu.jp

omonogawasho@yokote-edu.jp

omorisho@yokote-edu.jp

jumonjisho@yokote-edu.jp

sannaisho@yokote-edu.jp

taiyusho@yokote-edu.jp

Ｅメールアドレス

yokoteminamichu@yokote-edu.jp

yokotekitachu@yokote-edu.jp

masudachu@yokote-edu.jp

hirakachu@yokote-edu.jp

yokotemeihochu@yokote-edu.jp

jumonjichu@yokote-edu.jp

　③　 県立学校

Ｅメールアドレス

yokoteseiryoukoutougakkou@pref.akita.lg.jp

教委名 番号 学 校 名 校 長 名 教 頭 名 事務職員名 学 校 所 在 地

1 横 手 南 佐藤　克己 岡固　　敦 柴田　順子

2 朝　　倉 藤田　睦代 高橋　秀彰 佐々木美保

3 旭 木村　　司 佐藤　輝子 細谷　里佳

4 栄 髙瀬　典穂 谷口　　均 草薙　晃平

5 横 手 北 村上　智子 小松　英昭 佐々木千晶

6 増　　田 北條　　保 黒谷　　桂 仲川　直子

7 浅　　舞 石井　信恵 富永　浩之 松渕　幸子

8 吉　　田 髙橋　雅己 永沢　　豊
佐藤　孝也
坂田美久子

9 醍　　醐 小松　　亨 稲川　一男 遠藤　祐子

10 雄 物 川 瀬田川　仁 藤田　京子 古屋　　拓

11 大　　森 畑　　朋幸 菊池　　元 柴田　育子

12 十 文 字 江畑　　譲 佐藤　詩輝

13 山　　内 小坂　靖尚 古関　　栄 細井　千晶

14 大　　雄 板井　　亙 小野　　昇 松本　一美

教委名 番号 学 校 名 校 長 名 教 頭 名 事務職員名 学  校  所  在  地

1 横 手 南 髙橋  成浩 山本　伸洋

2 横 手 北 笹山　洋希 小田嶋信也 柴田　宏二

3 増　　田 島田　　誠 渡會　寛之 高橋　晶子

4 平　　鹿 太田　博史 若松　昌平 藤王　　修

5 横手明峰 菅　　雅彦 佐藤　健司 武内　友克

6 十 文 字 菊池　康明 本堂　　智 柴田　吉智

学校名 校 長 名 教 頭 名 事務職員名 学  校  所  在  地

横手清陵学院中学校 高久　英夫 久村　　孝 仁坂　晴嘉

横 手 市

横 手 市
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(3) 湯沢雄勝                                        　    

電話番号  FAX番号

 〒012-0803 0183-72-5125 0183-72-5126

 杉沢新所字八斗場33

 〒012-0043 0183-72-5150 0183-72-2681

 字万石26

 〒012-0055 0183-73-3016 0183-72-3834

 山田字土生原52

 〒012-0107 0183-43-2002 0183-43-2134

 稲庭町字琵琶倉24

 〒012-0106 0183-42-2503 0183-42-2603

 三梨町字清水小屋244

 〒012-0105 0183-42-2501 0183-42-2601

 川連町字道下86

 〒012-0104 0183-42-2502 0183-42-2602

 駒形町字三又前田面47-4

 〒019-0204 0183-52-5515 0183-52-5505

 横堀字板橋5

 〒012-0183 0183-58-4080 0183-58-4081

 皆瀬字下菅生27

 〒012-1131 0183-62-1768 0183-62-1702

 西馬音内字祭ノ神19

 〒012-1123 0183-62-1216 0183-62-1295

 貝沢字拾三本塚7

 〒012-1115 0183-62-2235 0183-62-2281

 足田字大谷地223

 〒012-1241 0183-67-2323 0183-67-2919

 田代字畑中45

 〒019-0801 0182-47-2313 0182-47-2380

 田子内字上野8

 電話番号 FAX番号

 〒012-0803 0183-72-5127 0183-72-5128

 杉沢新所字八斗場33

 〒012-0055 0183-73-3017 0183-72-3017

 山田字下館10

高橋　祥子  〒012-0867 0183-73-5145 0183-72-1184

山田　和男  南台6-1

0183-42-2160 0183-42-2161

 〒019-0204 0183-52-2375 0183-52-2314

 横堀字板橋5

 〒012-0183 0183-46-2003 0183-46-2842

 皆瀬字下菅生24-1

樋口奈緒子  〒012-1100 0183-62-1144 0183-62-1145

安倍　香理  字雄勝野1

 〒019-0801 0182-47-2155 0182-47-2245

 田子内字上林18 higashinaruse-jhs@bz03.plala.or.jp
東成瀬村 8 東 成 瀬 伊藤　秀樹 大友　　明 福井加奈子

羽 後 町 7 羽　　後 木村　篤子 池田　　隆
ugojhs@yutopia.or.jp

6 皆　　瀬 沼倉　信之 佐藤　竜成 菅野　隆男
minasejhs@sch.city-yuzawa.jp

5 雄　　勝 髙橋　俊英 渡邉　博久 髙橋　　力
ogachijhs@sch.city-yuzawa.jp

minamijhs@sch.city-yuzawa.jp

4 稲　　川 富谷　祥彦 山田わかば
齋藤　昭則
平塚　　淳
山田瑠美子

 〒012-0106
 三梨町字間明田140 inakawajhs@sch.city-yuzawa.jp

kitajhs@sch.city-yuzawa.jp

2 山　　田 神林　雅紀 豊島　　寿 横山　道代
yamadajhs@sch.city-yuzawa.jp

湯 沢 市

1 湯 沢 北 遠田　　学 佐藤　好和 佐藤　武範

3 湯 沢 南 髙橋　保志 佐々木　誠

higashinaruse-es@bz03.plala.or.jp

　②　中学校

教委名 番号 学 校 名 校 長 名 教 頭 名 事務職員名 学  校  所  在  地
Ｅメールアドレス

東成瀬村 14 東 成 瀬 佐々木　真 佐々木雅子 小林　直樹

大野　謙一
ugomeisei@yutopia.or.jp

13 高　　瀬 丹　　俊章 小野　詠子 城　由紀子
takase@yutopia.or.jp

baon@yutopia.or.jp

11 三　　輪 阿部　洋一 高橋　一枝 阿部　葉子
miwasho@yutopia.or.jp

羽 後 町

10 西馬音内 榎本　　達 井上　英樹 小棚木和彦

12 羽後明成 大沼　由和 佐々木　修

9 皆　　瀬 船山　育士 柴田　昌幸 小塚　　誠
minasees@sch.city-yuzawa.jp

8 雄　　勝 鈴木　隆博 土田　裕志 林崎　悦子
ogachies@sch.city-yuzawa.jp

7 駒　　形 近田　浩治 大石　照彦
※稲川中職員

兼　務
komagataes@sch.city-yuzawa.jp

6 川　　連 佐藤　俊介 伊藤　　武
※稲川中職員

兼　務
kawatsuraes@sch.city-yuzawa.jp

5 三　　梨 三浦　秀巳 仙道　英悦
※稲川中職員

兼　務
mitsunashies@sch.city-yuzawa.jp

4 稲　　庭 阿部　　桂 松野　誠子
※稲川中職員

兼　務
inaniwaes@sch.city-yuzawa.jp

3 山　　田 佐々木雅裕 皆川　知子 小嶋　典子
yamadaes@sch.city-yuzawa.jp

2 湯 沢 西 佐藤　芳一 銭谷　郁雄 佐々木優子
nishies@sch.city-yuzawa.jp

事務職員名 学 校 所 在 地
Ｅメールアドレス

湯 沢 市

1 湯 沢 東 高橋　清隆 岩船　　亨 築山　　誠
higashies@sch.city-yuzawa.jp

　①　小学校

教委名 番号 学 校 名 校 長 名 教 頭 名
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(1) 高等学校（全日制課程） 

 〒019-2112

 大仙市刈和野字北ノ沢嶋山5-1

 〒014-0054

 大仙市大曲金谷町26-9

       大曲農業　  〒019-1601

       太田分校  大仙市太田町横沢字窪関南268-1

 〒014-0061

 大仙市大曲栄町6-7

 〒014-0045

 大仙市大曲若葉町3-17

（学校法人 杉澤学園）  〒014-0047

       秋田修英   大仙市大曲須和町一丁目1-30

 〒014-0335

 仙北市角館町細越町37

 〒019-1404

 仙北郡美郷町六郷字馬場52

 〒013-0008

 横手市睦成字鶴谷地68

 〒013-0016

 横手市根岸町2-14

 〒013-0041

 横手市大沢字前田147-1

 〒013-0101

 横手市平鹿町上吉田字角掛60

 〒013-0205

 横手市雄物川町今宿字貒袋125

 〒019-0701

 横手市増田町増田字一本柳137

 〒012-0853

 湯沢市字新町27

 〒012-0823

 湯沢市湯ノ原二丁目1-1

　　　 湯沢翔北  〒019-0112

　　　 雄 勝 校  湯沢市下院内字小白岩197-2

 〒012-1132

 雄勝郡羽後町字大戸1

(2) 高等学校（定時制課程，通信制課程） 

（学校法人 杉澤学園）  〒014-0047

       秋田修英   大仙市大曲須和町一丁目1-30

 〒014-0372

 仙北市角館町小館77-2

 〒013-0037

 横手市前郷二番町10-1

(3) 特別支援学校 

 〒014-0072

 大仙市大曲西根字下成沢122

大曲支援学校  〒014-0372

せんぼく校  仙北市角館町小館77-2

 〒013-0064 0182-33-4166 0182-33-4266

 横手市赤坂字仁坂105-1 0182-33-4167 0182-33-4277

 〒012-0104

 湯沢市駒形町字八面寺下谷地33-2
湯 沢 市 4 稲川支援学校 0183-42-4424 0183-42-4874

仙 北 市 2 0187-42-8568 0187-42-8569

横 手 市 3 横手支援学校

FAX番号

大 仙 市 1 大曲支援学校 0187-68-4123 0187-68-4122

横 手 市 3        横    手  0182-32-2011 0182-32-0133

市町村名 番号 学 校 名 学  校  所  在  地 電話番号

大 仙 市 1 0187-63-2622 0187-63-2532

仙 北 市 2        角    館  0187-54-1366 0187-54-1369

市町村名 番号        学 校 名 学  校  所  在  地 電話番号 FAX番号

0183-52-4355 0183-52-4356

羽 後 町 18        羽    後  0183-62-2331 0183-78-7122

湯 沢 市

15        湯    沢  0183-73-1160 0183-73-1161

16        湯沢翔北  0183-79-5200 0183-73-2600

17

13        雄 物 川  0182-22-2103 0182-22-2104

14        増    田  0182-45-2073 0182-45-2088

     横手清陵学院 0182-35-4033 0182-35-4034

12        平    成  0182-24-1195 0182-56-3008

横 手 市

9        横    手  0182-32-3020 0182-32-3070

10        横手城南  0182-32-4007 0182-32-4009

11

仙 北 市 7        角  　館  0187-54-2560 0187-54-4339

美 郷 町 8        六    郷  0187-84-1280 0187-84-0040

5        大曲工業　 0187-63-4060 0187-63-4062

6 0187-63-2622 0187-63-2532

0187-88-1311 0187-86-9035

4        大　　曲　 0187-63-4004 0187-63-4005

大 仙 市

1        西 仙 北　 0187-75-1002 0187-75-1004

2        大曲農業　 0187-63-2257 0187-62-3434

3

５　管内高等学校・特別支援学校一覧

市町村名 番号        学 校 名 学  校  所  在  地 電話番号 FAX番号
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電話番号 FAX番号

0182-26-6011 0182-26-6012

0182-33-8855 0182-33-8858

0187-68-2300 0187-68-2351

0187-69-3331 0187-69-3330

※Ｗｅｂページ：〔美の国あきたネット〕＞■調べる　〔部署別〕＞〔教育機関〕

0120-0-78310

0120-377-943

0120-377-804

0187-63-1022

0182-32-6070 0187-63-3477

0183-72-5150

  フレッシュ広場（大仙市） 0187-63-8317 0187-43-3387

  南かがやき教室（横手市） 0182-25-3080 0182-23-8648

0183-78-0720

0182-32-2011 0187-54-1366

0182-32-3294 0187-63-1111

0187-43-2280 0182-35-2133

0183-55-8275

　（子育て未来課　子ども子育て応援班）

0182-32-0500

018-824-1212

  ②　警察署

0187-63-3355 0187-53-2111

0182-32-2250 0183-73-2127

0187-63-2100

 (4) 人権相談

  秋田地方法務局大曲支局

施    設    名 所    在    地

保呂羽山少年自然の家
〒013-0561
横手市大森町八沢木字大木屋73

近代美術館
〒013-0064
横手市赤坂字富ヶ沢62-46

農業科学館
〒014-0073
大仙市内小友字中沢171-4

埋蔵文化財センター
〒014-0802
大仙市払田字牛嶋20

  ・南教育事務所(いじめ緊急
　　ホットラインを兼ねる)

  （24時間対応相談専用電話）

  大仙警察署（少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ） 　仙北警察署

  横手警察署（少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ） 　湯沢警察署

  ②　児童相談所

  秋田県南児童相談所

 (3) 少年相談　　非行，家出，家庭内暴力，児童虐待，交友関係，異性問題などに関する相談

  ①　やまびこ電話

  秋田県警本部

　（子育て推進課） 　（子育て支援課）

  湯沢市福祉事務所

 (2) 児童福祉相談　　児童生徒の養育，しつけ，虐待，非行，情緒不安定などに関する相談

  ①　福祉事務所

  秋田県南福祉事務所   大仙市福祉事務所＜代表＞

  仙北市福祉事務所   横手市福祉事務所

  ④　学習支援機関　　不登校生徒の学習支援

  スペース・イオよこて 　スペース・イオかくのだて

　（県立横手高等学校定時制課程内）   （県立角館高等学校定時制課程内）

  ③　適応指導教室（所在地）　　不登校児童生徒の通級指導

  さくら教室（仙北市）

  西かがやき教室（横手市）

  そよ風教室（湯沢市）

　大仙市立花館小学校 　仙北市立角館小学校

　横手市立朝倉小学校 ＜連絡先　仙北出張所＞

　湯沢市立湯沢西小学校

　・県総合教育センター

  ②　特別支援教育地域センター  　特別支援教育に関する教育相談と諸検査の実施

maibun@pref.akita.lg.jp

７　相談機関一覧

 (1) 教育相談  　学校生活，不登校，いじめなどに関する相談

  ①　相談電話

○すこやか電話 ○24時間子供ＳＯＳダイヤル

６　管内県立教育施設一覧

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

horowanpark@pref.akita.lg.jp

akitamma@rnac.ne.jp

noukan@obako.or.jp
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小　　学　　校　

内 数 内 数 内 数 内 数

大 仙 市 30 4939 20 185 44 3166 92 224 10 77 17 1773 46 149

仙 北 市 11 1504 6 49 10 919 20 65 5 28 6 585 12 60

美 郷 町 4 1160 3 36 8 744 35 46 1 15 3 416 14 26

小  計 45 7603 29 270 62 4829 147 335 16 120 26 2774 72 235

横 手 横 手 市 20 5518 14 179 49 3591 150 290 6 72 16 1927 54 164

湯 沢 市 15 2424 9 91 20 1548 50 140 6 42 11 876 24 113

羽 後 町 5 858 4 38 9 571 20 61 1 13 3 287 12 27

東成瀬村 2 130 1 8 2 79 3 13 1 4 1 51 1 14

小　計 22 3412 14 137 31 2198 73 214 8 59 15 1214 37 154

1 108 1 4 0 108 0 13

88 16641 57 586 142 10618 370 839 31 255 57 6023 163 566

公立 私立 公 立 私 立 公 立 私 立

大 仙 市 24 2218 0 0 0 0 0 15 1125 319 0 9 1093 294

仙 北 市 8 547 0 0 0 0 3 0 79 38 1 4 468 165

美 郷 町 3 498 0 0 0 0 0 0 16 0 3 0 482 114

小  計 35 3263 0 0 0 0 3 15 1220 357 4 13 2043 573

横 手 横 手 市 33 2141 0 4 100 90 3 24 1852 581 0 2 189 49

湯 沢 市 12 1110 0 2 51 50 0 4 309 94 0 6 750 244

羽 後 町 5 361 0 0 0 0 0 3 101 25 0 2 260 53

東成瀬村 1 62 0 0 0 0 0 1 62 24 0 0 0 0

小　計 18 1533 0 2 51 50 0 8 472 143 0 8 1010 297

86 6937 0 6 151 140 6 47 3544 1081 4 23 3242 919
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市 町 村 等
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南教育事務所管内　幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園数等一覧

(令和３年４月１日見込み)

幼　　　稚　　　園 保　　　育　　　所 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園幼
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南教育事務所管内　市町村教育委員会別学校数等一覧
(令和３年３月１日 標準学級数による推計)

中　　学　　校　

市 町 村 等

県立学校

学

　
　
校

　
　
数

学

　
　
級

　
　
数

生

　
　
徒

　
　
数

職

　
　
員

　
　
数

特

別

支

援

学

級

数

特

別

支

援

学

級

生

徒

数

- ５０ -



- ５１ -

◇南教育事務所所管事業参加者へのお願い
・新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するた
めのお願い 【１枚】

・（様式１） 健康確認自己申告書 【１枚】

学校教育関係

◇南の要覧（ＰＤＦ版）
※平成29年度から令和３年度版の内容の全て
を掲載

◇南の教育（ＰＤＦ版）
※令和元年度版（第65号）の内容の全てを掲

載（令和元年度版（第65号）で終了）

◇学習指導

・「目指す子どもの姿」を明確にするための研
修シート 【２枚】

・「目指す子どもの姿」の設定・共有化に向け
た研修シート（実践例） 【２枚】

・評価方法等の工夫について(実践例)【２枚】

・指導案検討会用確認シート(実践例)【１枚】
・通常の学級におけるユニバーサルデザインの
視点による授業づくり

【スライド資料20ページ】
・Ｑ＆Ａユニバーサルデザイン（ＵＤ）の視点

による授業づくりについて皆さんの疑問にお
答えします 【２枚】

・指導方法や指導体制の工夫改善のためのチェッ
クポイント 【１枚】

・新教育課程説明会における質問に対する回答

【６枚】
・校内研修を組織的・計画的に推進していくた
めに 【スライド資料19ページ】

◇キャリア教育
・「地域に根ざしたキャリア教育」を推進する

ために 【スライド資料９ページ】
・就学前教育と小学校教育の接続期における
キャリア教育 【スライド資料32ページ】

【ダウンロード】
〔美の国あきたネット
（https://www.pref.akita.lg.jp）〕
＞〔トップ ■調べる 部署別〕
＞〔教育庁〕
＞〔南教育事務所〕

◇道徳教育
・学習指導要領の一部改正の趣旨を踏まえた道
徳教育の推進に向けて

【スライド資料18ページ】
・「特別の教科 道徳」の実施に向けて

【スライド資料49ページ】

◇生徒指導

・生徒指導の基本姿勢について ～生徒指導を
行う際に強調される三つのポイントを生かし
た学級づくり，授業づくり～

【スライド資料27ページ】
・生徒指導を行う際に強調される三つのポイン

トを生かした「授業づくり」のためのチェッ
クリスト 【１枚】

・ＰＤＣＡ×３回で不登校の未然防止を ～点
検・見直しの繰り返しによる取組の推進～

【１枚】

◇その他
・諸講習・諸講座「欠席届」「受講者変更届」

【各様式】

社会教育関係

◇「学校と地域の連携・協働」活動事例一覧
・令和２年度「学校と地域の連携・協働」活動
事例一覧

◇社会教育通信「紡ぐ（つむぐ）」
・令和２年度 №110～№121 【各１部】

◇「家庭教育講座」に関する調査
・令和２年度家庭教育講座一覧



南教育事務所
〒013-0022
横手市四日町3-23 横手市水道庁舎３階

南教育事務所仙北出張所
〒014-0062
大仙市大曲上栄町13-62

南教育事務所雄勝出張所
〒012-0857
湯沢市千石町二丁目1-10

TEL 0182-32-1101～1103 FAX 0182-33-4904

TEL 0187-63-3477～3479 FAX 0187-62-3469

TEL 0183-73-1106～1107 FAX 0183-73-1108

令和３年度 南の要覧

E-mail minamikyouikujimusho@pref.akita.lg.jp

E-mail kyousen@pref.akita.lg.jp

E-mail minamikyouikujimushoogachi@pref.akita.lg.jp

ダウンロードページ

〔美の国あきたネット（http：//www.pref.akita.lg.jp）〕＞〔トップ ■調べる 部署別〕＞

〔教育庁〕＞〔南教育事務所〕


